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須藤　 　ミクロネシアにおける母系制社会 の変質

ミクロネジ アにお ける母系制社会の変質

・トラ ック語 圏社会 の 出 自集団 の構造 ．

須 藤 健 一＊

Structural Change of Matrilineal Descent Group in Greater 

            Trukese Society, Micronesia

Ken-ichi SUDO

   In Greater Trukese Society it is common for kin group to be 
composed by the principle of matrilineal descent. The important 
kin group and unit of land holding in those societies is a matrilineal 
descent group. However the size of corporate group owning 
lands and other resources differs from society to society. 

   One purpose of this paper is to analyze the structure of 
matrilineal descent group, especially from the perspective of clarify-

ing the segmentary and cohesive process, in Satawalese society. 
The second purpose of this paper is to compare the structure of 
landowning kin groups in three island societies, Satawal, Uman 

(Truk Is.), and Satawan (Mortlock Is.). 
   In Satawalese society the unit of corporate descent group 

owning resources, cooking  but (manuumw), meeting house (wuutt), 
and working cooperatively is called yayinang or yeew raa  (lit. one 
branch of  tree). yeew raa is matri-lineage and composed of the 

people descended from one female ancestor of  7ti8 generations 
ago. In Satawanese society, that group is called ew show (lit. 
one branch of tree, sub lineage) and its members are matrilineal 
descendants who can trace common descent from a female ances-
tor of generations ago. In Uman society the landholding 

group is called eterekes or aain (descent line), whose members are 
matrilineal descendants of one great grandmother. It means that 
Satawalese corporate group is the most traditional and stable. 
On the other hand Trukese one is the smallest. And Satawanese 
eew show has been located in the middle level in a progression 
from less to more sub-divided.
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   From my research I attempt to demonstrate that the 
tendency reducing corporate descent group is correlated with 
the factor of population increase and the influence of cash 
resources. In Trukese and Mortlockese society, cash economy 
has been dominated by copra trading, and  off-island work among 
others, since early this century. During both the Japanese and 
American mandate many men from those societies earned cash 
by working at phosphate factory (Angaur Is. or Nauru  Is.), for 
the government, or in stores and other commercial services in 
district center. They were able to establish the self-supporting 
"family" . Thus the reduction of descent group resulted in 
the independency of  faaminiy  or  famili  (family). 

   On the one hand, in spite of gradual minimization of 
descent group unit, the principle of matrilineal descent still func-
tions to bind the kin ties and for exogamy. There no apparent 
movement toward reorganization of kin group based on father-
child ties. It is interesting that the strengthening of father-
child bonds is not a crucial factor in transforming a matrilineal 
system to a patrilineal one. On the other hand, a characteristic 
feature is the persistence of "matriliny" in ideological and 
behavioral aspects in Greater Trukese Society. 

   The field work on which this paper is based was conducted 
from June to September, 1978 and from May, 1979 to March, 

1980 in Satawal Island, from July to November, 1983 in Uman 
Island, and from  July to November, 1984 in Satawan Island.
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須藤　 　ミクロネシアにおける母系制社会の変質

１ ． 序

　本稿は， ミクロネシアの トラック語圏社会における母系制親族組織の変化過程とそ

の社会 ・経済的要因について考察 した社会人類学的調査報告である。筆者はこれまで

にミクロネシアのサンゴ礁島の社会を中心に，社会関係，親族行動や土地所有に関す

る研究成果を公にしてきた ［須藤 １９７９，１９８０，１９８４，１９８６ａ］。本稿 もそれらの成果と

関連 しており，とくに親族集団の構造と機能の分析に力点がおかれている。

１． 問 題 の所在 と目的

　 ミク ロネ シァ， カ ロ リン諸 島 の 多 くの社 会 は， ｈａｉｌａｎｇ，　ｇａｉｌａｎｇ，　ａｉｎａｎｇ，　ｋａｉｎａｋ な

ど と よ ば れ る 母 系 の 出 自方 式 に 基 づ く 親族 集 団 に よ って 構ｉ成 さ れ て い る ［Ｍ ＡＳＯＮ

ｌ９６８ａ；ＡＬＫＩＲＥ　ｌ９７７］。 そ れ らの親 族 集 団 は ，個 々 の 島社会 に限 定 さ れず，複 数 の島

じま にま た が って組 織 化 され て い る。 した が って ， そ の親 族 集 団 は ，ｍ ａｔｒｉ　ｃｌａｎ 「母

系 ク ラ ン」 な い し ｍａｔｒｉ　ｓｉｂ と定 義 づ け られ て い る ［ＢｕＲＲｏｗｓ　ａｎｄ　ＳＰＩＲｏ　ｌ９５７；

ＡＬＫＩＲＥ　ｌ　９６５；ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ　９５１］。 異 な る島 じま に ， 同 じ固 有 名 な い し同系 の 名

称 を もつ 親 族 集 団 が存 在 す るの は ， カ ロ リ ンの 島 じま へ の人 び との 移住 の歴 史 と関連

して い る。島嶼 間 で母 系 親 族 集 団 の成 員 が ， 相 互 に 同 じ集 団 に帰 属 し， ま た系 譜 関係

を認 知 で き るの は ，個 々 の集 団 が そ れ ぞれ の移住 に ま つ わ る 口頭伝 承 を もっ て い るか

らで あ る。 この集 団 の移 住 史 を伝 え る伝 承 は， 「秘 密 の 知識 」 と考 え られ て お り，集

団 成員 よ りほか の 人 び とに教 え る こ とが忌 避 され る性 格 の もの で あ る。 そ して ，移 住

の 歴史 伝 承 は ，島 間 の集 団 の 関係 を 強 化 す る知 識 と して だ け で な く，個 々の 島 に おい

て は集 団 間 の序 列 を 決 め る基 準 に な って い る。

　 これ まで ， トラ ック群 島 を 中心 とす るカ ロ リ ン諸 島 の諸 社 会 は ，階 層 差 の な い 「平

等 社 会 」 とみ な され て きた ［Ｍ ＡＳＯＮ　１９６８ｂ］。 た しか に， そ の指 摘 は ，パ ラ オ ， ヤ ッ

プや ポ ナ ペの よ うに身 分 階 層 な い し称 号 体 系 が高 度 に発 達 した 社会 との比 較 の うえで

は妥 当な み か た で あ る。 しか し， １ｋｍ２に も満 た な い小 規 模 な 島 社会 に お い て も，食

料 資 源 の利 用 や社 会 秩 序 の 維 持 とい った局 面 で ，絶 対 的権 限 を もつ 人 び とと ， そ の指

示 な い し命 令 に従 う人 び と とい った社 会 的 ，政 治 的 地位 の差 異 は存 在 す る。 逆 に ，人

び との あ い だ に その よ うな階 層 差 を設 定 す るこ と に よ って ， 島社 会 は統 合 さ れ て い る

とみ な す こ ともで き る。 そ の階 層 差 は ，一 般 に 「首 長 ク ラ ン」 と 「平 民 ク ラ ン」 とい

うか た ちを とる。 そ れ は ，基 本 的 に，各 ク ラ ンの移 住 の 歴史 伝 承 に基 づ い て 決 定 され

る。 そ して ， 島社会 が ク ラ ン間 の 政 治 的 階層 差 に よ って 組織 化 され て い る と同 時 に，
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図 １ ミ ク ロ ネ シ ア 全 域 図
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各 ク ラ ンも序 列 の あ る い くつ か の下 位 集 団 に よ って 構成 され る。 この下 位 集 団 間 の序

列 は， ク ラ ンの分 節 過 程 に おけ る本支 関係 と年 長性 の規 則 に基 づ いて 決 め られ る。 こ

の よ うに， トラ ッ クを 中心 とす る中央 カ ロ リ ン諸 島 の社 会 は， 母 系 ク ラ ン，そ の下位

集 団 で あ る母 系 分 節集 団 と い う構 成 によ って な りた って い る。 したが って ，入 び とは ，

そ の集 団 に帰 属 す る こ とに よ って の み ， 島社 会 の成 員 と して生 活 す る こ とが可 能 にな

るの で あ る。

　 母 系 の 出 自集 団 を指 示 す る ｈａｉｔａｎｇ，　ａｉｎａｎｇ の用 語 は，母 系 ク ラ ンの総称 と して も，

ま た そ の下 位 集 団 を指 す こと ば と して も もち い られ る。 つ ま り，母 系 出 自集 団 の分 節

化 した諸 レベ ル で 形成 さ れ る個 々 の下位 集 団 を示 す 個 別 的親 族 語 彙 が な い。 そ して ，

各 分節 集 団 の構 成 とそ の 集 団 の規 模 は， 島社 会 ご とにか な りの変 異 が あ る。 た とえ ば ，

火 山 島 で あ る トラ ック群 島 で は， １４の 島 に人 が住 み ， 島 が い くつ もの政 治 ・行 政 的 地

区 に分 か れて お り， 複 雑 な社 会 構 成 を と って い る。 そ の た め に ， Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は，

トラ ッ クの ロモ ヌ ム （Ｒｏｍ６ｎｕｍ）社 会 の 母 系 親 族 集 団 を ５種 類 の社 会人 類 学 の術 語

を 用 い て分 析 した 。 そ れ は ，ｓｉｂ，　ｓｕｂ　ｓｉｂ，　ｒａｍａｇｅ，　ｌｉｎｅａｇｅ そ して ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅで あ

る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ　９５１：６５－６６］。 そ れ に た い し， 環 礁 島 で は あ る が単 一 島 に人 が居

住 して い る ラモ トレク （Ｌａｍｏｔｒｅｋ）社会 を調 査 した Ａｌｋｉｒｅは ，　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の概 念

に依 拠 して そ こ の母 系 出 自集 団 を ｃｌａｎ，　ｓｕｂ　ｃｌａｎ，　ｌｉｎｅａｇｅ と ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅの ４つ の

レベ ル に分 けて 把 握 して い る ［ＡＬＫＩＲＥ　１９６５：８６］。

　 母系 出 自集 団 の 内部 構 成 の差 異 は ， うえ で み た よ うに個 々の 社会 の地 形 的環 境 に起

因 す る面 と同時 に， 生 産 手段 （土 地 ） を所 有 す る自律 的 集 団 （ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐ）の単

位 の分 裂 ，細 分 化 とい う現 象 と も関連 して い る。本 稿 で は， 母 系 の 出 自原 理 と分 節 的

体 系 に よ って親 族 集 団 を 編 成 して い る中央 カ ロ リンの ３つ の 社 会 を と りあ げて ， そ れ

らの社会 にお け る母 系 出 自集 団 の 内部 構 成 を検 証 し，比 較 す る こ とに よ って， 自律 的

集 団 の 縮小 化 の過 程 とそ れ を もた らす要 因を 明 らか にす る こ とを 目的 と してい る。 そ

れ ら ３社 会 とは ， サ タ ワル （Ｓａｔａｗａｌ）， トラ ック の ウマ ン （Ｕ ｍａｎ）とモ ー トロ ック

の サ タ ワ ン （Ｓａｔａｗａｎ）で あ る （図 １参 照 ）。 上記 ３社 会 は，いず れ も筆 者 が フ ィ ール

ドワ ー クを 実施 して い る１）。

　 本 稿 の 構成 は，ま ず ，サタ ワル社 会 の母 系 出 自集 団 （ノａ２ｚｎａｎｇ）を と りあ げ， その集

団構 成 の枠 組 を事 例 分 析 を と お して 明 らか にす る こ とか らは じめ る。 こ こで の筆 者 の

視 点 は ， サ タ ワル の母 系 ク ラ ンの 移 住 伝 承 と人 び と の系譜 知 識 に基 づ いて ， ク ラ ンの

分節 化 と分 節 化 した下 位 集 団 の 融 合 の 過 程 を動 態 的 に把握 す る こ とにあ る。つ ぎ に，

母 系 出 自 と妻 方 居住 の方 式 に よ って 構 成 され る居 住 集 団 の構 造 につ いて 考 察す る。 そ
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こでは，居住集団成員の生産活動に焦点をあて，母系出自成員の地位 と婚入者の地位

の性格を検討する。そして，サタワル社会の社会構造を論述 したあとで， トラック社

会とモー トロック社会のそれらについて記述 して３社会の差異と共通性 とについて考

察する。そ して最後に， ミクロネシア社会の母系制の変質および母系制から父系制へ

の移行の問題についての見通 しにも言及する予定である。

２．母系制社会の親族研究

　 母 系 の 出 自方 式 に基 づ く親 族 組織 に関 す る社 会 人 類 学 的研 究 に先 鞭 を つ けた の は ，

Ａ．１．Ｒｉｃｈａｒｄｓ女 史 で あ る。 彼女 は ， 東 ア フ リカ ， バ ン トゥ社 会 の 「母 系 ベ ル ト」

（ｍａｔｒｉｌｉｎｅａｌ　ｂｅｌｔ）に居 住 す る ６部 族 の家 族 と親 族 構 造 を 分 析 し， ３つ の タ イ プ に分

類 した ［ＲｉＣＨＡＲＤＳ　１９５０］。 そ の類 型 は， 母 系 体系 の 親族 組 織 に 内在 す る権威 の対 立

的性 格 とそ の解 消 の しくみ とを基 準 に して設 定 され て い る。母 系制 の権 威 の対 立 とは ，

集 団 を統 制 し，支 配 す る責 任 な い し特 権 が ， １人 の男 性 と彼 の 妻 の親 族 集 団 の長 と に

よ って分 割 さ れ る こ とを 意 味 す る。 つ ま り，男 性 の妻 と子 ど も にた い す る支 配 権 が ，

その 夫 （父 親 ） と兄 弟 （母 方 オ ジ） と に よ って配 分 さ れ るので あ る。 この権 威 の対 立

な い し支 配権 の分 配 にみ られ る母 系 制 の 構 造 的特 質 は， 「母 系 パ ズ ル」 （ｍａｔｒｉｌｉｎｅａｌ

ｐｕｚｚｌｅ）と名 づ け られ た ［ＲｌｃＨＡＲＤｓ　１９５０：２４６］。

　 Ｒｉｃｈａｒｄｓは ， バ ン トゥ社 会 に お いて その母 系 パ ズ ル を解 く もっ と も重要 な要 因 を

居 住 様 式 で あ る とみな した 。 彼 女 は ， 「父 系 親族 と母 系 親族 とのあ い だ で諸 特 権 ・義

務 の均 衡 を 保 つ た め に は乳 妻 の 居住 を定 め る夫 の権 利 が 決定 的要 素 にな る」 と述 べ ，

さ らに， 「婚 後 の居 住 方 式 が ， 夫 の地 位 を規 定 す る最 重 要指 標 で あ る」 と結論 づ け て

い る ［ＲｌｃＨＡＲＤｓ　ｌ９５０：２０８］。 そ して ， 彼女 は ，バ ン トゥ社会 だ けで な く，母 系 体 系

を もつ諸 社 会 を 民族 誌 の資 料 に依 拠 して ，居 住 様 式 を軸 に，血 族 や姻 族 を もふ くむ 日

常 的 な共 同 的 単 位 の性 格 に基 づ いて ， ４つ の母 系 パ ズル の解 決法 を提 示 した ２）。

　１）本稿の基礎資料 は，昭和５３年度，昭和５４年度 「中央カロ リン諸島における伝統的航海 術の民

　 族学的研究」（代表者 ；石森秀三），昭和５８年度，昭和５９年度 「モー トロック諸 島の言語 と文化

　 に関す る総合的調査研究」 （代表者 ：杉田　洋）の研究課題の もとに，４度にわたる文部省科学

　 研究費補助金 （海外学術調査）の交付を うけて実施 したフィール ド・ワー クに基づいて 収集 し

　 た。サタワル （Ｓａｔａｗａｌ）島での調査は昭和５３年 ６月～ ９月 と昭和５４年 ６月～昭和５５年 ３月 にか

　 けておこな った。　 トラック （Ｔｒｕｋ）諸 島の調査は昭和５８年 ７月～ １１月， モー トロ ック （Ｍｏｒｔ－

　 ｝ｏｃｋ）諸 島の調査は昭和５９年 ７月～ １１月の期間 にそれぞれ実施 した。なお，本稿でいう 「トラ

　 ック語圏社会」は，言語学的 には ミクロネシア諸語， トラック語群，東 トラック亜語群 に属す

　 る言語圏に相 当する ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ａｎｄ　ＳｕＧｒｒＡ　ｌ　９８０：ｘｉｉ］。 これには，トラック諸島を 中心に

　 して西はサタワル島，東 はモー トロック諸島にいた る島 じまがふ くまれ る。この地域の島 じま

　 は歴史上，密接な文化交流があ り，多 くの文化要素を共有 している。 トラ ック語圏社会 で人が

　 居住 して いる島は ３８を数え， 総人 口は ４２，０００人 （１９８０年）である。 トラック語圏社会 は，

　 Ｇｒｅａｔｅｒ　Ｔｒｕｋｅｓｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙとも表記され る ［ＭＡＲｓＨＡＬＬ　１９８１］。
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　母 系 社 会 に限定 せ ず ， 出 自体 系 を規 定 す る も っ と も重 要 な要 因 が ，婚 後 の居 住 様 式

にあ る こ とを， Ｊ．　Ｐ，　Ｍ ｕｒｄｏｃｋ も， 彼 の親 族 構 造 の 通 文 化 的研 究 と ミク ロネ シア で

の調 査 経 験 と に基 づ い て提 示 した ［Ｍ ｕＲＤｏｃＫ　１９６５ （１９４８），１９４９］。 彼 の 説 は簡 明 で ，

男性 が妻 の もとへ 引 き移 り，彼 女 の母 と隣接 して住 む と き， この母 （妻） 処 婚 の結 果 ，

母 系 制 が生 ず る とい うもの で あ る。 この 出 自様 式 が ，居 住 の 要 因 に よ って規 定 され る

とい う視 点 は ，母 系 の 親 族 組織 の総 合 的研 究 を 試 み た Ｋ ．Ｇｏｕｇｈ によ って も採 用 さ

れ て い る。 彼女 は ， 母 処 婚 な く して は母系 制 が発 達 しな い とい う考 えを 強 め ， 「歴 史

上 ，母 系 出 自集 団 は ，優 先 的 母 処 婚 （母 方 居 住 ） を 基盤 に して世 界 の い くつ か の地 域

で独 立 的 に発 生 し， 発 展 した に ち が い な い」 と述 べ て い る ［ＧｏｕＧＨ　ｌ９６１：５５２］。 そ

して ，彼 女 は母 方居 住 の様 式 が農 耕 や 採 集 な ど の生 産 活動 に お け る女 性 の 卓越 した役

割 と関 連 す る とい う従 来 の視 角 を否 定 した ［１９６１：５５３］３）。 そ の根 拠 と して ， 父 方 ・

オ ジ方 居住 を す る母 系 社会 に お い て も， 女 性 が生 産活 動 に主 体 的 役割 を は た して い る

民 族 の 例 を あ げ て い る。 彼 女 は ，す べ て の母 系 社会 が ，母 方 居 住 の方 式 を とって いな

い こ と を認 あ た うえ で ，１５の母系 社 会 の事 例 研 究 によ ってつ ぎ の よ うな結 論 を下 して

い る。 「一 般 的 に， 母 系 制 社会 は ， 母 方 居 住 が きわ め て非 現 実 的 な い し不 可 能 で あ る

新 しい条 件 が 出現 しな い か ぎ り， 妻 方 居 住 の方 式 を温 存 させ る傾 向 があ る」 ［１９６１：

５５６］ と。

　 Ｍ ｕｒｄｏｃｋ や Ｇｏｕｇｈ の母 系 制 と母 方居 住 との直 ｉ接的結 合 を 強調 す る 見解 は ， ミク

ロ ネ シ アの 出 自体 系 を把 握 ， 分 析 した Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ や Ａｌｋｉｒｅ によ って も う けつ が

れ て い る。 ミク ロ ネ シ アの母 系 制 につ い て の研 究 史 は， 後述 す る こと に し， Ｇｏｕｇｈ

と同 じ く， Ｍ ａｔｒｉｌｉｎｅａｌ・Ｋｉｎｓｈｉｐの 書 物 の な か で ， 母系 制 社 会 を 包 括 的 に 研究 した

Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒと Ｄ．　Ｆ．　Ａｂｅｒｌｃの 成 果 につ い て簡 単 にふ れ て お きた い。　Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒは，

序 論 に お いて ，母 系 出 自集 団 の 存 続原 理 と成 員 の 支配 方 法 との対 立 ，姉 妹 の性 的 再生

産 に た いす る兄弟 の 関心 の強 さ，母 系 出 自集 団 は 父 親 と夫 の両 方 の 地位 を必 要 と しな

い とい った ，母 系 出 自体 系 の一 般 的 特 徴 を整 理 して い る。彼 は ， Ｒｉｃｈａｒｄｓの視 点 を

２）Ｒｉｃｈａｒｄｓ女史があげた母系パ ズルの ４つ の解決法 は，次のとお りである。 １）母権的解決法

で，夫 が訪妻婚をお こなうナヤール （Ｎａｙａａｒ）と兄弟が姉妹を 頻繁 に訪れ る ホピ （Ｈｏｐｉ）のよ

うに，家屋 と土地 が女性を通 じて継承 され，兄弟によ って管理され る。２）兄弟結合的拡大家族

の形態を とるもので， トロブ リァン ド島民や西部 コ ンゴ人 のあいだで みられる。そ こで は，兄

弟 が中核を形成 し，姉妹を婚出させる方法 によ って解決す る。３）夫借用型解決法で，妻処婚に

基づ き女性が中核を形成 し， 兄弟を婚出させる。 ４）相続人を選定 する方法で， トリンギ ット

（Ｔｌｉｎｇｉｔ＞社会のよ うに， 母系 リニージの １人な い し数人 の 少年が母 の兄弟のもとへ共 同居住

および相続人 としてゆき，居住す るものである ‘ＲｌｃＨＡＲＤｓ　ｌ　９５０：　２４６－－２４８〕。

３）母方居住および母系出自の方式 を，男女 の分業による女性の生業に占める役割 と関連づ けて

把握する視点は， Ｊ・ＬｉｐＰｅｒｔ，　Ｒ．　Ｈ．　Ｌｏｗｉｅ，　Ｒ．　ｃ・Ｔｈｕｒｎｗａｌｄによ って強調 された ［ＭｕＲＤｏｃＫ

ｌ９４９：２０４－２０５；石川 １９７０：１０１］。
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うけ い れ て ，そ の 体 系 の も とで は， 男 た ちが彼 ら自身 の リニ ー ジ （彼 らの姉 妹 とそ の

子 ど も） と彼 らの 妻 の リニ ー ジ （彼 ら自身 の子 ど も） との あ い だ で ，解 決 で きな い緊

張 の板 ば さみ に あ る こ とを 明確 に した。 その 内部 的緊 張 の解 消 法 は ，男 性 が家庭 領域

と出 自集 団 の領 域 とで 役割 を分 担 す る こ とで あ る とい う興 味 深 い 洞察 を して い る。彼

は その 役割 の配 分 につ いて ， 「出 自集 団 の男 性 は ， そ の 出 自集 団 の女 性 や子 ど も に権

威 を有 して お り，家 庭 集 団 の成 人 男 性 は， その 家庭 集 団 の女 性 や 子供 に権 威 を発 揮 す

る こ とを意 味 して い る」 ［ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ　ｌ　９６１：７］と述 べ て い る。 こ の視 点 は， 母 系パ

ズル の問題 を 出 自集 団 の レベ ル と家 庭 集 団 の そ れ とに 区分 して ， 男性 の女 性 や 子 ど も

にた い す る権 威 の性 格 を 把握 しよ う とす る もの で あ る。

　 Ａｂｅｒｌｅの 研 究 は ， 進 化 論 的 視 点 か ら母系 社 会 の分 布 を生 態 学 的領 域 に よ って 区 分

し，生 業基 盤 ，政 治 的 単 位 の規 模 そ して 出 自の相 関 関係 を通 文 化 的 に 比較 した もの で

あ る ［ＡＢＥＲＬＥ　１９６１：６５５－７２７ユ。 彼 が もち い た資 料 は，　 Ｗ ｏｒｔｄ　Ｅｔｈｎｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｓａｍｐｌｅ

［Ｍ ＵＲＤＯＣＫ　１９５７］か ら選 定 した８４の母 系 社 会 であ る。 そ の結 果 ， 母系 制 は， 掘 り棒

農 耕 （ｈｏｒｔｉｃｕｌｔｕｒｅ） と密 接 に関 連 し，梨 耕 農 耕 で 消失 す る傾 向 が あ る こ とが判 明 した 。

政 治 的統 合 に 関 して は，母 方 居 住 方 式 を もつ 母 系社 会 は， ほ とん ど階層 化 して お らず ，

母 系 社会 は ，概 して 「最小 国 家」 （ｍｉｎｉｍａｌ　ｓｔａｔｅ）の レベ ル に属 して い る４）。 そ して ，

進 化 論 的 立 場 か ら， オ セ アニ ァ とア フ リカ地 域 で は， 多 くの母 系 出 自体 系 が ，変 化 し

た条 件 に母 系制 を適 応 させ る過 程 で ，母 方 居 住 か ら他 の居 住 形 態 へ の移 行 を経 て い る

と指 摘 す る ［ＡＢＥＲＬＥ　１９６１：７２６］。　Ａｂｅｒｌｅ の研 究 は， 数 量統 計 的 分 析 で あ り， そ の

結 果 も大 ま か な傾 向性 を述 べ るに留 ま って い る。い ず れ にせ よ，Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒと Ｇｏｕｇｈ

の手 に よ る Ｍ αｔｒｉｔｉｎｅａｌ　Ｋｉｎｓｈｉｐ の著 作 は，母 系 制 社 会 の 問題 を多 面 的 か つ総 合 的 に把

握 して お り， そ の 後 の母 系 制 研 究 に多大 な影 響 を あた え て い る５》。

　 ホ ピ族 の調 査 に よ って母 系 社 会 に関 心 を も った Ａ。Ｓｃｈｌｅｇｅｌは ，　Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒの提 示

した家 庭 内で の権 威 の あ り か た の 問題 を， Ａｂｅｒｌｅ の方 法論 を参 考 に して 分析 し，母

系 社 会 を ５つ の タ イプ に類 型 化 した 。 彼女 の類 型 論 の基 礎 は，家 庭 集 団 内 で の権 威 の

配 分 を検 討 す る こ とで あ る。 そ こで ， 「夫 と兄 弟 との あ いだ の対 立 と い う線 を考 慮 す

る と，主 要 な男 性 の う ちの １人 ， つ ま り夫 か兄 弟 の う ち ど ち らか一 方 が ， 成 入既 婚 女

性 に た い して よ り大 きな権ｉ威 を もつ とす れ ば ，他 方 の 男性 は ， 当然 そ れ よ り少 な い権

４）Ａ・Ｓｃｈｌｅｇｅｌは ｍｉｎｉｍａｌ　ｓｔａｔｅｓを，首長制国家 と解釈 している ［ＳｃＨＬＥＧＥＬ　１９７２：１７］。

５） 中根千枝 は，イ ンドのガ ロ （Ｇａｒｏ），カ シ （Ｋｈａｓｉ），ナヤールの ３つの母系制 グループを調査

　 し，それ らの社会組織が構造的に相違する ことに注 目した。そ して，居住形態 と財産の相続様

　 式 とを基準に，母系制社会を ５つ の型に区分 した ［ＮＡＫＡＮＥ　１９６７；中根 １９７０］。また，　Ｒ・　Ｆｏｘ　

は，居住方式 と出自集団の組織化の特徴か ら母系 パズルの ４つ の 解決法 を提示 している ［Ｆｏｘ

　 １９６７］。 中根 と Ｆｏｘは，いずれ も，　Ｒｉｃｈａｒｄｓ，　Ｇｏｕｇｈと同 じよ うに居住の要因を重要視 してい

　 る。
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威をもつ ことになる」 と仮定 した ［ＳＣ肌 ＥＧＥＬ　１９７２：６】。そして，彼女は，その権威

の分布状況によって，極端な兄弟支配か ら極端な夫支配 という形態を両極に対置 し，そ

のあいだに，いくつかの群が位置する傾斜線を考えだ した。その傾斜線は， １型 ：強

力な夫権威，ＩＩＩ型 ：夫の権威はある面では兄弟の権威により弱められる，皿型 ：兄弟

権威 と夫権威が同等，ＩＶ型 ：兄弟権威があるが，ある面では夫権威を伴なう，　Ｖ型 ：

強力な兄弟権威，というように配列される。これら５型には，それに対応する母系社

会の民族例が配置される［ＳＣＨＬＥＧＥＬ　ｌ９７２：６－７］。彼女の研究においては，居住の要

因に基づ く従来の母系社会の類型論 とは異なり，母系出自体系における家族内の権力

構造を交差イ トコ婚，近親相姦の禁忌などの局面と関連させて分析 し，母系出自体系

が柔軟な構造を特徴 としていることを指摘 した点が注 目される。つまり，母系体系下

の家庭集団は，その出自体系を必ずしも破壊させることなしに，環境状況の変化によ

ってもた らされた危急に対応することができるという洞察である。

　以上で，母系制社会についての社会人類学的研究の歴史を概略 してきたが，つぎに

ミクロネシアの母系制社会の構造に関する研究史をみることにしよう。Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ

は， Ｍｕｒｄｏｃｋの居住規定が出自集団の構ｉ成の基本になるという視点を採用 して，オ

セアニアの親族体系の進化を把えた。彼によると，母方居住の方式が規則になってい

るカロリン社会のようなところでは，その集団は自動的に母系制になるとのことであ

る［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　１９５５］。　Ａｌｋｉｒｅは，　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの説に基づいて８つのカロリン

社会を，生業形態，相続と居住の様式などを基準に比較 し，居住の多様性 （母方ない

し父方居住）を説明する明確な経済的理由はないと総括 した ［ＡＬＫＩＲＥ　ｌ９６０：１４７］。

そして，彼は ミクロネシア地域で母系制の強固な社会においては，母系親族集団は，

特定の土地区画 とそれを相続する土地とを伴なう，居住に基づ く親族集団との不可欠

な結果によって発達 したという結論をだしている ［ＡＬＫＩＲＥ　１９７７：８７］。つまり，母系

親族集団は，特定の土地を保有し，その土地に隣…接して集団成員が居住することによ

って編成されるというものである。他方，ミクロネシァの９社会の親族組織を比較，

検討 した結果，Ｍａｓｏｎは，婚後の居住規制は， ほとんどの村落や居住集落において

大きな意義をもっていないと指摘 した。そして，彼は，村落内婚，親族集団間の親族

員の頻繁な移動と離婚の高頻度が，居住を選択する要因として重視すべきであると主

張する ［ＭＡｓｏＮ　ｌ９６８ａ：２８６］。

　 このように， ミクロネシアの母系出自集団の編成原理として，居住の要因を重視す

る考えかたと，親族組織の構造的特性に注目する考えとが存在する。最近の研究では，

社会における女性の役割を歴史的に考察 し，母系制の存立基盤を明 らかにす る傾向が
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あ る。一一つ は ， 母 系 出 自， 母 方 居住 の方 式 を 固持 す るナ モ ヌ イ トの ウル ル （Ｕ ｌｕｌ）社

会 を 調 査 した Ｔｈｏｍａｓの提 言 で あ る。 彼 は ， そ の社 会 で の 母系 パ ズ ル の解 消 法 は，

出 自集 団 の成 人 女 性 が ， 出 自集 団 の構 成 上 ， も っ と も決 定 的 な種 類 の権 威 を 保 持 して

い る こ とで あ る と強調 す る。 そ の権 威 と は，女 性 成 員 が，集 団 の土 地 と子 ど も にた い

す る支 配 権 を も ち，彼 女 た ちが共 住 す る こ とに よ って ，母 系 出 自集 団 の成 員権 を 基礎

づ け る「力 」を指 す ［ＴＨｏＭＡｓ　ｌ　９８０：１７６－１７７ユ。この母 系 パ ズル の解 消法 は ，　Ｒｉｃｈａｒｄｓ

や Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒが提 示 した ， 母 系 出 自集 団 の統 制 権 は， 男性 の権 威 の も とに あ る とい

う構 造 的特 質 説 へ の挑 戦 的論 述 で あ る。 も う一 つ は，父 方 居 住 ，父 系 相 続 の方 式 が卓

越 して きた に も かか わ らず ，母 系 出 自集 団 が ，重 要 な社 会集 団 と して意 義 を もつ ポ ナ

ペ社 会 を調 査 した Ｐｅｔｅｒｓｅｎ の提 示 した仮 説 であ る。 彼 は，　 Ｍ ．　Ｄｏｕｇｌａｓの 父 系 制 に

く らべ母 系 出 自体 系 の構 造 的柔 軟 性 と集 団 間 の 同盟 的 結 合 の 強 さ とい う説 ６）に 依 拠 し

て ，集 団間 の贈 与 ・交 換活 動 に お け る女性 の役 割 に注 目す る。彼 は ，１９世 紀 か らポ ナ

ペ の女 性 が ，農 耕 に従 事 せ ず ， マ ッ ト， 腰帯 そ して 織 物 を生 産 して いた こ とを 例 に あ

げ ， そ れ らが 母 系 集 団 間 で の重 要 な贈 与 ・交 換 物 で あ り， か つ首 長 へ の献 上 物 にな っ

て い た と主 張 す る。 そ れ らの女 性 の 産 物 に よ って， 集 団 は結 合 し， 男 性 は 首 長 か ら称

号 を獲 得 す る。 した が って ， ポ ナペ の 母系 体 系 の基 本 は，女 性 が この社 会 で の 贈 与 ・

交 換 に お いて ， も っ と も 価 値 の あ る 産 物 を生 産 す る こ と と結 び つ く と解 釈 す る ［ＰＥ－

ＴＥＲｓＥＮ　Ｉ　９８２］。　ｐｅｔｅｒｓｅｎ の 提 言 は ，母 系 制 を 母 方居 住 ， 生 業 に お け る女 性 労 働 の重

要性 と関連 づ け る視 角 を否 定 し， 集 団 間 の 同盟 ， な い し紐 帯 を つ くりだす 交 換 論 の 立

場 か らの女 性 を 位 置 づ け た もので あ る。

　 最 後 に， ミク ロネ シァ の母 系 制 社会 の 多様 性 と その 構成 の歴 史 的変 化 につ いて の研

究 に つ いて 述 べ る こ とに しよ う。 い ま ま で に も ，個 別 的 に ふ れ て きた が， ミク ロネ シ

ア の母 系 制 は， か な りの多 様 性 を 示 す 。 パ ラオ （Ｐａｌａｕ）社 会 で は ，母 系 の出 自方 式 で

親族 集 団 が構 成 され るが ，父 方 一 母 方 オ ジ方 居 住 と部 分 的 な父 系 相 続 がみ られ る。 ヤ

ップ （Ｙａｐ）で は， 土 地 を所 有 す る親 族 集 団 は ， 父 系 出 自 に 基 づ い て構 成 され るが ，

母 系 的 出 自 も認 識 され て お り， 婚 姻 の規 制 の うえ で機 能 す る。 ヤ ップ と同 じ傾 向 は ，

ポ ナ ペ の離 島 ，モ キ ー ル （Ｍ ｏｋｉｌ），ガ チ ック （Ｎｇａｔｉｋ）そ して ピ ンゲ ラ ッフ。（Ｐｉｎｇｅｌａｐ）

に も顕 在 化 す る。 ウル シー （Ｕｌｉｔｈｉ）社 会 は ，母 系 出 自集 団 が財 産 共 有 体 とな るが，居

６）Ｍ・　Ｄｏｕｇｌａｓはアフ リカの母系社会を，父 系出自体 系と構造 のうえで比較 し， 出自集団間を

　 っな ぐ連帯の点で多様性 と柔軟性を もっていると述べている ［ＤｏｕＧＬＡｇ　１９６９：１３０］。彼女 は，

　 Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒの，母系社会の特質を男性が出自集団と婚 出 した妻の集団とのあいだで， 相反する

　 地位 につ くという指 摘を認 めた うえで， ２集団にまたがる男性の役割を分析する。そ して，母

　 系社会 において は，権威 をもつ性 （男性）が，集団間を移動す るのであるか ら，父系社会に く

　 らべ， 集団構造 は排他 的でな く， 集団間 の 同盟 が 強化される性質を強調 している ［ＤＯＵＧＬＡＳ
　 ｌ９６９：１２８］ｏ

８３６



須藤　　ミク ロネ シアにおける母系制社会の変質

住は夫 （父）方の方式をとる。 ファイス （Ｆａｉｓ）では，母系的系譜認識の残存が確認

されるが，何 ら機能 してお らず，父方居住に基づく父系的出自集団が基本的社会集団

になっている。また，ポナペ （Ｐｏｎａｐｅ）社会は，今世紀初頭のドイツの土地改革以降，

父方居住，父系相続が定着 しているが，母系の出自集団が，実体のある社会単位とし

て機能 している。それ らのほかの，カロリン諸島およびマーシャル諸島の各社会は，

基本的には，母系出自，母方居住，母系相続 （部分的な父方相続もある）の方式で，

親族集団を編成 している。

　Ｇｏｏｄｅｌｌｏｕｇｈは，ミクロネシァの母系制は，双系的親族体系の基盤のうえに，母方

居住方式の浸透の結果によって確立したという仮説を提出した［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ　９５５］。

しかし，上述した，ミクロネシアの母系体系と父系体系の混在を理論的には位置づけ

ていない。牛島巌は，石川栄吉のメラネシアにおける母系制から父系制への移行過程

に関する研究に触発されて， ミクロネシァ社会における母系的体系の変異を，母系体

系から父系体系への変化として把握する試論を提出 している。牛島の分析視点は，基

本的には，石川および Ｓｃｈｌｅｓｉｅｒの方法論に依拠 しているので， ここで石川の視角を

まとめておく。石川は，母系制から父系制への移行の可能性について，従来の外的影

響説や男性の経済生活における重要性の増大説を継承せず，共同体論の視角から把握

する ［石川 １９７０：１００－１２８］。 彼は， Ｍｕｒｄｏｃｋが提示 した婚姻後の居住様式の変化

（母方か ら父方居住へ）を移行の最重要要因とする仮説と， Ｓｃｈｌｅｓｉｅｒの母系制のパ

ズル （母系制社会における内的文化的矛盾）に文化変化の根源的動機を求める視点 と

を部分的にうけいれながら，生産手段 （土地）の共同体的所有の変化に注目する。そ

して，Ｓｃｈｌｅｓｉｅｒのいう内的矛盾を顕在化させ激化させる契機が，「生産力の上昇によ

る生産主体としての家族の自立性の高まり」に帰因しており，家族の自立性の高揚が

「母権性を父系相続 ・夫方居住へ踏み切 らせる」 と指摘する ［石川 １９７０：１２０］。石川

説は，メラネシア地域の社会変化についての比較研究によって構築されたものである。

その社会では，母系体系が崩壊 し，父系体系に再編される状況にあり，石川は，その

再編を父子相続と夫方居住へ踏みきることによって達成されると把握 した。その移行

の契機は，生産力の上昇に基づ く，父子関係を軸とした家族 （拡大家族）の自立性の

高まりにあることを例証する。

　石川のこの視角は，牛島によって ミクロネシァの５つの母系体系をもつ社会に適用

され検証される。その結果，牛島は， 「夫方居住および父系相続への移行の段階と，

母系集団の分裂 ・非地縁化，これにかわる家族集団および屋敷の自立性の増大は，表

裏をなす現象である」 と，石川 と同じ見解に立つ ［牛島 １９６９：５４〕。 しかしなが ら，
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国立民族学博物館研究報告　　１０巻４号

母系体系から父系体系への移行を示す社会でも，相続 ・居住規定は変化するのに， ト

ーテム ・聖地 ・神話および儀礼等の宗教的要因やある種の称号 ・位階の継承などの局

面では，母系の出自規定が，「しばし持続する」とも指摘する ［牛島 １９６９：５５］。この

「しばし」 という表現が，Ｍｕｒｄｏｃｋの いう母系制から父系制への移行過程で，外婚

（婚姻）規制が最後の残存的要素である ［ＭｕＲＤｏｃＫ　ｌ９４９：２１１］と同じことを意味す

るのか不明である。相隣接 した地域で併存する母系社会 と父系社会の構造的比較をと

おして，母系から父系への移行過程を論理的に把握 しようとする石川および牛島の視

角は，現在の ミクロネシアの母系制社会の変化をとらえるうえで有効な方法論である。

ただ，牛島も指摘 しているが，居住様式や相続方式が母系から父系へと移行 しても，

彼のいう宗教的要因および称号 ・位階といった威信的要因が，母系出自の方式のまま

存続するということの意味を明 らかにすることが， ミクロネシアの母系制研究の今後

の主要な課題である。 その研究の方法論的視角は，前述 した Ｔｈｏｍａｓや Ｐｅｔｅｒｓｅｎ

によって，個別社会において試みられているが，通文化的に検討 してみる必要がある。

筆者は本論において，石川の共同体論の視点か ら母系制社会を考察 し， ３つの母系制

社会における土地所有の様式の差異を変化の問題と関連させて検討する。

皿． サ タワル 社会 の母 系 ク ランの構 造 一yayinang一

１．　 クラ ンの移住伝 承 と序列

　現 在 ， サタ ワル社 会 に は ，８つ の固 有 の 名 称 を も った ■ｄｙｉｎａｎｇ とよ ば れ る母 系 出 自

集 団 が あ る。 人 び とは ， そ れ らの うち の どれ か １つ に帰 属 して い る。 ８つ の ２ｄｙｉｎａｎｇ

の 名称 は ， （１）Ｎｅｙａａｒ， （２）Ｙａａｎａｔｉｗ， （３）Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒ， （４）Ｋ ａｔａｍａｎ， （５）Ｐｉｉｋ，（６）

Ｓａｗｅｎ，（７）Ｓａｗｓａｔ，（８）Ｍ ａａｓａｎｅで あ る。 それ らの う ち， （１）～ （３）は ， い ず れ もサ タ

ワル 島 の地 名 に 由来 して い る。 そ の理 由 は， そ れ ら ３つ の ク ラ ンの先 祖 が ， そ の土 地

を き り開 い て居 住 地 と した か らで あ る。 そ の 土 地 はか な らず しも ク ラ ンを創 設 した開

祖 が住 ん で い た場 所 で は な い が ，少 な くと も ５～ ６世 代 前 の先 祖 が 占居 した とこ ろで

あ る。 そ れ に た い し， （４）～（８）の ク ラ ンの名 称 は， サ タ ワル 島 の地 名 に ちなん だ もの で

な く， 中央 カ ロ リンや トラ ッ ク諸 島 の 島 じま に分布 す るク ラ ンの そ れ に共 通 す る。 （１）

～ （３）の ク ラ ン も，他 島 の ク ラ ン との 関係 に お いて は， そ れ らの島 じま に共 通 す る名称

を も って い る。 （１）Ｎｅｙａゑｒの場 合 は ，　Ｙａｔｏｎｏｙｏｎｇ，（２）Ｙａ ａｔｉｗ と （３）Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ

は ， 同 じ く Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ の 名称 で よ ばれ る。 （２）と（３）が 同一 の名 称 を もつ の は ，サ タ

ワル 島へ 定 住 す るま え に ， 同 じ島 （サ タ ワル の 西方 にあ るイ フ ァ リク Ｉｆａｌｉｋ） で ， １
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つ の 出 自集 団 を 構成 して い たか らで あ る。 そ して ， イ フ ァ リク島 か らほ か の 島へ の移

住 の 過程 で ２つ の独 立 した集 団 に分 離 し， それ ぞれ が 時期 を違 えて サ タ ワル 島 に渡 来

した の で あ る７）。

　 した が って ， サ タ ワル 島 に定 住 した と きか ら， ク ラ ンの 名称 を 同 じ くす るが ，別 個

の 出 自集 団 を形 成 して お り，相 互 で の 通婚 が お こなわ れ て い た 。

　 ８つ の ク ラ ンは， そ れ ぞ れ ，移 住 の起 源地 とサ タ ワル 島 ま で の移 住 の経路 を伝 え る

歴 史 伝 承 を保 有 して い る。 これ は ， ラ ピ ト 吻 劾 「（ク ラ ンの） 来 住 の根 幹 とな る伝

承 」 とよ ばれ ， ク ラ ン成員 外 に伝 授 す る こ とが禁 じ られ る話 しで あ る。 各 ク ラ ンの ラ

ピ トで語 られ るそ れ ぞ れ の ク ラ ンの起 源 地 と移 住 経 由地 を 示 す と表 １の よ う にな る。

そ の う ち，（１）Ｎｅｙａａｒ，（２）Ｙａａｎａｔｉｗ，（３）Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ と （７）Ｓａｗｓゑｔの各 ク ラ ンの起

源 地 は ， いず れ もサ タ ワル か ら １，５００ｋｍ も東 方 の コス ラエ （Ｋｏｓｒａｅ，旧 名 Ｋ ｕｓａｉｅ＞

島 で あ る８）。 そ して ， そ れ らは サ タ ワル 島 へ移 住 した時 期 が ほ か の ４つ の ク ラ ン よ り

も早 い と伝 え られ て い る。伝 承 上 ， サ タ ワル 島 へ の移 住 の歴 史 的順 位 が ， ク ラ ン間 の

政 治 的序 列 を決 定 す る重要 な要 因 とな って い る。

　 そ れ らの ラ ピ トに よ る と， サ タ ワル 島 へ最 初 に移 住 した ク ラ ンは ，（７）Ｓａｗｓａｔとみ

な さ れ て い る９）。 そ こで ， Ｓａｗｓａｔク ラ ンの サ タ ワル 島 へ の移 住 と島づ くりの伝 承資

料 に基 づ い て ， サ タ ワル 島 の ク ラ ン間 の関係 とそ れ らの政 治 ・社 会 的序 列 関係 を 明 ら

７） モ ゴ ヌ フ ァル Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ の語 義 は， 「パ ンダ ナス の木 の 又」 を 表 わ す 。 そ れ は， む か し

イ フ ァ リク島 に ３人 の女 の子 が 生 ま れ， そ れ ぞれ を ゆ りか ごに入 れ て 「パ ンダ ナス の木 の ３本

の 枝」 にか け て いた とい う伝 承 に基 づ い て い る。 そ して ， イ フ ァ リクの人 び とが ほ かの 島 に 移

住 す る こ とに な り， １人 の女 の 子 を その 島 に残 し， ユ人 を オ レァ イ （Ｗ ｏｌｅａｉ）島 へ ， も う １人

を ラモ トレ ク （Ｌａｍｏｔｒｅｋ）島 へ連 れて 行 った。 そ の た め に， 元来 は， 同 じク ラ ンで あ った 女 の

子 が ， それ ぞ れ異 な る島で 成 長 し， 子 ど もを生 ん だ 。 そ の子 孫 が さ らに中 央 カ ロ リンの 島 じま

に 移住 し， 現 在 の よ うに 多 くの 島 に そ の ク ラ ンが あ る。 サ タ ワル へ来 た そ の ク ラ ンの子 孫 は，

２つ の系 統 に分 かれ る。一 つ は ， イ フ ァ リクを 出て オ レア イ と ラモ トレ クを経 て 移 住 した グル

ー プで ，Ｙａａｎａｔｉｗ，もう一 つ は， イ フ ァ リクか ら直 接 ラモ トレクへ 行 った グル ー プで ，　Ｎｏｏｓｏ－

ｍｗａｒで あ る 。土 方 は， サ タ ワル の（１）～ （３）の ３つ の ク ラ ンは， 元来 ， 同 じモ ゴ ヌ フ ァル氏 族 で

あ り，サ タ ワル 島へ 来 て か ら分 住 し，そ の居 住地 名を 氏 族 名 に した と推 測 して い る 「土方 １９８４：

２４］。 筆 者 の え た情 報 で は， （１）Ｎｅｙａａｒク ラ ンは ， ほか の 島 （イ フ ァ リク，ラモ トレ クと プ ンラ

ップ Ｐｕｌａｐ） にあ る ＹａｔｏｎｏｙＧｎｇ と同 じ系統 で ， 中 央 カ ロ リンに広 く分布 す る Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ

ク ラ ンとは別 で あ る 。 た だ し， そ の ク ラ ンは ， オ レア イ島 や プル ス ク （Ｐｕｌｓｕｋ）島 に あ る ク ラ

ンと の関 係で は， Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ と同 じ系 統 にな る。 しか し，　Ｎｅｙａａｒク ラ ンの長 老 は， 自分 た

ち の最 初 の祖 先 は， ラモ トレ ク島 の Ｙａｔｏｎｏｙｏｎｇ ク ラ ンか ら分 か れた とい う伝 承 を信 じて い る

の で， 筆 者 は ， Ｎｅｙａａｒク ラ ンを Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ ク ラ ンと は別 系統 の も の と考 え て い る。 前 述

した オ レア イ と プル ス クの 島 との 関係 で は，　 Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ と同一 系 統 に あ る とい う点 に関 し

て は， ＮｅｙＡａｒク ラ ンの男 性 と結 婚 して サ タ ワル 島 に住 ん だ女 性 が ，オ レァイ の Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ

ク ラ ン出身者 であ るた め に， そ の子 孫 との 関係 を 指 して い る。つ ま り， Ｎｅｙａａｒク ラ ンに くみ

こまれ た １分 節集 団 の 系統 が， そ れ らの 島 の Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ と同 じこ とを示 して い る ので あ る。

８） トラ ック諸 島 に は， ５０近 い ク ラ ンが存 在 す る が， そ の大 半 は ， コス ラエ （コ シ ャエ） か ら移

住 した とい う伝承 を も って い る。 この よ うに， ポ ナペ を は じめ カ ロ リン諸 島 の コス ラエよ り西

部 の 島 じま の起 源 伝 承 は， コス ラエを 起 源地 とす る傾 向が 顕著 であ る 。
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表 １ ■４ｙｉｎａｎｇ （母系クラン） の起源地 と移住経路

ク　 ラ　 ン　 名 起　源 地 経 由 地 １ 経 由 地 ２ 経 由 地 ３ 経 由 地 ４

 I.  Neyââr Yarawo* 
Yarawo*

Ponape 
Ifalik

Truk 
Lamotrek

Pulap

2.  Yaanatiw Yarawo* Yap 
 (Kafurut)'

Woleai 
(Wottagai)

Ifalik  Lamotrek

3. Noosomwar

4. Kataman

Yarawo*

Puluwat 
Ifalik

Ifalik

Lamotrek

Lamotrek

5. Piik Faraulap  Tama  tam

6.  Sawen Namoluk 
Namoluk

Fais 
Truk

Lamotrek 
Puluwat

7.  Sawsat Yarawo* 
Yarawo*

Palau 
Truk

Lamotrek 
Puluwat

8.  Maasane Truk Pulap

9. Soor Tamatam

10. Wuisuusu

11.  Faaniwirh

Tamatam

Puluwat

註 １． Ｙａｒａｗｏ は，現 在 の コス ラエ （Ｋｏｓｒａｅ）島 を さす 。

註 ２． 同 じク ラ ンで ２つ の経 路 があ るの は ，異 な る話 者 か らの情 報 で あ る。

か に してみ た い。

　Ｓａｗｓａｔは ，「海 の人 」 な い し 「サ タ ワル の人 」 とい う意 味 で あ る。　ｓａａｔは 「海 」を

指 す語 で あ る と同 時 に ， Ｓａｔａｗａｌの ｓａｔを指 示 す る と もい わ れ る。　ｓａω は ，「人 」 を

意 味 す る が，と くにす ぐれ た 知識 や技 術 を 修 得 して い る人 を指 す 。 ま た ，ｓａｗ は， 「本

幹 」 とか 「元 祖 」 と い う意味 を もふ くん で い る こ とか ら，Ｓａｗｓａｔは， 「海 を支 配 す る

人 」 な い し 「サ タ ワル 島 の元 祖 」 と も訳 せ る。 Ｓａｗｓａｔク ラ ンの先 祖 は ， サ タ ワル 島

の東 隣 りの ，３００ｋｍ 離 れ た プ ル ワ ッ ト （Ｐｕｌｕｗａｔ）島 か ら移 住 して きた 。 そ の と き，

カ ヌ ーで や って き た人 は，４人 の男 性 と ７人 の女 性 で あ った （図 ２）。彼 らが 島 に上 陸

して み る と， サ タ ワル 島 は無 人 島 で あ り， １１人 の新 参 者 は ， 島 の礁 湖 に水路 が あ る場

所 に居 を 構 え た （図 ３）。 そ れ か ら，各 人 は， 島 の 主要 な 土地 に分 住 して ， 外部 か ら

９） サタワル島の クランの ラピ トについて は，い くつ もの異なる伝承が語 られる。同 じクランの

伝承で も，話者 によ って，経 由地や起 源地 に差異 が生ずる場合 もあ る。そ して，サタワル島へ

の移住順位 の歴史につ いては，クラン間で見解が分 かれる。それ らは，同一 クランで も，名称

だけが同 じで異なる島か ら移住 した場合 や，異なるクランが合体 したなどの条件に左右される

ようである。 しか し， Ｓａｗｓａｔクランが， サタ ワルの最初の人であ るという伝承 は，すべての

長老が認めるところで ある。
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図 ２ Ｓａｗｓａｔ ク ラ ン の 先 祖 の 系 図

の侵 入 者 を 見 張 る こと に な った 。彼 らは ｓｏωｕ〃ｍｅｓａｎａｌ　ｆａｎｄｉ「島 を見 張 る人 」 と して ，

それ ぞ れ の 役割 を うけ もって い た１０）。 こ う して暮 して い る うちに ，他 島 か ら人 を サ タ

ワル 島 に連 れ て くるこ と にな り， Ｓａｗｓゑｔの 男 た ちは ， 西 隣…りの ラ モ トレク島 へ 出 か

けた 。 そ の航 海 に よ っ て ， ラモ トレク 島 が ，サ タ ワル 島 を管 轄 下 に お き支 配 して い る

島 で あ る こ とを 知 った。 つ ま りジ そ の 島 が サ タ ワル 島 の ｓ６ｍωｏｏｎ 「首 長 」 を だ す 島 で

　　 　　　 図 ３ Ｓａｗｓａｔク ラ ン の 先 祖 の 居 住 地

註）地図上の番号は図 ２のそれに対応する。

１０）図 ２に掲 げた人びとは， １・ＹｉｒｅｔｅｎＵｋが最高責任者 とな り， ３．　Ｙｅｐｏｎｕｗｕｔ「集会所の責任

　者」 と ４・Ｙｃｐ。ｎｕｆａｎｕ 「島を歩 き回 って仕事をす る責任者」 が，ほかの人び とに指令を出 した

　 り，情報を集 めて， Ｙｉｒｅｔｅｎｕｋに伝える役 についた。 ２．　Ｎｅｐｏｆａｎｕは， 「島の土地 を管理する

　 人」で，女性 の長 として， ５・Ｎｅｓａｒｏｗａ「カヌーで来 た人を迎える人」と相談 して， 外来者に

　 土地を分配する責任者であ る。そ して，ほかの人び とは 「東か ら来 る外来者を見 張る人」，「西

　 か ら水路を通 って来る人を知 らせ る人」 とか 「天気を予測する人」な どの役割を もって いた。
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あ った の で あ る。そ の た め に，彼 らはサ タ ワル 島 の ∫伽 ωｏｏπに な る ク ラ ンの人 び とを

ラ モ トレク島 か ら招 聰 した 。彼 らの要 求 に こた え て ， ラモ トレ クに い た Ｙａｔｏｎｏｙｏｎｇ

ク ラ ンの 人 び とが 最 初 に移 住 して き た。 Ｓａｗｓａｔの人 び とは ， ラモ トレクの 人 び とに

島 の南 部 に住ん で も らい， 土 地 を分 与 した。この人 び とが ，現 在 の Ｎｅｙゑａｒ ク ラ ンの

祖 先 で あ る。Ｎｅｙゑａｒの 語 彙 は 「ヤ ール の木 の下 に住 ん だ 人 び と」 で あ る。 そ して ，

Ｓａｗｓａｔク ラ ンの年 長 男 性 と Ｎｅｙａａｒク ラ ンの女 性 か ら １人 の男 が生 まれ た 。 そ の息

子 は， 父 に従 順 で父 の 面 倒 を よ くみ た ので ， Ｓａｗｓａｔク ラ ンの入 び とは， 彼 にサ タ ワ

ル 島 の南 部 を統 治 す る権 限 を譲 渡 した。 その結 果 ， Ｎｅｙａａｒク ラ ンの 男性 が サ タ ワル

島 の最 初 の ｓ６ｍｔｅｏｏｎ「首 長 」 にな った。

Ｎｅｙａａｒク ラ ンの つ ぎ に， ラモ トレク島 か ら Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ ク ラ ンの人 び とが 来 島

した。 そ れで ， Ｓａｗｓａｔク ラ ンの最 高 責任 者 （ｔｅｎａＰ）は ， 彼 らに島 の北 部 に居 住 地 を

つ くるよ うに指示 して ， そ この土 地 を わ け てや った 。 そ の人 び とが 現 在 の Ｙａａｎａｔｉｗ

ク ラ ンを創 設 したの で あ る。Ｙａａｎａｔｉｗ は 「休 憩 す る場所 」 の意 味 で あ る。 そ して ，

３番 目 に来 島 した人 び と も，ラモ ト レクの Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ ク ラ ンの 人 び とで あ ったが ，

彼 らは Ｙ飴 ｎａｔｉｗ ク ラ ン とは系統 を異 にす る Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ ク ラ ン に 属 して いた。

そ の た め に ， Ｓａｗｓａｔク ラ ンの 人 び とは ，彼 らに 自分 た ちの居 住 地 で あ った 島 の 中央

部 の土 地 を譲渡 した 。 ３番 目 に きた Ｍ ｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ ク ラ ンの人 び とが，現 在 の Ｎｏｏｓ－

ｏｍｗａｒク ラ ンの開 祖 とな り，　 Ｎｅｙａａｒク ラ ン と Ｙａａｎａｔｉｗ ク ラ ンの 中間 にあ る地域

を 統轄 す るこ と にな った１１》。 この よ うに して ， サ タ ワル 島 の最 初 の居住 者 で あ った

Ｓａｗｓゑｔク ラ ンの人 び と は，「首 長 の 島」 （ラモ トレク 島） か ら の 移 住 者 に， 土 地 を 分

け， サ タ ワル 島の統 治権 を移 譲 した 。 そ こで彼 らは， Ｎｅｙａａｒ ク ラ ンの配 下 につ き，

島 の 南 部 に居 住 地 を 移 した 。 この状 態 で サ タ ワル 島 は， 南 ， 中央 ，北 の ３つ の 地 区 に

分 割 され ， ４つ の ク ラ ンが共 存 す る時 代 が 長 く続 い た。

　 その あ とサ タ ワル 島 に は， ９つ の ク ラ ンが 移住 して きた と伝 え られ て い るが ，現 在

まで存 続 して い るの は ， Ｋａｔａｍａｎ，　Ｐｉｉｋ，　Ｓａｗ６ｎ と Ｍ ａａｓａｎ６ の ４つ の ク ラ ンで あ
　 ほ

る。 Ｋａｔａｍａｎ と Ｐｉｉｋ は， 島 の北 部 に住 む Ｙｉａｎａｔｉｗ か ら居 住 地 を わ け て も らい こ

の島 で 生 活 す る よ う にな った。 そ して ， Ｓａｗ６ｎ は Ｎｏｏｓｏｍｗａｒに養取 の形 で くみ こ

まれ ， Ｍ ａａｓａｎ６ は Ｎｅｙａａｒの監 督 の も とに 島入 り し， それ ぞ れ か ら土 地 を譲 りう け

て 独 立 した ク ラ ンと して この 島 に住 む よ うに な った。

１１）Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの語義 は，「さ らに遠 くへ行かない」 ことである。ラモ トレク島か ら移住 して き

　 た一団が，サタワル島に留まるべ きか，さ らに東方 の 島へ行 くかを話 しあ った 。その結果，

　 η００∫０彫 「行 くことをあきらめる」 ことに した。 ｍｗａｒは， 「さらに」 とか 「それ以上」 の意味

　 を表わす副詞である。 したが って， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの地 名は， 「航海をあき らめて （サタ ワル島

　 に）留まる」 という語義か ら派生 して いる。

８４２



須藤　　ミクロネ シアにおける母系制社会の変質

　 以 上 が ， Ｓａｗｓａｔク ラ ンの ラ ピ トに基 づ く現 在 の ８つ の ク ラ ンの移 住 の 歴史 の概 略

で あ る。 この伝 承 に よ る と， サ タ ワル 島 は ，無 人 島 で あ った が ， Ｓａｗｓ６ｔク ラ ンの人

び とが来 島す る以 前 か ら， ラモ トレク島 の 領有 す る 島で あ った こ とが示 唆 され て い る。

この サ タ ワル 島 と ラモ トレク島 との 関係 は ，現 在 に お いて も， ラモ トレク島 が カヌ ー

の 船 体 ， サ タ ワル 島 が風 下側 の荷 台 に た とえ られ るよ うに， 主 島 と属 島 とい う政 治 的

地 位 に あ る。 １９５０年 代 まで ， サ タ ワル の 人 び とは １年 に １度 の わ りで ， コ コヤ シの 実

と貯 蔵 したパ ンノ キ の実 を ラモ トレク に貢 納 して い た。 これ は ， ５妙η弼 「つ り針航

海 」 と よば れ ， サ タ ワル 島 が ラモ トレク島 の つ り針 に よ っ て 自 由 に釣 りあ げ られ る こ

とを 意 味 して い る。 こ の貢納 航 海 は サ タ ワル 島 を代 表 す る首 長 の ク ラ ンが ラモ トレク

島 の ク ラ ンに 出 自 して お り， か つ サ タ ワル の 人 び とが ラモ トレク島 の領 士 で あ る無人

島 の用 益権 を譲 渡 さ れ て い る とい う関係 に基 づ い て 実行 さ れ て い る１２）。 この 関係 は ，

ク ラ ンの序 列 に も反 映 して お り，主 島 であ る ラモ トレク か ら移 住 して きた早 期 の ３つ

の ク ラ ンが ， サ タ ワル 島 を政 治 ・社 会 的 に統 治 す る首 長 を輩 出 して い る。 そ して， そ

れ らは ， ク妙∫御 πｇ露 伽 ωｏｏη 「首 長 ク ラ ン」 とよ ば れ て い る。 そ して ， 来 島 の順 序 に

した が って ， Ｎｅｙａ６ｒク ラ ン が サ ワ タル 島 の第 一 位 の首 長 を だ す ク ラ ン， 第 二 位 が

Ｙ飴 ｎａｔｉｗ，第 三 位 が Ｎｏｏｓｏｍｗａｒとみ な さ れ て い る。

　 首 長 ク ラ ンよ りあ とに ， サ タ ワル 島 へ移 住 して き た ク ラ ンは ，各 首 長 ク ラ ンの庇 護

の もと に土 地 を 分 与 され た と信 じられ て い る。 その た め に ，土 地 の贈 与集 団 と受 贈 集

団 との あ いだ に， 社 会 的地 位 の格 差 が生 じ，後 者 は， 前者 の 「言 うこ とを よ くき くひ

と」 ノαん肋 泌 と よ ばれ て い る。 あ るい は ，それ ら ２集 団間 の 関係 は，ｋｕｎｅ７　ｆｅｎｇａｎ 「お

互 い に知 って い る」 あ い だ が らと も称 され る。 つ ま り，Ｍ ａａｓａｎ６は Ｎｅｙａａｒ，　Ｋａｔａ－

ｍ ａｎ と Ｐｉｉｋ は Ｙａゑｎａｔｉｗ，　Ｓａｗ６ｎ は，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ の そ れ ぞ れ の ２ａｋｋｕｎｅ’にな るの

１２）５ゆ π瀧 は， ｓａｌ 「航海」と 雇 「つ り針」の合成語であ り， 「つ り針か ら魚 が外れないように

　 きつ く結ばれる」意味だ とも説明される。この語で象徴 される ２島の結合の背景には，政治 ・

　 宗教的な序列関係 のほかに，経済的要因 も指摘で きる。それは ２島がいずれ もサ ンゴ礁 島であ

　 りなが ら，それぞれの島の地形や植生 が異なるとい う生 態的条件に起因するものである。 ラモ

　 トレク島は面積 ０・７ｋｍ２，人 口２５０人 （１９８０年）で 内陸部に広い湿地 があり，タロイモ田に開墾

　 されている。それに くらぺ，ココヤ シやパ ンノキの実の 自給が低いために，人び とは主食の多

　 くをタ ロイモに依 存する。それ にたい し，サタ ワル島はタロイモ田の面積が広 くな く，パ ンノ

　 キの実 とココヤシが重要な食料資源にな っている。そ して隆起サ ンゴ礁 島で裾礁が発達 してい

　 ないために島周辺での漁獲が極端に少 い。 他方， エ ラー ト島は面積 ０．３ｋｍ２，人 口５０人 の小島

　 で，植物性食料の獲 得が限定され る。その反面，島の周囲に礁湖がのびてお り漁業資源に恵ま

　 れている。このよ うな環境下にあ って，サタ ワル島の人び とはラモ トレク島が領有する ２つの

　 無人島を利用するかわりに，パ ンノキとココヤシの実を ラモ トレク島へ贈る。そ してサタワル

　 島でパ ンノキの実が不作 の年や台風の被害を うけたときにはラモ トレクにタ ロイモの援助をあ

　 お ぐ。同様 に， エラー ト島もラモ トレク島に ウミガメな どの魚類を届ける反対給付 として食料

　 の枯渇期に物資の援助を要求できる。 うえで述べたように，それ ら ２島は食料資源の不足 とい

　 う事態 に備えて 「相互援 助同盟」を結んでいるのである ［ＡＬＫＩＲＥ　１９６５；須藤 １９８２］。
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で あ る （図 ４）。 そ して ，主 一従 関

係 に あ る ２集 団 は ，従 属 的地 位 に

あ る集 団 が ， 保 護者 的立 場 に あ る

集 団 の カ ヌ ーや カ ヌー小 屋 の建 造 ，

修 復 な ど の機 会 に労 働力 を提 供 す

る こ とを義 務 づ け られ て い る。 こ

の よ うな ク ラ ン間 の 主一従 関係 は ，

島 社会 の レベル で は， 首 長 ク ラ ン

と平 民 ク ラ ン （クｄｙｉｎａｎｇｉ　ｙゐｒａｍａｓ）

とい う名称 で表 現 され ， 階層 差 と

して 認 識 さ れ る。 そ して ， 首 長 ク

ラ ンの族 長 は ，５伽 ωｏｏπ とよ ば れ

図 ４ クランの主一従関係

る の にた い し，平 民 ク ラ ンの そ れ は 伽 ψ と よ ばれ ， 名称 を異 にす る。

２．　 首 長 クラ ンと平民 クラ ン

　 サ タ ワル 島 へ の定住 の歴 史 伝 承 に よ って ， サ タ ワル 島 に現 存 す る ８つ の ク ラ ンは ，

３つ の 「首 長 ク ラ ン」 と ５つ の 「平 民 ク ラ ン」 とに 階層 化 して い る。 そ して ，首 長 ク

ラ ンの あ い だで も １位 か ら ３位 ま で の序 列 が あ り， 平民 ク ラ ンで あ りな が らもサ タ ワ

ル 島 の 「元 祖 」 とい う地 位 を 占 め て い る ク ラ ンもあ る。 こ こで は ， それ らの 階層 化 ，

序 列 化 そ して 「草 分 け」 の地 位 に基 づ く， ク ラ ンの特 権 お よ び権 限 につ い て述 べ る こ

とにす る。

　 ま ず ，首 長 ク ラ ンと平民 ク ラ ン との社 会 的 地位 の差 異 につ い てふ れ る と，集 会 に お

け る発 言 権 の ちが いが あ げ られ る。 サ タ ワル 社 会 の集 会 は ，成 人 男 性 に よ って 構 成 さ

れ る もので ，女 性 の そ れ へ の参 加 は認 め られ て い な い 。 島 の人 び と全体 にか か わ る問

題 が生 じた場 合 に は， 各 首 長 ク ラ ンの ３人 の首 長 （　ク５０ｍ筏りｏｏｎ）， そ れ ぞれ の次 期 首 長 候

補 （ｍｗａａｎｅ７ｎｄｉｋ）と平 民 ク ラ ンで は あ るが ， 「サ タ ワル 島 の最 初 の人 」 で あ る Ｓａｗｓａｔ

ク ラ ンの族 長 の計 ７人 で会 合 を も ち検 討 す る。 そ して ， そ こで の合 意 事 項 が ， 島 の成

人 男 性 の全 員参 加 の場 で伝 達 され る。 そ の集 会 で 話 しを す るの は最 年 長 の次 期 首 長 で

あ り， 彼 が 司会 役 もつ とめ る。首 長 の通 達 に た い して ， 質 問 お よび反 対 意 見 を述 べ る

こと が許 され るの は ，首 長 ク ラ ンの男性 成 員 と平 民 ク ラ ンの族 長 ＠η｛ψ）だ け で あ る。

つ ま り，平 民 ク ラ ン成 員 の族 長 で な い 男性 は ，何 ら発 言 す る権 利 を も って い な い ので

あ る。 平 民 ク ラ ンの 出身 者 で ，偉 大 な 航 海者 ，伝 統 的 知 識 を修 得 して い る長老 で あ っ
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ても，集会の場で自分から意見を述べることは， 「道をとおさない男」とみなされ，

批難をあびることになる。

　政治的局面にかぎらず，儀礼的場面においても，首長クランと平民クランとのあい

だにはちがいがみられる。人生儀礼の例では，子どもの誕生前後に，産婦 と新生児が

産小屋に滞在する日数は，首長クランの成員の方が平民クランのそれよりも長い。そ

して，産婦が家に帰ってからも，首長クランの場合は，その家の外側に禁域を設定 し，

そこで子どもの水浴をさせる。これは，平民クランの人に 「子どもの頭をふみつけら

れる」のを忌避するからと説明される。初潮儀礼においても，初月経をみた首長 クラ

ンの少女は，頭を新 しい腰布でおおって月経小屋に入る。また，葬送儀礼では，死者

のでた首長クランの家の周囲の木に登ることや物を頭上にのせて運ぶことが禁 じられ

た り，一定期間の 「労働の禁止」がともなう。そして，首長クラン成員にかぎって，

死後 １年以内に，盛大な追善儀礼が催される。このように，首長クラン成員と平民 ク

ラン成員のあいだには，政治的 ・社会的地位だけでなく宗教的観念のうえでも，差異

が存在する１３）。 しか し，日常的な対人行動や生産活動においては，階層差ないし身分

差はあ らわれない。つまり，平民クランの成員が首長クランの成員にたいして表敬行

動を義務づけられるとか，平民クランの成員が首長クランのために食料生産に従事す

ることはない。

　つぎに，首長クラン間の序列に基づく格差について述べてみよう。 ３つの首長クラ

ンに帰属する人びとのあいだには，行動面において何 ら区別がない。同様に，それら

の首長間には，権限行使の点においても格差が存在 しない。 ３人の首長は，職務を分

担 しており，島の資源の管理，海の資源の利用そ して島社会の秩序の維持の３分野に

関 して， １人ずつの首長が責任をもっている。それらの職務は，数年 ごとのもちまわ

り制になっている。現在では，それらの役割のほかに，州政府の行政的連絡や会議に

出席するための行政にかかわる島の代表としてのポス トがある。その職につく人は，

首長クランの成員のなかから，３人の首長によって指命 されている。このように，首

長 クランの成員間および首長のあいだには，第一位，二位，三位という移住伝承に依

１３）産小屋や月経小屋などの建て ものを はじめ，人生の諸段階でお こなわれ る通過儀礼などは，

　 キ リス ト教の受容後，廃棄ない し廃止 された。現在でも実行されている，首長 クランの人 びと

　 と平民 クランのそれ らとを区別するものは，首長 クラン成員の葬送儀礼の期間中およびその後

　の数 日間，死者 の家 の周辺の木に登 ることと物を頭より高 くもちあげて運ぶ ことの禁止，そ し

　て 「労働 の禁止」である。サタワル社会で 「労働 の禁止」 ノｅｐｉｎｄｙｅｎｇａｎ．ｇの対象 となる活動 は，

　男性 の場合，樹木 の伐採，カヌー建造，家屋 の建築， ココヤシの紐をな うこと， コブラ生産や

　 ココヤシ林の下刈 りなどであ る。女性 にとって は，腰布織 り，敷物編み，タロイモ田の除草な

　 どの手入 れであ る。そ して，仕事の禁 止には，食料資源の獲得，たとえば漁労活動，パ ンノキ

　の実やタロイモの採取 とい った活動はふ くまれない。
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拠 した序 列 化 は 顕在 化 して いな い 。

　他 方 ，第 一 位 の首 長 で あ る Ｎｅｙａａｒク ラ ンの 首 長 は ，島 の人 び とか ら，食 べ もの の

献 上 を うけ る権 利 を保 持 して い る。 そ の献 上 物 は ，パ ンノ キの 実 の初 収 穫 物 と ココ ヤ

シの木 の新 芽 か ら採 取 す る液 汁 で あ る。前 者 は ，「初 め て のパ ン ノ キの実 」観祝α痂磁 妙，

後 者 は 「最 初 の コ コヤ シの液 汁 」 祝祝伽 卿 ７ゐ吻 とよ ば れ る。 パ ン ノ キの実 の献 上 は，

そ れ が豊 作 の年 で １軒 の 家 あ た り １籠 （８～ １０個 ）， コ コヤ シの液 汁 の そ れ は ，成 人

男 性 １人 あ た りび ん １本 （７２０ｍ ｌ）で あ る。　Ｎｅｙａａｒク ラ ンの 首 長 は ， そ れ らの一 部

を と った あ とで， 残 りを 島 の人 び と に再 分配 す る。この初 物 献 上儀 礼 は， 「Ｎｅｙａａｒク

ラ ンが 島 の最 初 の統 治 者 （初 物 襯 切 」 で あ るか ら， パ ンノ キ の実 と ココ ヤ シの 液汁 を

贈 らな けれ ば な らな い と説 明 され る。 つ ま り，Ｎｃｙ飴 ｒク ラ ンが， 島の食 料 資 源 を統

制 す る権 限 を保 持 して い る こ とを示 唆 して い るので あ る。 この献 上儀 礼 が 終 了 しな い

と， 島 の 人 び とは ， それ らを 採 取 して食 べ る こ とが許 され な い 。

　 そ して ， この儀 礼 は ，献 上 す るパ ンノ キの 実 と コ コヤ シの 液 汁 の 数 量 か らも うか が

え る よ うに，第 一 位 の首 長 が ， そ れ らの贈 与 によ って 「富 を 蓄 積 す る」 とい っ た性 格

の もの で はな い。 これ は ， キ リス ト教 を受 容 す る以 前 に， 第 一 位 の首 長 が ，パ ンノ キ

の豊 穣 に関 す る責 任 を もって お り， そ れ を祈 願 す る儀 礼 を 主 催 ， 指 示 す る権 限 を もっ

て い た こと と も関連 して い る。 Ｎｅｙ舶 ｒク ラ ンの 首 長 は， パ ンノ キの 実 の結 実 期 （１

～ ２月 ） に， そ の年 のパ ンノ キの 実 の豊 ・不 作 を 占い ，パ ンノ キの 実 の豊 穰 を司 ど る

５６ωπ磁 ⑳ 「パ ンノ キの専 門家 」 に儀 礼 を催 す よ うに指示 す る。 この儀礼 は， タ ロイ

モ とな らん で パ ンノ キ の実 に食 料 資源 を依 存 して い るサ タ ワル の 人 び とに と って ，重

要 な意 味 を も って い た。 こ の よ う に初物 を第 一 首 長 に献 上 す る とい うこ とは ， そ の首

長 が 島 の食 料 資 源 を管 理 ，統 制 す る最高 責 任 者 で あ る とい う役 割 と密 接 に結 び つ い て

い るの で あ る。 と くに ，パ ンノ キの 実 は ，周 年 ，収 穫 が可 能 な タ ロイ モ と異 な り季 節

的収 穫 物 で あ り， ま た ，年 に よ っ て豊 ・不作 が生 じるた め に ，超 自然 的 存 在 の 加 護 の

もと に栽 培 され る とい う特 徴 が あ る。 した が って ， これ は ，呪 術 ・宗 教 的 力 を 統 御 す

る権 限 を もつ 首 長 へ の， 「謝礼 」 と して の贈 り もの とみ な す こ とが で きる。

　 最 後 に ， サ タ ワル 島 の草 分 け で あ る Ｓａｗｓゑｔク ラ ンが もつ 特 権 につ いて 述 べ る こ と

に しよ う。 そ の ク ラ ンの族 長 ＠ ηψ ）が ， 島 の首 長 会議 の メ ンバ ー で あ る こ と は前 述

した 。 そ の ほ か に， サ タ ワル の男 た ち は Ｓａｗｓａｔク ラ ンの族 長 に ， ウ ミガ メの 頭部 を

献 上 す る こ とが義 務 づ け られ て い る。 ウ ミガ メ は ， サタ ワル の人 び とに とって ，動 物

性 タ ンパ ク源 の食 料 と して魚 介 類 とな らん で 重要 で あ る。 この 島 で は ， ウ ミガ メが 捕

獲 で きな い た め に， 島 の 男 た ち は， 首 長 の許 可 を え て無 人 島 ヘ ウ ミガ メ と りの 航 海 に
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で か け る。 ウ ミガ メが 産卵 の ため に無 人 島 へ上 陸 す るの を捕 え るの で あ るが ， 産卵 の

最 盛 期 （５～ ７月 ） に は， １航 海 で １０頭 もの ウ ミガ メが サ タ ワル 島 に運 ばれ る。 ま た ，

島 の 周 辺 海域 で 海 象 が 悪化 し，漁 労 活 動 が 不可 能 に な る１１～ ２月 ま で の期 間 は ， この

ウ ミガ メが 重要 な食 料 とな る。

　 ウ ミガ メ が サタ ワル 島 に陸上 げ され る と， そ の料 理 ， 解 体 ， 分 配 は，「海 の 首 長 」

な い し Ｓａｗｓ６ｔク ラ ンの族 長 の指 揮 の も と に実行 され る。 そ して，胴 体 部 の各 部 分 の

肉， 血 ， 卵 な ど は ， 島 の人 び とに均 等 に分 配 され る。 しか し， ウ ミガ メ の首 よ り上 部

は ， かな らず ，Ｓａｗｓａｔク ラ ンの族 長 に献 上 され る。 これ は ，「海 の食 料 資 源 」 ｍωｏｎ－

ｇｏ２ｓａｔで もっ と も大 事 な カ メ は， サタ ワル 島 の 「最 初 の人 」 で あ る Ｓａｗｓａｔク ラ ンの

もの で あ るか ら， と説 明 され る１４）。 つ ま り，こ の贈 与行 為 は ， ウ ミガ メ に代 表 され る

海 の漁 業 資 源 にた い して ，平 民 ク ラ ンで あ るが ， サタ ワル 島 へ の最 初 の定住 者 とみ な

され て い る Ｓａｗｓａｔク ラ ンが ，特 別 の権 限 を保 持 す る こ とを 象徴 して い るの で あ る。

　 ま た ， ウ ミガ メ は Ｓａｗｓａｔク ラ ンの族 長 に献 上 され るが ， サ タ ワル島 で 漁獲 され る

魚 の う ち特定 の もの は， ３人 の首 長 に贈 られ る とい う慣 行 も あ る。 そ の魚 は， ス ジ ァ

ラ， 大 型 の マ グ ロ， メガ ネモ チ ノ ウオ な どで 数年 に １度 ぐ らい しか 捕獲 さ れ な い。 そ

れ らの魚 はいず れ も大 き く， そ の泳 ぐ様 な い し海 中 に い る姿 が ，首 長 に期 待 さ れ る行

為 ・行 動 と類 似 して い る。 そ の た め に ， それ らの 魚 は 「首 長 」 にた とえ られ， 「首 長 」

の象 徴 で あ るか ら， 平 民 ク ラ ン の 人 び とは 食 べ て は い け な い と理 由づ け られ て い る

［秋 道 １９８１：１０８－１０９］。

　 以 上 で首 長 ク ラ ン と平 民 ク ラ ンの階 層 差 ，首 長 ク ラ ン間 の序 列 お よび サ タ ワ ル の草

分 け ク ラ ンで あ る Ｓａｗｓａｔク ラ ンの特 権 な ど につ いて記 述 して きた。 サ タ ワル 社 会 に

お い て ， それ らの社 会 的地 位 差 は ，集 会 で の発 言 権 ，儀 礼 場 面 ， そ して 特定 の 物 の献

上 な どに お いて 顕在 化 す る。 この よ うな ， 社 会 階層 は， 「歴 史 的伝 承 」 に基 づ いて ，

在 島者 と新 参 者 ， 土地 の保 有 者 と非 保 有者 とい う二 者 間 関係 に よ って成 立 した とみ な

す こ とが で き る。 しか し， そ の差 は， 日常 的 な対 人 関係 に お いて は表 敬 行 動 ， 貢 納 制

度 に お い て は 「富 の蓄 積」 へ と発 展 す るよ うな性 格 の贈 与行 為 を規 定 す る性 格 の もの

で はな い。首 長 ク ラ ンの 首 長 で あ って も， 島 の １入 の 「男 」 と して ，漁 労 活 動 ， コ コ

ヤシ林の手入れやパ ンノキの実の採取などの諸活動に従事する。サタワル社会は，３

人の首長によって政治的には統率されているが，その統制権は，島の人びとの生活を

１４） サタワルの人び とは，ウ ミガメには耳がないので何 も聞けない動物 と考えている。そ して，

　島の統治者 （首長） は，人び とがざわざわ騒 ぐ声，つまり争いごとや食べ ものの不足 にたいす

　 る不満を聞かないで，平和 のうちに生活することを望む。そのような，人びとか ら悪い ことを

　 聞かない存在と しての首長を 「カメの頭部」 にた とえたのである。

　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　８４７
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保障するために行使されるのであり，首長の個人的ないし首長のクランの利益を優先

させるために企図されることはない。したがって，サタワルの首長の役割は，食料資

源の活用とその均等な分配を促進することを第一の特徴としている （食料資源の利用

にたいする首長の権限については ［須藤 １９８４：２８７－３０３］で論述 した）。

　 ３．　 ク ラ ン の 構 造 と 首 長 権 の 移 譲 方 式

　 サ タ ワル の 母 系 出 自集 団 の歴 史 伝 承 とそ れ に基 づ く階 層 化 に つ いて は前述 した が ，

こ こで は ，そ の 内的 構造 と分 節 の過 程 を中心 に論 述 す る。いま ま で に，筆 者 は ／ｄｙｉｎａｎｇ

を 「母 系 ク ラ ン」 の術 語 に よ って 記 述 して きた が， そ の 用語 の妥 当性 につ い て もふ れ

るつ も りで あ る。 ま た ， ク ラ ンを 統 轄 す る首 長 の役 割 お よび そ の権 威 （首 長権 ） の継

承 方 法 ， ク ラ ンの機 能 的 側 面 につ いて も言 及 す る。

　 最 初 に，７０年 間 に お け る ク ラ ンの成 員人 口 の変 化 を み る こ とに しよ う。 ドイ ツのハ

ンブル グ探検 隊 の報 告 ［ＤＡＭＭ　ｕｎｄ　ＳＡＲＦＥＲＴ　１９３５：１３２－１３７］， 土 方 の 資料 ［土 方

表 ２　 サタワル島の クラン人 口の変 動

クラン名

年 １９０８年

男 女

１９３１年

男 女

１９８０年

男 女

1.  Neyaar ２９ ２２ ３６ ３７ ３８ ４８

2.  Yaanatiw ６ ？
・

１５ １４

3. Noosomwar １８

２２

６

２６

２０ ２１

２２

４０

６６

３０

３５

４５

4. Kataman ２２ ２６

5. Piik ３ ７ ８ １５ ６

6.  S'awen ９ １０

7.  Sawsat ４ ６

８

１１

７

９

１６

３４

７

１４

２７

8.  Maasane ６ ７ １２ １６ １８ １５

そ の 他

Ｆａｎｎｉｗｉｒｈ

Ｗ ｕｉｓｕｓｕ

サ イ パ ン 島

オ レ ア イ 島

イ フ ァ リ ク 島

不 　 　 　 　 　明

　計

総 計

１

◎
０

１

ー
ム

９
９

９
θ

１０２

１９１

８９ １３２　　 １３９

　 　 ２７１

１１

－
↓

９
臼

１３

２６２　　 ２３０

　 　 ４９２

註　 Ｆａｎｎｉｗｉｒｈ と Ｗ ｕｉｓｕｓｕは 絶滅 した ク ラ ン。
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１９８４：３７－３８］お よび筆 者 の調 査 資 料 によ って示 した も のが 表 ２で あ る１５）。 １９８０年 の

ク ラ ン成 員 数 は ，１９７９年 ６月 か ら１９８０年 １月 に ， サ タ ワル 島 に居 住 して い た人 を 対 象

に して い る。 そ の か ぎ り に お いて は ，最 多 成 員 数 の ク ラ ンは ，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒで１１１人 ，

最 小 成 員 数 の そ れ は ， Ｐｉｉｋの １３人 で あ る が ， 島 人 口 の半 数 を 占め て い るよ うな ク ラ

ンは存 在 しな い。 しか し， ３つ の首 長 ク ラ ンは ，成 員 数 の点 で平 民 ク ラ ンを圧 倒 して

い るこ とが うか が え る。 ま た， １９０９年 か ら １９８０年 の 各 ク ラ ンの成 員 の変 化 を み る と

Ｙａ６ｎａｔｉｗ ク ラ ンを の ぞ け ば ，他 の ２つ の 首長 ク ラ ンは ， 安 定 した成 員 人 口を よ う し

て い る。 Ｙａａｎａｔｉｗ の場 合 ， ドイ ツの 資料 で は欠 如 して い るが ，筆 者 の調 査 資 料 で は ，

１９０９年 当時 女 性 成 員 が皆 無 で は な く ５～ ６人 居 住 して いた 。 そ して ，１９０９年 の時 点 で ，

Ｆａｎｎｉｗｉｒｈ ク ラ ンの 男性 １人 ，　Ｗ ｕｉｓｕｓｕ ク ラ ンの 女性 １人 が い た けれ ど も， １９３１年

の 段 階 で は ， そ れ らの ク ラ ンの存 在 が確認 され な い。 これ は， そ れ らの ク ラ ンが滅 亡

した こ とを示 す もの で あ る （Ｗ ｕｉｓｕｓｕ ク ラ ンが絶 え た 状況 に つ い て は，筆 者 が既 述 し

た ［須 藤 １９８４：２８０－２８２］の で参 照 され た い）。 いず れ に せ よ ，７０年 間 に島 の 人 口 は ，

約 ２．６倍 に増 加 して い るが ，首 長 ク ラ ンもそ れ にほぼ 比 例 す るか た ち で成 員 数 を ふ や

して い る とい え よ う。

　 つ ぎ に， ク ラ ンの構 造 につ い て検 討 して み よ う。 サ タ ワル の各 ク ラ ンは ，系 譜 を た

ど れ る最 古 の祖 先 ま で の深 度 は，古 い もので ８～ ９世 代 ，新 しい ク ラ ンで は ４～ ５世

代 で あ る。 前 述 した Ｓａｗｓａｔク ラ ンの場 合 ， サ タ ワル 島へ の最 初 の 移 住 者 と信 じ られ

て い る ４人 の男 性 と ７人 の女 性 の祖先 ま で ，系 譜 関係 を結 び つ け る こ と はで きず ，系

譜 上 最 古 の祖 先 は，現 最 上 世 代 者 か らみ て ５世 代 前 で あ る。 ま た， Ｎｅｙａａｒ ク ラ ンの

男性 祖 先 （Ａｋｕｒｕｐ）は ，サ タ ワル 島 が台 風 の襲 撃 で ，島 に海 水 が あが り，飢 謹 に な っ

た と きに ，サ タ ワルの 人 び とを連 れ てサ イパ ン （Ｓａｉｐａｎ）島 に移 住 した とい う伝 説 が あ

る１６）。これ は ，歴史 的事 実 と考 え られ て お り，１８１０年 ころ と推 定 され て い る ［Ｍ ＧＣｏＹ

ｌ９７３：３５６］。 こ の Ａｋｕｒｕｐ （図 ５の １） は，　Ｎｅｙａａｒ ク ラ ンの系 譜 の うえで ， ク ラ ン

最古 の女 祖 （女 性 祖 先） と キ ョ ウダ イで あ る と述 べ られ て い る （図 ５参照 ）。 これ を

１５）１９０９年 にサタ ワル島を調査 した Ｓａｒｆｅｒｔの資料は， 居住地単位 に住人数 を記 してお りその住

　 人の クラン名は明記 されて いない。そ こで筆者 は，系図を作成す る過程で， サタ ワルの人び と

　 に，個 々人の クランを聞きただ した。

１６） この とき， サタワル島の人 ロの半分が サイパ ン島に移住 した とも伝え られている。 その当

　 時，サイパ ン島が無人島であった ことか ら， Ｓａｉｐａｎの語源 は， トラック語系 の，　ＳａｙＰｅｅｎ（ｓａｙ

　 は 「航海」 ρ痂 は 「空 っぽ」を表わ し，「無人島への航海」）に由来 すると説明されている。 こ　
の台風による被害は，サタワル島だけでな く，中央カ ロ リン諸島全域を襲 ったために，それ ら

　 の島 じまからサイパ ンへの移住者が続 出した。その結果，現在，サイパ ンに住む非チ ャモロ系 』

　 の人び とは，「カロリン人」 とよばれている。その総人 口は，５，０００人を数える。そ して，サイ

　 パ ンに住むカロ リン人 と彼 らの故地である中央カロ リン諸 島の人び ととのあいだでは，系譜関

　 係を確認でき，相互 に訪問 しあ っている。 サタ ワル島の Ｎｏｏｓｏｍｗａｒクランの １分節集団 は，

　 サイパ ンか ら帰島 した女性を祖先 として，出自集団を再編成 している （図１２参照）。
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図 ６ サ タ ワ ル 島 の 植 生 と 居 住 区



惣
、
切
蜘

喫
Ｍ
容
瞬
Ｏ
が
卑

週
諺
傑
ゆ
ｅ

図 ７　１９０９年 当 時 の サ タ ワ ル 島 の 居 住 区

　 　註 ） ［Ｄａｍｍ　ｕｎｄ　Ｓａ漉 ｒｔ　１９３５：１３２］・１ζ基 づ いて 筆 者 が 書 き改 めた 。
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事 実 とす るな ら， サ タ ワル に現 存 す る ク

ラ ンの系 譜 は， す くな くと も １８０Ｇ年 ま

で さ か の ぼ れ る こ と に な る。 そ こで ，

Ｎｅｙａゑｒク ラ ンの 女 性 を 中心 に した系 譜

図 （図 ５）と居 住 区 図 （図 ７，８，９）とを参

考 に しな が ら， サ タ ワル 社会 の クｄｙｉｎａｎｇ

（母 系 ク ラ ン） の構 成 原 理 を 明 らか に し

た い◎

　 Ｎｅｙａａｒク ラ ンは， ドイ ツ資料 に よ る

と１９０９年 当 時 ， ７つ の家 単 位 に分 住 す る

居住 集 団 を構 成 して いた 。 そ れ らの家 は，

地 図 か ら判 断 す る と １５０ｍ の あ い だ に

建 って い る（図 ７参 照）。 そ して ， 共 同 炊

事 小 屋 （ｍａｎｕａｍｗ）が ， ２個 所 に 分 散 し

て い る こ とか ら， Ｎｅｙ飴 ｒ ク ラ ンは， ２

つ の下 位 集 団 に分 裂 して い た こ とが推 測

さ れ る。Ｓａｒｆｅｒｔが表 記 した家 に住 む人 名

を 図 ５に あ て は めて み る と， 図 ７の２９，

３０は Ａ 系統 に ，３２～ ３６は Ｂ系 統 に そ れ ぞ

れ 対 応 す る。 そ して ，１９３１年 の土 方 の居

住 区 図 で は ， Ｎｅｙａａｒク ラ ンの人 び とは，

２軒 の炊事 小 屋 を もち ， １個所 の居 住 地

（Ｒａｐｉｒａｋｉ蚤）に建 て られ た ７軒 の 家 に分

図 ８　 １９３１年 当時の居住区

　 　 　 　 　 ［土方 １９８４：５６］

住 して い る。 しか し，土 方 の地 図 に は， ドイ ッ資 料 にあ った も う １つ の下 位 集 団 の 居

住 地 （図 ７の ２９，３０） に あ った １軒 の 炊事 小 屋 と ２軒 の家 屋 （図 ７の２９，３０） が 描 か

れ て い な い ［土 方 １９８４：５６－５８］ （図 ８参 照 ）。

　 土 方 が 記述 して い る Ｒａｐｉｒａｋｉその ７軒 の家 の 住 人 の 名 前 を 図 ５の系 図 に照 合 す る

と， ｂ－１系 統 が １軒 ，　ｂ－２ と ｂ－３ の系 統 が １軒 ，　ｂ４ と ｂ－５ の系 統 が そ れ ぞ れ １軒 の

家 に居 住 して い る こ とが判 明す る。 そ して ，ａ－１と ａ－２の系 統 も １軒 の家 に住 ん で い

る。１９０９年 当時 に ２個 所 の居 住 区 に分 か れ て い た人 び とが１９３１年 に い っ しょに住 む よ

うに な った事 情 につ いて は ，１９２０年 こ ろに Ｎｅｙａ６ｒク ラ ンの 成員 で病 死 す る もの が 多

くな り， そ れ ま で の居 住 地 を す て て ， Ｒａａｐｉｉｒａｋｉｒｈ 地 区 （図 ６，９の３５） に集 合 した
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と説 明 され る。 現 在 で は ， ク ラ ン の 成 員 数 が 増加 した の で ， ３個 所 の別 個 の居 住 地

（図 ６，９の３５，５２，５６） に分 節 化 して い る。 つ ま り，Ｙａｐｉｎｉｙｉｍｗｅｎｉｋａｔ（５２）の居

住 区 に は ａ－１，ａ－－２ の系 統 が ，　Ｒａａｐｉｉｒａｋｉｒｈ （３５）の それ に は ｂ－１，　ｂ－２，　ｂ－３，　ｂ。５ の

系 統 ， そ して Ｎｅｙａａｒ（５６） のそ れ には ｂ－４ の系 統 のそ れ ぞ れ の成 員 が分 住 して い る

の で あ る。

　 １９０９年 当時 の Ｎｅｙａゑｒク ラ ン成 員 の財 の 保 有 関係 につ いて は明 らか で な い が ，１９３１

年 段 階 で は ，女 た ちが タ ロイ モ やパ ンノ キを も ちよ って共 同 炊 事 し， 調理 した もの を

家 単位 で 分配 す る形態 を と って い た ［土 方 １９８４：７１］の で ， ク ラ ンが 財 産共 有 体 を形

成 して い た と推 定 され る。つ ま り， ク ラ ンの共 有 財 を成 員 が 分 割 して 使 用 す る形 態 で

あ る。 しか し，現 在 で は， ク ラ ン共 有 財 はな く，前 述 した ３分 節 集 団 が 財 産所 有 の単

位 にな って い る。 そ のた め に，各 分 節 集 団 単 位 で ， 成員 各 人 に タ ロ イモ 田 や コ コヤ シ

林 ，パ ン ノ キの使 用 を割 りあ て て い る。 そ して ， 料 理 もそ れ ぞれ の 炊 事 小 屋 で つ く り，

各 成 員 に分配 して家 単 位 に食 事 を と って い る。 そ れ ら ３つ の分 節 集 団 が 日常 的 局面 に

お いて ，生 産 活動 や消 費 活 動 を共 同 で お こな うこ とは な い 。 ただ し， パ ン ノ キの 実 を

貯 蔵 す る作 業 には ，分 節 集 団 の女 性 成 員 が労 働 力 を 提供 しあ うこ と もあ る。 大 型 カ ヌ

ーを建 造 す る場 合 に も
， ３分 節 集 団 の男 性 た ちが援 助 しあ う し，女 性 た ち も カ ヌー 建

造 の労 働 者 に食 事 を 出 す の を助 けあ う。

　 この よ うに， ３つ の分 節 集 団 が共 同 して食 料 生 産 に あた る機 会 は ほ とん どみ られ な

いが ， あ る分 節 集 団 が そ こか ら婚 出 した男 性 成 員 の子 ど もた ちに ，贈 与 す べ き土 地 や

コ コヤ シ林 が な い場合 に は ，食 料 資 源 に余 裕 の あ る分 節 集 団 が ， い く らか の財 を 融 通

す る こ とが あ る。 つ ま り， ク ラ ンは財産 共 有 体 と して は機 能 して い な い が ， ク ラ ンの

男 性 が 彼 の子 ど もに生 産 財 を贈 与 ，相 続 させ る慣 行 の も とで ， 分 節集 団 間 で の財 の利

用 を 調整 す る は た らきを す る性 格 を も って い る（財 の贈 与 方 式 につ い て は ［須 藤 １９８４］

で詳 述 して あ る）。 ま た ， サ タ ワル社 会 で ク ラ ン統 合 の象 徴 とな るの は カ ヌ ー小 屋 な

い し集会 所 で あ る。 Ｎｅｙａａｒ ク ラ ンは，　 Ｒａａｐｉｉｒａｋｉｒｈ の居 住 地 の 海岸 よ りに １軒 の

カ ヌ ー小 屋 ， Ｓｉｋａｆｉｎａ ωｕｕｔｔ （図 ６，９の５８） を保 有 して い る。 この カ ヌー小 屋 の使

用 ，管 理 は， ク ラ ン成 員 の 権 利 で あ り，責 任 とな って い る。 そ して ， この カ ヌー小 屋

の修 復 ，屋 根 が え な どを 指 示 す るの は ク ラ ンの 首 長 で あ る。 首 長 は うえ で述 べ た ク ラ

ンの大 き な事 業 の ほか に ，土 地 の 処分 ，他 の ク ラ ン との土 地 係 争 ， ク ラ ン成 員 の規 則

違 反 や婚 姻 な ど に責 任 を もつ 。 ク ラ ジに 問題 が生 じた と き には ， ク ラ ンの 集 会 を 招集

し， 自分 の判 断 で適 確 な 指示 を だす 。

　 最 後 に 首 長権 の方 式 につ い て述 べ る こ とに す る。 首 長 の地 位 は，最 上 位 の系 統 ， 最
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上 世代 ，最 年 長 の男 性 に よ って 掌握 さ れ ，母 系 的 に継 承 さ れ る。 Ｎｅｙａａｒ ク ラ ンの首

長 権 の継 承 は， 図 ５に示 した よ うに， １Ｙｉｓａｒｅｉｔｏ （５），２Ｒａｐｏ （１９）， ３Ｓａｕｆａ （２６），

４　Ｓａｗｐｕｎａ （３６）， ５Ｙａｋｋａｗ （４３）， ６Ｒｕｍ ａｙ （５８）で あ る。 そ して 次 期 首 長 は ，

Ｅｗｉｙｏｎｇ （６３）が予定 され て い る。 現 在 の Ｎｅｙａａｒ ク ラ ンの首 長 Ｒｕｍａｙ （５５歳） は ，

Ｅｗｉｙｏｎｇ （７６歳），　Ｕｋｋａ （６５歳 ，図 ５の６６）よ り年 少 者 で あ るに も か かわ らず ，首 長

の地 位 につ い て い る。首 長権 の継 承 は， 基本 的 に は ， ク ラ ンの 男性 成 員 の あ いだ で母

系 的 に お こなわ れ る。 つ ま り， 兄 か ら弟 へ ， な い し母 方 オ ジ （嬬 吻 か）か ら姉 妹 の

息子 （ｆａｔｄｉω）へ で あ る。 しか し， 図 ５の Ｓａｗｐｕｎａ と Ｅｗｉｙｏｎｇ の場 合 は， 彼 らの母

な い し祖 母 （Ｎａｙｕｒｕｓａｔｔ）が Ｓａｗｓａｔク ラ ンに養 取 され ， 彼 ら もそ の ク ラ ンの 本 拠地

ＹゑＰ６６ｗ で生 まれ て い る。しか し，　Ｓａｗｐｕｎａ は先 々代 の首 長 を つ とめ た し，　Ｅｗｉｙｏｎｇ

は現 在 ，Ｎｅｙａａｒ ク ラ ンの次 期 首 長 の地 位 に あ り， 島 レベ ル の首 長 会 議 の メ ンバ ー で

もあ る。 と同時 に Ｅｗｉｙｏｎｇ は，　 Ｓａｗｓａｔク ラ ンの次 期 首 長 の 地位 を も えて い る。 こ

の こ とは， サタ ワル社 会 の養 取 慣 行 が ，養 取 に よ っ て ク ラ ンの所 属 を変 更 して も， 自

分 の実 の ク ラ ンへ の 成員 権 （族 籍 ） を 放 棄 しな い性 格 で あ る こ とを示 して い る。 そ し

て ，養 取 先 の成 員権 を も獲 得 し，双 方 の ク ラ ンの 「成 員 」 と して の権 利 を 要 求 で き る

の で あ る。

　 Ｎｅｙ飴 ｒ ク ラ ンの 系 図 を概 観 して ， 母 系 ク ラ ンの構 成 上 の特 質 と して つ ぎの ３点 が

指 摘 され る。一 つ は ， ク ラ ンが 分裂 し，分 節 集 団 （リニ ー ジ） を形 成 す るの は ，系 譜

関係 に お いて か な りの世 代 を 経 た段 階 で生 じて い る点 で あ る。 図 ５に お いて ，Ａ 分 節

集 団 と Ｂ分節 集 団 は ， 系 譜 上 ， Ａ集 団 の Ｒｕｍａｙ （５８）か ら み て ６世代 前 の 祖先 ，

Ｎｅｆａｒｍ ａｙ （２） を共 祖 とす る 関係 で あ る。 彼 女 は系 譜 上 の最 古 の祖 先 で あ り ， そ の

２人 の娘 の 子孫 が ２つ の母 系 出 自集 団 に分 節 化 した の で あ る。 そ の時期 は明 らか で な

いが ， ドイ ツ資 料 の ２つ の炊 事小 屋 を別 個 に所 有 す る単位 が ， ち ょ う ど，Ａ 集 団 と Ｂ

集 団 に相 当 す る。 そ の と き （１９０９年 に） 生 存 して い た成 員 は ，Ａ 集 団 で は ， ５世 代 目

の Ｎｅｓｏｒ（２９），　Ｎｅｆａｆ（３０）で あ る。 しか し，１９３１年 には ，　 Ａ 集 団 と Ｂ集 団 は ，融 合

して いた 形 跡 が み られ る こ とか ら ［土方 １９８４：５６－５７］， こ の下 位 集 団 の離 接 と融 合

は， 集 団 の人 口 の増 減 な ど の要 因 で相 互 反 復 性 を 特 徴 と して い る こ とを指 摘 で きる。

　 第 二 の 点 は ， ク ラ ンの各 女 系 の系統 （ｌｉｌｌｅ）に おい て， １人 の女 祖 を共 有 す る ， ２～

３世 代 間 で 女 性 後継 者 が い な い と き に， ほ か の同 じク ラ ン内 の系 統 か ら養 女 を とって

その 系 統 を 存続 させ よ うとす る企 図 が み られ な い こ とで あ る。 そ の こ とは， 図 ５の第

三 世 代 の Ｎａｉｋｉｎａｍ （１２），　Ｙｉｎｕｓｕｋｕｐｗｅ（１５），第 四 世 代 の ’Ｎｏｗａｎｉｋａｒ（２２）な どの

女 系 子孫 が絶 え て い る様 子 を み れ ば 明 らか で あ る。 これ は ，サ タ ワル社 会 に お け る母
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系出自集団の編成理念および集団存立の経済的基盤となる財の保有方法と関連 してい

ると考え られる。 この社会では，姉妹およびそれらの子どもは，「一体」とみなして

いる。つまり，母方の平行第一イ トコは，相互に 「同じ母から生まれた子ども」であ

り，ｎｏｗｎｏｚｖ／ｋｎｇｅｎｇ「お互いの子どもを育てあう」関係にある。 したがって，母系出

自集団の存続は，自分 （女性）に娘がいなくても，実の姉妹ないし母の姉妹の娘 （類

別的同性キョウダィ）に，女性の子どもがいれば，可能になるという観念に基づくの

である。

　他方，クラン内で女系の系統が４世代以上経ち，その系統に女性継承者がいない場

合，同じクランの他系統から養女をとる傾向がみられる。現在， Ｒ飴ｐｉｉｒａｋｉｒｈの居

住区に住む図 ５の ｂ－１の系統の Ｎａｓｕｋｕｎｏ（３２）がその例である。彼女はｂ－４系統の

Ｎａｗａｗｅｎ（４７）を養子にして自分の系統を継承させた。これは，財を分割 し，炊事小

屋を別にする段階，つまり分節集団として離接 した状況では，他系統から後継者を養

取することによって，２つの系統が融合することを示 している。つま り，クラン内で

母系出自を直系的に共有する祖先から４世代以上経過すると，独自の系統として集団

を形成する傾向が顕著になり，女系 Ｉｉｎｅの維持 が不可能 になったときには，ほかの

系統から後継者をえることによって，他系統に合体する方法を優先させるのである。

　 しか し，クラン内に離接的な分節集団が成立すると，その集団の存続は，同じクラ

ン成員によって女系 を貫徹 しよ うとい う観念が薄らぐ傾向もある。これは，図 ５の

ａ－１の系統の例をみれば明 らかである。この分節集団は，第七世代目と第八世代目の

２世代にわたって，その集団へ男性成員の娘 （５７，７１）を養取することによって，集

団を存続させている。これは，出自集団の男性成員の子 どものうち，少な くとも１人

は，父の姉妹ないし母の養子になるというサタワル社会の養取慣行と関連 している。

現在，Ｙａｐｉｎｙｉｍｗｅｎｉｋａｔの居住区 （図９の５２）に住む ａ－１集団においては，養子が

女性であったために，その女性が父の集団の後継者の地位についた例である。それに

たいし，ａ－１と同じ分節集団を構成するｂ－１の系統においては，同一クランの女性を

養取 して，その系統を女系ラインで継承 している。これは，養母に兄弟がいないこと

も影響 しているが，養母は同 じＮｅｙａａｒクランの女の子を養子にすることを熱望 した

といわれる。このように，分節集団のレベルで，後継者をえるためにクラン成員と非

クラン成員との双方を後継者として獲得するという対照的な方法がとられている。こ

のことは，集団存続の方法としては，女系貫徹のイデオロギーが潜在的に強調される

ものの，現実には，集団の男性成員の娘を選択することも許容されることを示唆 して

いる。つまり，後継者を獲得する方法としては，養取が優先 されるが，養子の選定に
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は， 女 系子 孫 だ けで な く集 団 の男 性 成 員 の子孫 も考慮 さ れ る点 で ， 非 単系 を指 向す る

柔 軟 性 を特 徴 と して い る。

　 第 三 点 は，上 述 した母 系 ク ラ ンの柔 軟 性 の あ る構 造 的 性 格 と関連 す るが，ク ラ ン成 員

と して ，血 縁 関係 の な い他 島 出身 者 を くみ いれ て い る こ とで あ る。 図 ５の Ｙｉｎｏｗｋａｒ

（２０）の場 合，彼 女 は オ レア イ島 に滞 在 して い る あ いだ にそ この男 性 と結 婚 した 。子 ど

も が なか った た め に彼 女 の夫 の ク ラ ンの女 性 ， Ｎｅｋａｗｅｔｉｗ （３４）を 養 女 に して 育 て た。

Ｎｅｋａｗｅｔｉｗ も オ レア イの男 と結 婚 し， サ タ ワル に住 ん だ り， オ レア イ に帰 った りの

生 活 を して い た 。 そ して， 彼 女 の娘 ，Ｎａｋｕｐｕｍ ａｉ（４８）はオ レ アイ で生 ま れ ，フ ァイ

ス （Ｆａｉｓ）島 の男 と結 婚 した 。 １９４２年 ころ ， 日本 の海 軍 が オ レ アイ 島 に飛 行 場 を つ く

るた め ， 島民 を 他 島 へ 強制 的 に移 住 さ せ た 。 そ の とき ，Ｎａｋｕｐｕｍａｉはサ タ ワル 島へ

来 て ，１９７９年 に彼女 が死 亡 す るま で ， Ｎｅｙａａｒク ラ ンの女 性 ，　 Ｎｉｍｅｉｓａ （６９）を 養女

に して生 活 を して い た１７）。 この事 例 は ，Ｎｅｙａゑｒク ラ ンの女 性 が ， オ レア イ島 の異 な

るク ラ ンか ら １人 の女 性 を養 女 と して 育 て ， そ の子 孫 が ， 養 母 の 出身 ク ラ ンの成 員 と

して くみ こ まれ た こ とを示 して い る。 つ ま り， 非血 縁 者 を 養 子 （女 ） にす れ ば， そ の

子 孫 は養ｉ母 の ク ラ ン にた いす る成 員権 を獲 得 で きる ので あ る。 この養 取 に よ る ク ラ ン

へ の帰 属 方 式 は， 島 外 出身 者 だ けで な く， 島 の人 び との あ いだ で も， ク ラ ンの存 続 を

目的 と して お こな わ れ る。 そ の例 と して ，Ｎｅｙａゑｒク ラ ンの Ｎａｙｕｒｕｓａｔｔ（２１）の 場 合

を あ げ る こと がで き る。Ｎａｙｕｒｕｓａｔｔは，　Ｓａｗｓａｔク ラ ンの 養 母 ，　Ｙｉｎｏｗｋｏｗａ （９）と

は ，血 縁 関係 が な いの に ，養 母 の要 請 で養 女 に な った。 そ の 背 景 には ，養 母 が息 子 だ

け で娘 を もた な か った こ と， そ して ，彼 女 の類 別 的 女 性 キ ョウダ ィ も多 くの娘 を生 ま

な か った とい う状 況 が あ る。 そ の た め に， 養 母 は， Ｓａｗｓａｔク ラ ン と 「親 しい関 係 」

にあ る Ｎｅｙａａｒク ラ ンの成 員 （女 性 ） を ，彼 女 の系統 の 後継 者 と して養 取 した の で あ

る。 そ して ，Ｎａｙｕｒｕｓａｔｔの子 孫 は， 養 母 が 保 有 して い た食 料 資 源 で あ る土 地 や 樹 木

を そ の ま ま うけつ いで ，ｙａｐ６６ｗ 居 住 区 （図 ９の４３） に住 み現 在 に い た って い る。 そ

して ， Ｎａｙｕｒｕｓａｔｔの息 子 （Ｓａｗｐｕｎａ）， 彼 女 の 娘 の息 子 （Ｅｗｉｙｏｎｇ）が ，　Ｎｅｙａａｒク

ラ ンの首 長 と次期 首 長 の地 位 に あ る こ とは前 述 した とお りで あ る。

　 つ ぎ に，Ｎｅｙａａｒク ラ ンが ， 養 取 に よ らず ク ラ ンの 男性 成員 と結 婚 した他 島 出身 の

女 性 お よ びそ の子 孫 を ， Ｎｅｙａゑｒ ク ラ ンの成 員 と して くみ い れ た例 につ いて考 察 しよ

う （図１０参 照）。 Ｎｅｙａａｒク ラ ンの 男性 Ｓａｗｅｋ （図 ５の５１， 図 １０の ３） は， エ ラー ト

１７）Ｎａｋｕｐｕｍａｉは，７６才で死亡 したが，サタワル島へ来た直後に夫 と離婚 し，　Ｎｅｙａａｒクランの

　 少女を養女 と して育てた。 １９７９年に病気 にな った ときには， オ レアイ島か ら， 彼女の クラン

　 （Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ）の類別的 キ ョウダイたち１０人あま りが看病にか けつけた。 そ して， 死後，彼女

　 の死体 は，Ｎｅｙａａｒクラ ンの墓地 に埋葬された。 オ レアイか ら来た彼女 のクランの人びとは，

　 「彼女の身がわ り」と して，彼女の養女 とその子 どもを オレアイへ連れて帰 った。
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累

図１０ 他島出身者の クラン帰属における系譜 関係

（Ｅ】ａｔｏ）島 か ら来 た女 性 の 娘 Ｎｅｐａｎｉｋａｒ （図 １０の ３） と結 婚 した 。彼 女 の ク ラ ンは ，

サ タ ワル 島 には存 在 しな い。 彼 女 の母 親 を サ タ ワル 島 へ 連 れ て来 た男 性 が Ｎｅｙａａｒク

ラ ンの 成 員 で あ った の で， 彼 女 の母 親 は Ｎｅｙａａｒク ラ ンの居 住 地 の １つ に寄留 して い

た。 そ して ，Ｎｅｐａｎｉｋａｒが Ｎｅｙａａｒの 男 Ｓａｗｅｋ と結 婚 後 ，　Ｎｅｙａゑｒク ラ ンで は， 彼

女 夫 婦 に コ コ ヤ シ林 ， パ ンノ キ， タ ロ イモ 田 を分 与 し， 居住 地 も新 た に あた え た 。

この よ うな， Ｎｅｙａａｒク ラ ンの配 慮 に よ って ，　 Ｎｅｐａｎｉｋａｒ を始 祖 とす る自律 的 集 団

（ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐ の訳 語 ）が誕 生 した １８）。 しか し，この集 団 は，始 祖 の ク ラ ンで あ る

１８）筆者 は社会人類学の術語， ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐの 日本語訳 と して 「自律的集団」をあて ること

　 にする。 この日本語訳 としては， 「団体」， 「共体的集団」，「共同体」 などが提 唱されて きた。

　 それ らの訳語 の検討につ いては，「須藤 １９８４：２０８］でお こな っているので参照されたい。
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ＮｕｋｕｎＵｆａｎＵ の 名称 を 使 用 せ ず ，　 Ｎｅｙａゑｒク ラ ンの １分 節 集 団 と して の地 位 に おか

れ た 。

　 この よ うな分 節 集 団 の形 成 の条 件 と して は， 当 時 Ｎｅｙ飴 ｒク ラ ンの成 員 人 口が 少 な

か った こ と， Ｎｅｐａｎｉｋａｒ と そ の 母 親 が Ｎｅｙａａｒク ラ ン に 寄 留 して い るあ いだ に，

Ｎｅｙａａｒク ラ ンの た め に良 く働 き， ま た， そ の ク ラ ンの移 住 伝 説 や土 地 の移 譲 の 歴史

な ど重要 な歴 史 伝 承 を修 得 した こ とな どが あげ られ て い る。 つ ま り， エ ラー ト島 か ら

来 住 した ＮｕｋｕｎｔｉｆａｎＵ ク ラ ンの母 子 は， 寄留 者 の地 位 に い るあ い だ，　 Ｎｅｙ飴 ｒク ラ

ンの人 び と か ら 「信 用 で き る人 」 で あ るか 否 か を 監視 され て いた の で あ る。 こ う して

成 立 した寄 留 先 の ク ラ ン と新 参 者 の 関係 は， ｋｕｎｅ■　ｆｅｎｇｅｎｇ 「お互 い に知 りつ く した」

な い し，２０’ｕｔｏｎ　ｎｏ　ｆｕｎａｎ 「炉 の 中味 」 と い う用 語 で表 現 され る。 新参 者 は ， 土 地 な ど

を 分 与 して くれ た ク ラ ンにた い し， ク盈肋 擁 「い う こ とを聞 く」 義 務 を お う こ とにな

る。 そ して ， 「お互 い に知 りつ く した」 それ ら ２集 団 間 で の通 婚 は禁 止 され る。

　 この 事 例 は ， サ タ ワル 社 会 に新 しい ク ラ ン成 員 が 移 り住 み ，独 立 した 出 自集 団 を形

成 す る過 程 を示 して くれ る点 で興 味深 い。 こ の場 合 は ，来 島後 ３世 代 しか経 過 して お

らず ， 寄 留 先 の ク ラ ンの １分 節 集 団 と して位 置 づ け られ て い る が， さ らに世 代 深 度 を

経 る こ とに よ って ， そ の集 団 本来 の ク ラ ン名 称 を 名 の る自律 集 団 へ 発 展 す る可 能 性 を

も って い る こ とが予 測 で き る。 とい うの は， そ の 集 団 が保 有 す る財 の処 分 は ， そ れを

分 与 して くれ た Ｎｅｙａａｒク ラ ンの承 認 を うる こ とな く独 自 に実 行 で き る し， ま た他 島

の ク ラ ン との 関係 に お い て は，Ｎｅｙａａｒク ラ ンの成 員 で あ る と同 時 に ， 他 島 に住 ん で

い る彼 ら本 来 の ク ラ ンで あ る Ｎｕｋｕｎ丘ｆａｎｔｉク ラ ン成 員 との あ い だ で も密 接 な交 流 を

保 って い るか らで あ る。 それ らの点 か ら，前 述 した サ タ ワルへ の後来 集 団 で あ る平 民

ク ラ ン と先 住 ク ラ ンで あ る首 長 ク ラ ンとの 関係 は， この 事 例 の よ うな経 過 を経 て ，成

立 した と推 測 す るこ とが で き よ う。

　 サ タ ワル 社 会 にお い て は ， うえ で み た よ うに他 島 か ら， この社 会 に帰 属 す べ き ク ラ

ンを もた な い 新参 者 （女 性 ） で も特定 の ク ラ ン成 員 にな る こ とが で き るが ， そ の た め

に一 定 の 方 式 を 制 度化 して い る。 そ の方 式 は ，新 参 者 が ク ラ ン成員 と して の個 人 的 な

資 質 な い し資 格 を有 して い る か ，否 か を 判定 す るこ とで あ る。 具体 的 に は，一 時 的 に

寄 留 す る ク ラ ンへ の貢 献 度 で あ り，従 順 さ お よ び 「忠 誠心 」 で あ る。 そ の判 定 は ，少

な くと も ２世 代 間 に わ た る新 参 者 の 行動 様 式 に よ って 結論 づ け られ る。 この こ とは ，

サタ ワル 社会 の母 系 出 自集 団 が ，無 差別 に島 外 者 を くみ こむ寛 容 性 を も って い るの で

な く， うえ で み た諸 基 準 に よ って ，選 択す る権 利 を 保 持 して い る こ とを意 味 して い る

ので あ る。 そ れ に た い し，他 島 にい る同一 ク ラ ン成 員 が来 島 した場合 ，彼 とサ タ ワル
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の ク ラ ン成 員 間 で 系 譜 関係 が認 知 され れ ば ，彼 はサ タ ワル の ク ラ ン成 員 と同 じ資 格 と

地 位 を う る。 そ して ， 彼 は サ タ ワル 島 の ク ラ ンな い し分 節 集 団 が保 有 す る財 を ， 自由

に使 用 す る権 利 を もつ こ と にな る。 た とえ ，系 譜 関係 が確 認 され な い場 合 で も， ク ラ

ンの 名 称 が 同 じか ，同 系 の 名称 で あ る こ とが判 明す れ ば， サ タ ワル に あ る その ク ラ ン

へ 帰 属 し，土 地 な ど を利 用 す る こ とが許 され る。 そ の点 で， 他 島 出 自で非 ク ラ ン成 員

の サ タ ワル の ク ラ ンへ の所 属 方式 と， 島外 出身 ・同一 ク ラ ン成 員 の そ れ とは質 的 に異

な る。

　 以 上 で， Ｎｅｙゑａｒク ラ ンの系 図 に基 づ い て ， ク ラ ンの構 成 上 の 特 質 に つ い て検 討 し

て き た。 Ｎｅｙａｉｒク ラ ンは ， ほか の ク ラ ンに く らべ系 譜 関係 が 明確 に記 憶 さ れ て お り，

現 在 の首 長 （Ｒｕｍ ａｙ）か ら ６世 代 前 の女 性 祖 先 を 共有 す る，母 系 の 出 自成 員 に よ って

構 成 さ れ て い る。 そ して ，集 団 成 員 の居 住 地 （本 拠 地） が ，分 散 して いた 時 期 （１９０９

年 ころ） が あ る も のの ，世 代 深 度 が 大 きい割 に は， 分 節 化 が未 発 達 であ り，母 系 出 自

に基 づ く分 節 集 団 は，Ｙａｐｉｎｉｙｉｍ ｗｅｎｉｋａｔと Ｒａａｐｉｉｒａｋｉｒｈ（図 ９の ３５，５２）を 居 住 地

とす る ２つ を数 え る のみ で あ る。 その ほか に， 島外 出身者 の 非 ク ラ ン成 員 （女 性） を

ク ラ ンに くみ こ み ，彼 女 を 始祖 とす る分 節 集 団 が くわ え られ る （図 ９の５６）。Ｎｅｙａａｒ

ク ラ ンの分 節 化 の抑 制 と い う側 面 は， サ タ ワル社 会 の い くつ か の ク ラ ンの構 成 様 態 と

比 較 して み る と， ク ラ ン成 員相 互 の系 譜 認 知 の 深 さ に よ って い る こ とを指 摘 で き る。

　 た とえ ば ，Ｙａａｎａｔｉｗ ク ラ ンお よび Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク ラ ンは ３つ の 分節 集 団 よ り構 成

され るが ， そ れ ら ３つ の分 節 集 団 の始 祖 は， 相 互 に そ れ ぞれ の系 譜 関係 を た ど り，確

認 す る こ とが で きな い。 つ ま り， それ らの 集 団 は ， １人 の女 性 祖 先 を共 有 す る性 格 の

もので な く， 同 じ ク ラ ン名 を もつ もの の別 系 統 の女 性 始 祖 か ら出 自 して い る と考 え ら

れて い るの で あ る。 しか し， 同 じ ク ラ ンの各 分 節集 団 に属 す 人 び と は，相 互 の世 代 の

異 同 関係 を認 識 して い る。 これ は，各 分節 集 団 の始 祖 が相 互 に 同世 代 の キ ョウダ イ で

あ った とい う系 譜 認 知 に基 づ い て算 定 され る。 い いか え れ ば ，各 分節 集 団 の成 員 は，

１人 の女 性 祖 先 か らの 出 自を共 通 にす る とい う系 譜 意 識 はな く，個 々 の分 節 集 団 の始

祖 が ，類 別 的女 性 キ ョウダ イで あ った と い う観 念 の も と に，相 互 に系 譜 上 の位 置 を わ

りだ す の で あ る。 この よ うな ク ラ ン成 員 系 譜 認 知 の様 式 と分 節 集 団 の居 住 地 （本拠 地 ）

の 移 動 の歴 史 につ い て は，次 節 で Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク ラ ンの事 例 を と りあ げ て考 察 す る予

定 で あ る。

　 こ こで サ タ ワル 社会 の母 系 出 自集 団 の構 成 お よび存 続 方 法 につ いて 要 約 す る。 この

社 会 に お いて 出 自集 団 の核 は ，基 本 的 には ， ３世 代 間 の女 系 出 自成 員 よ り編 成 され て

お り， そ の成 員 の あい だ に女 性 子 孫 が お れ ば ， 出 自集 団 の絶 滅 とい う事 態 は生 じな い 。

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 ８５９
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しかし，クランが分裂 し，分節集団を形成 し，女性後継者が不在の状況が生起 した場

合，集団存続のための方策が企図される。そのさいに優先される方法は，養取である。

そ して，養子を同クラン成員からとるか否かは，クラン全体の判断によるのでな く，

財産共有体としての分節集団単位での選択にまかされる。 したがって，理念としては，

母系の系統で貫徹 しようという指向性がうかがえるものの，実際には，非母系成員，

とくに，集団の男性成員の娘を養女にする例がみられる。また，非血縁関係者を養取

して，分節集団の後継者にする方法 もとられる。このように，サタワル社会のクラン

は，分節化すると，分節集団が 「独自」の自律的集団として機能 し，クラン全体 とし

ての統合性は二次的関心事とされる傾向を顕著 にしている。さらに，クランは，島外

出身者でかつ非血縁者をもくみこむ可塑性を特徴としている。

４．　 ク ランの機能

　 こ こで は，可 塑 的 性 格 を 示 す ク ラ ンの機 能 につ い て述 べ る こ とに す る。 複 数 の 分節

集 団 に よ って構 成 さ れ る ク ラ ン にお い て は， 前 述 の Ｎｅｙ舶 ｒク ラ ンの例 か ら うか がえ

るよ うに， そ れ が食 料 資 源 （土 地 ， コ コヤ シ林 ， パ ンノ キ） を 共 有 す る実体 とな らな

い。 ただ し， ク ラ ンは ，分 節 集 団 間 で ，成 員 人 口 と土地 な どの 財 の 保 有 数 とに不 均 衡

が生 じた と きに ，財 を調 整 す る機構 と して はた ら く こ とが あ る。 ま た ，集 会 所 な い し

カ ヌ ー小 屋 は ，基 本 的 に は ク ラ ン単位 で所 有 す る性 質 の もので あ るが ，現 在 で は ， カ

ヌ ー小 屋 の近 くに居 住 す る人 び と （異 な る ク ラ ン成 員 もふ くむ ） が共 同 で使 用 す る よ

うに な って きた。 サ タ ワル 社 会 で は ， ク ラ ン成 員 が参 集 して ク ラ ンの 統合 な い しク ラ

ン成 員 の系 譜 関係 を 確認 し，結 合 を 強 化す るた めの儀 礼 （祖 先 祭 祀 な ど） は存 在 しな

い。 首 長 ク ラ ンの成 員 が死 亡 した と き，数 カ月 後 にそ の死 者 を追 悼 す る 目的 で タ ロイ

モ な い しパ ンノ キ の実 の集 積 と分配 を す る儀 礼 （ｆａｒｉｋ）が あ る ［須藤 １９８６ｂ】。 これ は，

島 の人 び との全 員 の参 加 の も と に実修 さ れ ，死 者 の で た ク ラ ンだ けで お こな う もので

は な い。 した が って ， ク ラ ンは排他 的 な儀 礼 的 集 団 と して機 能 す る性 格 を も って い な

い。 ただ ， 秘儀 性 の つ よ い伝 統 的 知 識 （ｒｏｏｎｇ）の うち い くつ か の項 目 は， 特定 の ク ラ

ンに よ って 占有 され る。 た とえ ば， カ ツオ な ど大 型 回遊 魚 の招 来 ，パ ンノ キの 実 の豊

穰 ，嵐 しず め ，航 海 術 や カ ヌー小 屋 の建造 法 に 関す る知 識 の 体 系 で あ る ［石 森 １９８５ｂ］。

それ らの 呪 文 や儀 礼 を司 祭 す る権利 は ，特 定 の ク ラ ンに よ って 保 持 ， 継 承 さ れ る。 つ

ま り， そ れ らの知 識 が ほ か の ク ラ ンに 流 出 して しま う こ とを避 け るた め に， ク ラ ン成

員 の あ いだ で 伝授 す る母 系 的 継 承 法 が 確立 され て い るの で あ る。 こ の点 で は ， ク ラ ン

は， 「秘 儀 的知 識 共 有 体 」 と規 定 す る こ とが で きる。
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　 ク ラ ン成 員 で あ る こ とに帰 因 す る も っと も重 要 な属 性 は， 性 関係 お よ び婚 姻 の規 制

に関 わ る問 題 で あ る。 同 じク ラ ン名 を共 有 す る人 び との あ いだ で の結 婚 は， 「悪 最 の

こ とが ら」］ｅ７ｉｎｉｎｎｇａω とみ な され る。 そ の禁 忌事 項 を犯 した 当時者 には ， 島 か らの追

放 と い う制 裁 が くわ え られ る。 実際 に ， 自主 的 逃 走 の か た ちで はあ るが ， 島 か ら追 放

さ れ た例 が ２例 あ る。 １例 は， 男性 で 島 を逃 げ 出 し，死 亡 した と伝 え られ て お り， も

う １例 は女 性 で ，他 島 で生 活 して い る。 現 在 ま で ， サ タ ワル 社 会 で １５０年 間 に わ た る

３３０件 の 婚 姻事 例 をえ て い るが ， うえ の ２例 以 外 に， ク ラ ン成 員 ど う しの結 婚 例 は な

い。 こ の婚 姻 規 則 は ， サ タ ワル 島 出身 者 だ けで な く， 同 じ名称 な い し同系 の 名称 を も

つ他 島 の ク ラ ン成 員 との あ いだ に も規 定 さ れ る。 この こ とか ら， ク ラ ンは外婚 の単 位

と して重 要 な 機 能 を は た して い る こ とが 明 らか にな った 。

　 ま た ， ク ラ ンの 機 能 と して ，島嶼 問 で 同 じク ラ ン成 員 を相 互 に庇 護 しあ う性 格 を あ

げ る こ とが で き る。他 島 か らき た同 じク ラ ン成 員 の滞 在 中 の食 事 ，宿 泊 を は じめ ， あ

らゆ る世 話 をす る こ とが ， サ タ ワル の ク ラ ン成 員 の責 任 とな る。他 島 出身 者 が この 島

に永 住 す る場 合 には ， 財 の使 用 を認 め ，結 婚 す る とき には財 を分 与 し， 贈 与 す る。 つ

ま り， サ タ ワル の ク ラ ン成 員 と 同等 の権 利 と資 格 を付 与 す るの で あ る。 した が って ，

サ タ ワル の人 び と は， カ ヌ ー な い し連 絡船 で他 島 を訪 れ る と きに は ， 自分 と同 じク ラ

ン成 員 が そ の 島 に い るか 否 か ， い る場 合 には ， そ の人 び と と どの よ うな系 譜 関係 にな

るか を 知 る こと が必 須 事項 とな る。 ま た， ク ラ ン成 員 が少 な くな った り，族 長 に な る

べ き男 性 が い な い場 合 に，他 島 の 同一 ク ラ ンの 成員 を サ タ ワル へ よび よ せ て ク ラ ンの

後 継 者 に させ る方 法 が と られ る。 この ク ラ ンを存 続 させ る 目的 で 他 島 か らク ラ ン成 員

を補 充 した 例 は ４件 あ る。 そ れ らは ， いず れ も ク ラ ンの族 長 と して 男性 を招 聰 した も

ので あ る。 現在 ，Ｐｉｉｋ ク ラ ンは次 期 の族 長 候 補 が 幼 児 で あ る た め， トラ ック北 西離 島

の ウル ル （Ｕｌｕｌ）島 か ら３０才 代 の 若者 を招 い て そ の任 に つ かせ て い る。

　 つ ぎ に， サ タ ワル に あ る ８つ の ク ラ ン と，他 島 の同 じな い し同 系 の ク ラ ン との 関係

を表 ３を参 考 に して考 察 してみ よ う。 表 で 名称 が異 な る ク ラ ン と関係 が指 示 され て い

るが ， これ は， 元 来 ， ク ラ ンの起 源伝 承 を共 有 して いな いが ， あ る時 期 に 「友 好 的 関

係 」 に な った り， ヤ ップ 島 を盟 主 とす る貢 納 航 海 ， サ ウ エ イ ｓａｗｅｙ に お いて パ ー トナ

ー とな る関係 を 意 味 して い る
。 前 者 の 場合 は ，他 島 の異 な る ク ラ ン成 員 が来 島 した と

き に，手 厚 く もて な し， ま た サ タ ワル の ク ラ ン成 員 と して くみ いれ た こ とに よ って成

立 した 関係 で あ る。 前述 した Ｎｃｙａゑｒク ラ ン とエ ラー ト島 の Ｎｕｋｕｎ丘ｆａｎＵ ク ラ ンの

例 が そ の 関係 に あ た る。 ま た ， Ｙ舶 ｎａｔｉｗ ク ラ ン とオ レア イの Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ ク ラ ン

の場合 は， 今 世 紀 初 頭 に， オ レア イ島 が台 風 の被 害 を うけ， 一 団 の人 び とが サ タ ワ

８６１
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表 ３　 サタ ワルの クランと他島のクランとの関係

　　 　 ク ラン名島名

1. Saipan 

2. Palau 

3. Yap 

4. Ulithi 

5. Ngulu 

6. Fais 

7. Sorol 

8. Eauripik 

9. Woleai 

10. Faraulep 

11. Ifalik 

12. Elato 

13. Lamotrek

14. Pulsuk 

15. Puluwat 

16. Tamatam 

17. Pulap 

18. Namonuito 

19. Murilo 

20. Truk 

21. Namoluk 

22. Mortlock 

23. Ponape 

24. Kosrae

 NeyfiAr  Ya.anatiw Noosomwar Kataman Piik  Sawen  Sawsât  Maasane

十十

＃Ｓ

Ａ

Ｎ

Ａ

＃Ｍ ，Ｓ

＃Ｍ

十十 Ａ

＃Ｗ

＃Ｗ ，Ｐ

＃Ｐ

十十

＃Ｆ

十 Ｍ

十 十Ｍ ，Ｓ

十 Ｍ

十Ｍ ，Ｓ

十 十 Ｍ

十 十Ｍ ，Ｓ

十十Ｍ

十十 Ｍ

Ｐ

Ｗ

＃

＃

十十

十十 Ｍ

十十 Ｍ

十十 Ｍ

十十 Ｍ

十十 Ｍ

十十

十十

十 十

＋

軒

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十十

十十

十十

十 十

十

十

十

十

十

十

十

十 十

十

十

十

十

十 十

十十

＃Ｓ

Ｓ

Ｓ

ｑ
Ｕ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

＃

銘

聾

轄

＃

鉾

＃　Ｓａ

＃Ｓａ

＃Ｓｐ

十十

十

十十

註 １．＋＋は， クランがあ りかつ系譜認知が可能な関係 ，＋は， クランの存在のみを知 って い

　　　 る関係を，それぞれ表わす。

註 ２． ＃は，ク ランが異 なるけれど も友好的関係にあることを示す。

註 ３．アル ファベ ットは，下記の クラン名の省略であ り， アル ファベ ットのみの表記 は，過去

　　　 に存在 したことが記憶 されているクラン名を意味す る。

註 ４．略号 は下記 のクラン名を表わす。

 A: Yatonoyong,  F: Fathilith,  M: Mongonufarh,  N:  Nukuntifanti,  P: Pwe, 

S: Saufanachik, Sa: Sauyaney, Sp: Saponupiy, W: Wanikar

ル 島 へ避 難 して きた 。 そ の と き， この 島 に同 じク ラ ンのな い一 部 の人 び と は， オ レア

イ島 へ帰 らず に住 み つづ け た。 その １つ が Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ クラ ンで あ り，　 Ｙ舶 ｎａｔｉｗ

ク ラ ンが そ れ に土 地 を分 与 して ， １分 節 集 団 と して くみ いれ た もので あ る。 この よ う

に ，他 島 出身 の女 性 を ク ラ ン 成 員 と して帰 属 さ せ た Ｎｅｙａａｒク ラ ンと Ｙａａｎａｔｉｗ ク

ラ ンは ， それ ぞ れ女 性 始 祖 の 出身 ク ラ ン との あ いだ に， 「友 好 的 関係 」 を結 ん だ こ と

に な る。 現 在 ， そ れ らの ク ラ ンの成 員 が ， エ ラー ト島 や オ レア イ島 に滞在 す る と きに
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は ，ＮｕｋｕｎＵｆａｎＵ ク ラ ンな い し Ｓａｕｆａｎａｃｈｉｋ ク ラ ンの歓 待 と世話 を期 待 し， 要 求 す

る こ とが で き る。

　 後 者 の サ ウエ イ は ， ヤ ップ の ガ チ ャパ ル （Ｇａｃｈａｐａｒ）お よび ワニ ヤ ン （Ｗ ａｎｙａｎ）

地 区 を 頂 点 に し， トラ ックの 北 ， 西諸 島 に いた るカ ロ リンの 島 じま が 政 治 ・宗 教 的 な

序 列 に基 づ い て連 鎖 す る島 嗅 間 の支 配 一被 支 配 関係 で あ る。 この 連鎖 は ， 東 方 に位 置

す る島 が 西 方 の そ れ よ り も劣 位 にあ る とい う序 列 に基 づ い て成 立 す る。 そ して ， そ の

関 係 は， ２～ ３年 に １度 ， 最 劣位 の 島 か ら順 々に貢 納物 （腰 布 ， コ コヤ シ製 綱 ， パ ン

ダ ナ ス製 マ ッ トな ど） を ヤ ップ に届 け る航 海 によ って確 認 さ れ る。 ヤ ップ外 の島 じま

．の あ いだ で は ， ウル シー （Ｕｌｉｔｈｉ）環 礁 の モ グモ グ （Ｍ ｏｇｍｏｇ）島 の第 一 首 長 が ，最 上

位 に位 置 し， これ よ り も東 方 の島 じま の首 長 に指 令 を 出 して 朝貢 航 海 を 実 行 させ る。

そ の た め に， 各 島 じま の首 長 ク ラ ン は， モ グ モ グ 島 の首 長 ク ラ ン と 「盟 約 」 を結 ん で

い る ［ＬＥｓｓＡ　ｌ　９５０；ＡＬＫＩＲＥ　Ｉ　９７８；牛 島 １９８２；ＵｓＨＩＪＩＭＡ　ｌ　９８２］。 この 盟 約 の も とに ，

貢 納 物 を 運 ん で きた 島 の人 び とは ， モ グ モ グ島 に滞在 中 ，パ ー トナ ーの ク ラ ンの世 話

に な る。 そ して ， サ ウエ イ の物 品 とは別 に ，パ ー トナ ー の庇 護 の も とに ウル シー の人

び と との あ いだ で 交 易 ・交 換 を お こな う。

　 サ ウエ イ航 海 は， 今世 紀 初 頭 に ドイ ッ政庁 に よ っ て廃 止 され た が ， 島嗅 間 で の 盟約

関係 は存 在 して い る。 サ タ ワル 島 に お いて は ，Ｙａａｎａｔｉｗ ク ランは ， モ グ モ グ島 の 首

長 ク ラ ンで あ る Ｆａｔｈｉｌｉｔｈ とそ の関 係 を維 持 して い る。 １９５０年代 に ，　Ｆｓｔｈｉｌｉｔｈの 男 が

サ タ ワル 島ヘ カ ヌ ーを 作 りに来 た と き に， 彼 を世 話 しカ ヌ ー の建 材 を提 供 した 。 そ の

後 も Ｆａｔｈｉｌｉｔｈ ク ラ ンか ら， カ ヌ ー の浮 材 を 要求 され た さ い にも送 り届 けて い る。 そ

して， １９７８年 に Ｆａｔｈｉｌｉｔｈ の首 長 の 妻 が死 ん だ とき に は， 腰 布 を 贈 って い る。 この よ

うな サ タ ワル の Ｙａａｎａｔｉｗ ク ラ ンか ら物 資 の提 供 にた い し， モ グ モ グ島 の Ｆａｔｈｉｌｉｔｈ

ク ラ ンか らは ，米 な どの 食 料 ，船 外 機 つ き モー タ ー ボ ー トを贈 って きて い る。 ま た ，

Ｆａｔｈｉｌｉｔｈ ク ラ ン は， 現 在 ， ウル シー環 礁 の 中 ・高 等 学 校 に留 学 して い る Ｙ飴 ｎａｔｉｗ

ク ラ ンの生 徒 の た め に ，そ の ク ラ ンが所 有 す る無 人 島 で の 食料 資 源 の利 用 を認 め て い

る。

　 いま ま で論 述 して きた ，サ タ ワル 社会 の母 系 出 自集 団 （ク ラ ン） の機 能 上 の諸 相 の

うち ， も っ と も重要 な側 面 は， ク ラ ンが外 婚 の単 位 にな って い る こと で あ る。 そ して ，

対 外 的 な 関係 に お いて は ， ク ラ ン成 員 の補 充 お よ び成 員 間 で の相 互 援 助 お よび庇 護 と

い う役割 も重 視 され る。 サ ．タ ワル 島 内 の ク ラ ン成 員 の統 合 な い し結束 を認 識 し，強 化

す るた め の象 徴 物 な い し儀 礼 は存 在 しな い が ， そ れ に類 比 で き る もの と して ，集 会 所

　 （カ ヌー小 屋 ） と秘 儀 的 知 識 の共 有 とい う点 を あ げ る こ とが で き よ う。 サ タ ワル の人

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８６３
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び とに と って ， ク ラ ンは ， 日常 的 な生 活 場 面 に おい て は意 義 あ る 「集 団」 と して は認

識 され て い な い が ，潜 在 的 な い し精 神 的 に社 会 ・政 治 的地 位 の決 定 ， 危 急事 の相 互 扶

助 ，対 外 的人 間 関係 な ど の局 面 で ，重 要 な 「組 織」 と して意 識 され る性 格 の もの で あ

る。

　 筆 者 は，その よ うな性 格 を も ったサ タ ワル社 会 の ／ａ２ｉｎａｎｇ を ，定 義 づ け る こ とな く

「母 系 ク ラ ン」 の 用語 で記 述 して きた 。 これ まで に述 べ て きた ことか らも明 らか な よ

うに ， ２ｄｙｉｎａｎｇ は， 基 本 的 に は， 母 系 の 出 自原 理 によ って構 成 され る親 族 集 団 で あ

り，系 譜 関係 が た どれ な い人 び との あ い だ で も， 共 通 の 名称 を もつ こ と に よ って クα一

yinang成 員 で あ る こ とが同 一 化 で き る構 造 的 特 性 を も って い る。 した が って ， 筆 者 は ，

サ タ ワル のyayinangを 社会 人 類 学 の術 語 ，　ｍ ａｔｒｉｌｉｎｅａｌ　ｄｅｓｃｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ 「母 系 出 自集

団」 な い し， ｍ ａｔｒｉｌｉｎｅａｌ　ｃｌａｎ 「母 系 ク ラ ン」 と規 定 す る。　 しか しな が ら， ２ｄｙｉｎａｎｇ

の用 語 は ，下 位 レベ ル の 出 自集 団 ，具 体 的 には これ ま で 「分節 集 団 」 と表 現 して きた

親族 集 団 を指 示 す る語 彙 と して も使 用 され る。 つ ま り， サ タ ワル社 会 で は ， ノｄｙｉｎａｎｇ

は， ク ラ ンよ り下 位 レベ ル で母 系 出 自 に よ って形 成 され る親族 集 団 を指 称 す る場 合 に

も適 用 さ れ る。 た だ し， １人 の女 性 始 祖 か らの系 譜 が た どれ る人 び とに よ って編 成 さ

れ る出 自集 団 は ，ノｄｙｉｎａｎｇ と と くに区 別 す る と きに は ， （ｙｅｅω）ｒａａ「（一 つ の） 枝 」 と

表現 され る。 この 下 位 レベ ル の 出 自集 団 の構 成 につ い て は， 次 節 で 詳述 す る よ うに，

「財 を共 有 す る」 自律 的集 団 ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐ で あ る。 筆 者 は そ の よ うな ク ラ ンの

下 位分 節 集 団 の 術 語 と して ，ｍａｔｒｉｌｉｎｅａｌ　ｌｉｎｅａｇｅ「母 系 リニ ー ジ」 を あ て る。

　 カ ロ リ ン諸 島 で は ， サ タ ワル と同様 ，母 系 出 自集 団 を 分 節 の諸 段 階 を 区別 せ ず単 一

の親 族 語 彙 に よ って指 示 して い る。 サ タ ワ ル 以 西 ウル シ ー環 礁 ま で の諸 社 会 で は ，

ｈａｉｌａｎｇ な い し，　 ｇ碗 碑 ｇ， サ タ ワル と トラ ック の西 ・北 諸 島 の社 会 で は ノｄｙｉｎａｎｇ，そ

して トラ ック諸 島 とモ ー トロ ック 諸 島 の 社 会 で は ，　 ブ４伽 ８ な い し ａｉｎａｎｇ で あ る。

Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は ，前 述 した よ う に， トラ ック社 会 の ブ＠ 槻８を ５つ の親 族 集 団 に類 別

した。 それ は ， ｓｉｂ，　ｓｕｂｓｉｂ，　ｒａｍ ａｇｅ，　ｌｉｎｅａｇｅ そ して ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅで あ る。 そ れ らの

類 別 基 準 は ， 名称 の共 有 ，祖 先 の 共有 ， 同一 政 治 区 へ の共 住 と自律 集 団 へ の帰 属 様 式

で あ る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ９５１：６５－９１］。 トラ ック社会 は ，１４の人 が 住 む 島 よ りな り，

１つ の島 が 数 多 くの ， ム ラ （政 治 的地 区） に分 割 され て お り， さ らに い くつ か の ム ラ

にブＯｊｉｎａｇ 成 員 が 分住 して い る。 その た め に ，　 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は トラ ック諸 島 全 域 に分

散 し， ク ラ ン名 を共 通 にす る同 一 ｊｅｊｉｎａｇ の成 員 を 総 称 す る ｓｉｂ，複 数 の 島 お よ び政

治 区 に住 む 成員 を ｓｕｂｓｉｂ，同一 政 治区 に共 住 す る成 員 を ｒａｍａｇｅ， 始 祖 か らの系 譜 を

た どれ る ｓｕｂｓｉｂ の 成 員 を ｌｉｎｅａｇｅ，そ して ３世 代 間 の母 系 出 自成 員 よ り構 成 され る最
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小 の 自律 的 集 団 を ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ， と概 念 上 区 別 した 。

　 この分 析 概 念 は ，彼 以 後 の カ ロ リン諸 島 で調 査 研 究 に従事 して きた ，多 くの研 究 者

に よ って採 用 され て きて い る。 しか し，筆 者 は サ タ ワル 島 のよ う に， １島 が １政 治 単

位 で あ るよ うな小 規模 社会 に お い て は，yayinangを ｃｌａｎ と ｌｉｎｅａｇｅ とに大 別 す れ ば，

概 念 上把 握 で き る と考 え て い る。 た だ ， あ る リニ ー ジに お いて は リニ ー ジ内 に ，財 を

共 有 す る小 単位 ，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の い う ｄｅｓｃｅｎｔ　Ｉｉｎｅ が形 成 され る例 が あ る。 そ の最

小 単 位 の構 造 につ い て は次 節 で と りあ げ て検 討 す る。

皿． サ タ ワル 社 会 の母 系 リニ ー ジの構 造 一ク鰯 ・醐一

１．　 リニ ー ジの分節 と融 合

　 母 系 リニ ー ジは ，母 系 ク ラ ンの分 節 集 団 で あ る。 そ の成 員 は， 相互 に女 系 の 系 譜 関

係 を 実 際 に認 知 で き る。 そ して ， １人 の女 性 始 祖 ま で の世 代 深 度 は，通 常 ，生 きて い

る リニ ー ジ成 員 の最 上 世 代 者 か ら ３～ ４世 代 で あ る。現 在 ， サ タ ワル 社会 に は ，１５の

母 系 リニ ー ジが あ る （図 １１）。 母 系 リニ ー ジを指 す サ タ ワル 語 は独 立形 で は存 在 せ ず ，

先 述 した よ う に合 成語 の か た ちを と る。 サ タ ワル の 人 び とは ， リニ ー ジで指 示 され る

母 系 の系 譜 を た どれ る関係 者 を ，yeew raa「 木 の幹 か ら分 れ た一 本 の枝 」 と考 え て い

る。人 び とは その 様 子 を ， １本 の木 の 幹 な い し根 幹 とそれ か ら分 岐す る枝 葉 の 図 を描

い て説 明す る。 つ ま り， リニ ー ジ は幹 が太 くな る （ク ラ ンの 人 口 が増 加 す る） につ れ

て ，枝 を張 り出 して （リニ ー ジ に分 節 して） 成 長 す る木 にた とえ られ る ので あ る。

　 サ タ ワル社 会 の リニ ー ジの 名称 は ， リニ ー ジの成 員 ， と くに女 性 成 員 が居住 して い

る土 地 の 名前 に 由来 す る。現 在 ，居 住 地 名 を冠 した リニ ー ジ は１５を数 え る が， ８つ の

す べ て の ク ラ ンが複 数 の リニ ー ジに分 節 化 して い るわ けで はな い。 図 １１か ら明 らか な

よ う に，Ｐｉｉｋ，　Ｓａｗｅｎ，　Ｍ ａａｓａｎｅの ３ク ラ ンは ，そ れ ぞ れ １つ の リニ ー ジで形 成 され

て い る。 も っ と も多 い リニ ー ジ よ りな るク ラ ン，　 Ｎｅｙａａｒ，　Ｙａａｎａｔｉｗ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ

の各 ク ラ ンで も， ３つ の分 節 集 団 を もつ にす ぎ な い。 そ して ， ２つ の リニ ー ジを よ う

す る ク ラ ン は， Ｋａｔａｍ ａｎ と Ｓａｗｓａｔの ２ク ラ ンで あ る。 １ク ラ ン内 の複 数 の リニ ー

ジの あ い だ に は，序 列 が あ る。 リニ ー ジ間 の序 列 は ， 日常生 活 に お い て は表敬 行 動 の

局 面 で 問題 に な る し，権 威 や特 権 の 継 承 に関 して は ，首 長権 の移 譲 順 位 を 決定 す る基

準 にな る。 サ タ ワル の母 系 出 自集 団 の構 成 が ，木 に た とえ られ て い る こ とか らも推定

され るよ うに ， そ の序 列 は，幹 と枝 な い し幹 に つ い て い る枝 の位 置 関係 に基 づ く。 つ
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図 １１ ク ラ ン の 分 節 化 と リ ニ ー ジ

ま り， サ タ ワル社 会 の リニ ー ジの ラ ン クは ， リニ ー ジの創 設 （分 節 ） した 時期 の新 旧

と年 長 性 を 基準 に して決 定 され るの で あ る。

　 そ こ で， リニ ー ジの分 節 の過 程 と分節 した リニ ー ジ間 の地 位 を， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ

ンを例 に と り あげ て考 察 して み よ う （図１２参 照 ）。 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク ラ ンの 伝 承 に よ る
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須藤　　ミクロネシアに おける母 系制社会 の変質

と， この ク ラ ンの祖 先 （Ａ－ａ系 統 ）は， ラモ トレクか ら移 住 して来 て ， 最初 に住 ん だ

場所 は Ｙａｗｉｉｙ （図 ６， ９の７１） で あ った。 つ ぎ に， ラモ トレクか ら来 た人 び と （Ｂ－ａ

系統 ）は Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ （図 ６， ９の７６） に居 を構 え た。 それ か ら，　Ｙａｗｉｉｙの 人 口が

少 な くな った の で ，Ａ－ａ の系 統 の人 び とは，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒに移 り，　Ｂ－ａ系 統 の 人 び と

と一 緒 に住 ん だ。 しか し， こん ど は， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒに住 む 人 び との数 が増 加 した の で ，

図 １２の Ａ。ａ，　Ａ。ｂ の 系 統 の人 び と は，　Ｎｅｍｅｎａｋ （図 ６， ９の７０） に新 し く居 住 地 を開

い て住 む よ うに な った。 この 段 階 で ，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク ラ ンは ， ラ モ トレク島 か ら，移

住 して来 た ２つ の系 統 に分 岐 した の で あ る。

　 そ して ，１９世 紀 の初 頭 に ， 中央 カ ロ リン諸 島 が台 風 に襲 わ れ て ， 島 に海 水 が あ が っ

て作 物 が全 滅 した と き に，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク ラ ンに は ４人 の女 性 キ ョ ウダ イが いた 。 彼

女 た ちは ， 島 の首 長 た ちの指 令 ， ク ラ ン成員 の半 分 は 島 に残 り， あ との半 分 は， サ イ

パ ンな ど ，他 島へ 移 住 す る とい う決 定 に した が って ， 島 に残 る組 と他 島へ 移 住 す る組

とに 分 か れ た。 図 １２の Ａ－ａ，Ａ－ｂ の Ｎｅｍｅｎａｋ に住 ん で い る ２人 の 「姉 妹 」 （Ｎｅｆａｎ－

ｕｍａｎ，　Ｎａｉｎｕｗａｎ） は ， サ タ ワル 島 で の 生 活 を 続 け る こ と にな り，　 Ｂ－ａ，　 Ｃ－ａ の

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒに いた ２人 の 「姉 妹 」 （Ｎｅｐａｗｉｒ，　Ｎｅｍａｎｎａｐ）は，サ イパ ンとプ ル ワ ッ ’

トに分 か れ て移 り住 ん だ。 サ タ ワル ， サ イパ ンそ して プ ル ワ ッ トに分 住 した と きの ４

人 の女 性 キ ョウダ イ の 名前 は記 憶 され て い る が ，彼 女 た ちの 関係 は実 の姉 妹 な の か類

別 的 キ ョ ウダ イな の か 同定 で き な い。

　 そ の後 ， サ イパ ン に移 住 した Ｂ－ａ 系 統 の子 孫 ， Ｎｅｍ ａｔｅｙａｎ （図１２の２２） が ， ほか

の ク ラ ンの男 に連 れ られ て ， ドイ ッ統 治前 （１８８０年 代 ） に カ ヌー で サ タ ワル 島 へ 帰 っ

て きた 。 そ して ，彼 女 は Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの地 に住 み ，現 在 ，　Ｋａｒｉｎｇｅｉｒｅｋの居 住 地 （図

９の５７） に い る Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンの人 び との祖 先 と な った 。 ま た，サ イパ ンに住 ん

で いた Ｎｅｍ ａｔｅｙａｎ の 女性 キ ョ ウダ イ，Ｙｉｎａｔｉｎｕｋ （図１２の２１） も， ドイ ツ時 代 に な

って か ら ドイ ツ の船 で サ タ ワルへ 帰 還 し，Ｎｅｍａｔｅｙａｎの い る Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの地 に住

ん だ 。他 方 ， プル ワ ッ トに移 住 した Ｃ－ａの系 統 の Ｎａｉｔｅｍａｎ （図１２の２３） も，サ タ ワ

ル の Ｎｅｙａゑｒク ラ ンの男 と結 婚 し， 島 へ帰 って き た。 彼 女 が サ タ ワル へ 来 た 時期 は，

Ｎｅｍ ａｔｅｙａｎ よ り早 か った と いわ れ る。彼 女 は， サタ ワルへ 来 た 当時 ， 夫 の ク ラ ンの

も とに身 を 寄 せ て い た が ，夫 の死 後 ， Ａ－ａ，　Ａ－ｂ 系 統 の 住 む Ｎｅｍ ｅｎａｋ に移 った 。 そ

して ，Ｎａｉｔｅｍ ａｎ は多 くの子 ど もを もった の で ，娘 た ち が結 婚 した ころ （１９００年 ころ）

に， Ｎｅｍ ｅｎａｋの 隣 りに居 住 地 を 開墾 して分 岐 した。 彼 女 が移 り住 ん だ Ｆａａｙｎｅｎ（図

９の ６９） が ，現 在 ま で続 く，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンの １分 節 集 団 （リニ ー ジ） の本 拠 地

にな って い る。

８６７



国立民族学博物館研究報告　　１０巻 ４号

　 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンの人 び とは ， うえ で述 べ た よ うに， ラモ トレク島 か ら時 代 を違

え て渡 っ て きた ２派 の移 住 者 の 母 系子 孫 で あ る。 この ２つ の グル ープ （リニ ー ジ） は ，

合 併 した時 期 もあ るが ，１８００年 ころ に は ，再 び分 離 し，Ｎｏｏｇｏｍｗａｒと Ｎｅｍｅｎａｋの

地 に分 住 して いた 。 そ して ，１８１０年 ころ の台 風 の影 響 で ，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの グル ー プが

２派 に分 かれ ， サ イパ ン とプル ワ ッ トとに移 住 した 。 島 の生 活 が 安 定 した１８８０年 こ ろ

に ， そ れ らの女性 子 孫 が サ タ ワル 島 に もど って ，現 在 にい た る リニ ー ジの祖 先 とな っ

て い る。 サ イパ ン とプ ル ワ ッ トへ 移 住 して ，不在 とな った Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ リニ ー ジ の土

地 や そ の住 人 が 使 用 して きた タ ロイモ 田 は ，サ タ ワル 島 に残 った Ｎｅｍ ｅｎａｋ の人 び と

が管 理 して い た。１９世 紀 の後 半 に， Ｂ－ｂ 系 統 の Ｎｅｍ ａｔｅｙａｎ が 島 へ きた とき に は，彼

女 の祖 先 が使 用 して きた Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの土 地 を Ｎｅｍｅｎａｋ の人 び と か ら返 却 して も

らった 。彼 女 がサ タ ワル 島 へ来 たの は， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンの首 長 Ｐｏｓｏｋｕｎ（図１２の

５） が ， サ イパ ンに い る ク ラ ンの人 び と に帰 島す る よ うに勧 め た か らだ とい わ れ る。

ま た，プル ワ ッ トか ら来 た Ｎａｉｔｅｍａｎ が Ｎｅｍｃｎａｋか ら分 か れ る と きに は，　Ｎｅｍｅｎａｋ

リニ ー ジ と Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ リニ ニ ジか ら， 土 地 とタ ロイ モ 田 を 分 与 して も ら って 自律

的 集 団 を形 成 した １９）。 こ の結 果 ， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンは， 今 世 紀 初 頭 にお い て は ，

Ｎｅｍｅｎａｋ に住 む Ａ－ａ と Ａ・ｂ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒｉに住 むＩＢ－ｂ，　Ｆａａｙｉｎｅｎに住 む Ｃ－ａの ，

図 １３ Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ン の 居 住 区 の 移 動

１９） Ｎａｉｔｅｍａｎ が Ｆａａｙｎｅｎの 土地 に新 た に 分節 集 団 （リニ ー ジ） を 創設 す る と きに，　 Ｎｅｍｅｎａｋ

　 に居 住 して いた リニ ー ジは ， ４個 所 の タ ロ イモ 田 と ３区画 の コ コヤ シ林 ， そ して Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ

　 リニ ー一ジは ， ２個 所 の タ ロ イモ 田 と ４区画 の コ コヤ シ林 を， そ れ ぞ れ分 割 して 贈 与 した 。 Ｆａａ－

　ｙｎｅｎ リニ ー ジ の成 員 はそ れ らの財 を 吻 ｆη伽 ω０π９０「元来 の 食 料 資 源」 と して 自立 した ので あ

　 る 。
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そ れ ぞれ ３つ の系 統 に分 節 化 し， 離接 的 な リニ ー ジを 形成 して い た。

　 そ の後 ， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク ラ ンは ，台 風 や リニ ー ジ成 員 の人 口減 な どの要 因 に よ って

離散 と融 合 の 過 程 を経 て， 現 在 は， ２個 所 の居 住 地 に 分住 す る集 団 に よ って編 成 さ れ

て い る。 図 １２と図 １３を参 考 に ， その 過程 を考 察 して み よ う。

　 １９１０年 代 に は， サ イパ ンか ら Ｂ－ａ の系 統 の始 祖 ，Ｙｉｎａｔｉｎｕｋ が サ タ ワル へ帰 島 し，

Ｂ－ｂ の系 統 の人 び との 住 む Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ リニ ー ジに帰 属 した 。そ して ，１９２０年 こ ろ に

島 を襲 った 台 風 で Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ居 住 地 にあ った家 が崩 壊 し， その成 員 た ち は，２派 に

分 か れ て ，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ （図 ９の４７） と Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ （図 ９の５７） に住 む よ うに な った。

Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ に移 った の は ，　 Ｎｅｍａｔｅｙａｎ の夫 の居 住 地 で あ った か らで あ る。 しか し，

異 な る居 住 地 に住 ん で か ら も Ｎｅｍａｔｅｙａｎ の Ｂ－ｂ 系 統 と Ｙｉｎａｔｉｎｕｋの Ｂ－ａ 系 統 は財

を分 割 せ ず ， タ ロイ モ 田 や コ コヤ シ林 な ど の土 地 を 共 有 す る １つ の リニ ー ジ と して機

能 して いた 。 他 方 ， Ｎｅｍｅｎａｋ の居 住者 は ，　 Ａ－ａ の系 統 が 絶 え ，　 Ａ－ｂ の 系 統 で も

Ｙｉｎｅｎｕｐｕｋａｒ（図１２の３８） が オ レァ ィ島 に住 みつ くな どの要 因 で人 口 が減少 した た め

に ，１９２８年 ころ ，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の居 住 地 に移 り住 ん だ 。 ま た ，　Ｙゑｔｉｉｒｏｎｇに い た人 び

と も１９３９年 に， Ｋａｒｉｎｇｅｉｒｅｋ へ 移動 して き た。 そ の た め に ，現 在 で は ，　 Ｋａｒｉｎｇｅｉｒｅｋ

の居 住 区 （ｐｗｕｋｏｓ）に ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの ２分 節 の リニ ー ジ成 員 が共 住 して い る２０）。

　 Ｋ ａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ に住 む ２つ の リニ ー ジ （Ａ－ｂ とＢ－ｂ） の人 び とは ，共 住 す るが， タ ロ

イモ 田 ， コ コヤ シ林 ， パ ンノ キ の保 有 ，利 用 に 関 して は， 別 個 の独 立 した集 団 成 員 と

み な さ れ て い る。 つ ま り，移 住 前 に保 有 して い た財 産 を そ れ ぞ れ が保 有 ，管 理 し， 炊

事 小屋 も別 個 に所 有 して い るか らで あ る。 しか し，島 レベル の 政 治 ・社 会 的 集 団 と し

て は ， １つ の単 位 と して位 置 づ け られ て お り，毎 週 土 曜 日の 食 物 づ く りや島 の行 事 な

どで大 きな食 料 を 調達 す る と きに は， 共 同 で タ ロイ モや パ ンノ キの 実 を収 穫 ， 採 取 し，

１つ の炊 事小 屋 を使 って 調 理 して い る。 そ して ，魚 や無 人 島 で 捕 獲 した ウ ミガ メ な ど

の分 配 も， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ は １つ の分 配 単 位 とな る。 現 在 ，　 Ｎｅｍｅｎａｋ に居 住 して

きた リニ ー ジ成 員 で ， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ に住 む 成 員 は ，　 Ｎａｉｒｏｐｉｙ （図 １２の７６） 夫 婦 と １

人 の娘 ， ２人 の養 子 で あ る。こ の よ う に，同 一 の居 住 区 （Ｐωｕｋｏｓ）に住 む Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ

２０）Ｎｏｏｓｏｍｗａｒクランの名前が由来 し， その祖先の元来の居住地であ った Ｎｏｏｓｏｍｗａｒには，

　現在，Ｙａａｎａｔｉｗ クランの １分節集団の人び とが居をかまえている。Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの地は，１９２０

　年 ころの台風の襲来で無住の地 となったが， 日本時代 に，南洋貿易の駐在員が，コブラの乾燥

　 場と して借 りあ げた。そ して，１９４５年以 降に， Ｙａａｎａｔｉｗ クランの男性 （図 ユ２の４２　Ｙｉｐｍａｙ）

　 が，妻および妻の姉 妹をひ きつれて，そ の地に移 り住んで現在にいたっている。Ｙｉｐｍａｙが，

　 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの地へ移動す るときには， 彼の リニージの会合をひ らいて， その使用 が承認され

　 たといわれる。このよ うに，無住 にな ったあ るクランの居住地 に， ほかのクラン成員が住みつ

　 く例 は， これ以外に ３例 ある。この場合は， いずれ もあるクランに婚入 した男性 が，彼の妻の

　 リニージ成員のために居住地を提供す る形態をとっている。

８６９
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クランの２つのリニージ成員は，日常的な経済生活を個々に営むが，大 きな労働力や

食物の提供が必要な場合には， １つの集団として結合する。これは， １つの リニージ

として独立 した自律的集団を形成 し，維持 ・存続させるためには，一組の夫婦 と未婚

の子女よりなる集団では不十分であることを示 している。そのためには，財は別にし

ながらも，社会的脈絡においては，分離されない １つの集合体へ融合す るのである。

２．　 リニ ー ジ間 の序 列

　　 　 以 上 の論 述 で ， ク ラ ンの 分節 と再 融 合 の契 機 ， 要 因 お よ び過 程 が 明 らか にな った の

　　 で ， こ こで は ，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンの統 合 原 理 お よ び各 リニ ー ジ間 の地 位 関係 につ い

　　 て検 討 して み よ う。 図 １２に よ って ，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンの首 長権 の継 承 方 法 の性 格 に

　　 つ い て最 初 に述 べ る こ とにす る。人 び とが記 憶 して い る最古 の首 長 は， Ｐｏｓｏｋｕｎ （図

　　 １２の ５） で ，彼 は１９世 紀 中 ご ろ に首 長 の座 につ いて 台 風 で被 害 を うけた サ タ ワル 島 の

　　 復 興 につ とめ ， 離散 した ク ラ ンの人 び とを サ タ ワル 島 へ よ び よせ る こ と に尽力 した と

　　 い わ れ る。 彼 の リニ ー ジの系 統 は， ラモ トレ ク島か ら最 初 に移 住 して き た人 び との子

　　 孫 で あ り， Ｎｏｏｓｏｍ ｗａｒク ラ ンで第 一 位 に あ る。 彼 の あ とは ， 弟 Ａｍｅｒａｗｏ （７）， つ

　　 ぎ に姉 妹 の息 子 Ｙａｎｇａｍａｙ （１１）が首 長 の座 につ いて い る。そ して ，　Ａ－ａ の系 統 の 最

　　 後 の首 長 ， Ｍ ａｋｕｎ （１７）は ， １９０８年 当 時４０歳 ぐ らいで ， 彼 は ク ラ ンが Ｎｅｍ ｅｎａｋか

　　 ら Ｆ６ａｙｎｅｎへ 分 節 す る と き に財 の分 与 な どを 指 揮 した 。

　　 　 彼 の死 後 ，Ｂ－ｂの系 統 か ら，サ イパ ンか ら帰 島 した Ｎｅｍａｔｅｙａｎ の 息子 ，　Ｒａｎｇａｐｉｙ

　　 （３０）が首 長 に な った 。 そ の時 期 は１９３５年 ご ろで ， 彼 が３５歳 ご ろで あ った 。 そ の 当時 ，

　　 Ａ－ｂ 系統 の Ａｓｕｋ （３７）は６０歳 ，　Ｙｅｎａｉｎｉｙｏｎ （３９）は４５歳 ， そ して Ｃ－ａ系 統 の Ｙｉｋｉ－

　　 ｐｗｅｒ（３２）は４８歳 で ， いず れ も Ｒａｎｇａｐｉｙ よ り も年 長 の ク ラ ン成 員 で あ った 。 しか

　　 し，前 二 者 は Ｒａｎｇａｐｉｙ よ りも １世 代 下 に位 置 し，後 者 の Ｙｉｋｉｐｗｅｒは 同世 代 で あ る

　　 が ， Ｃ－ａ 系統 は Ｂ－ｂ 系統 よ り劣 位 のた め に，　 Ｒａｎｇａｐｉｙ が選 ばれ た 。 ま た ，　Ｂ－ａ の

　　 系統 の Ｙｉｋｅｎｕ （２７）は，　Ｒａｎｇａｐｉｙ よ り も年 長 者 で あ った が ， そ の当 時，す で に死 亡

　　 して い た。 Ｒａｎｇａｐｉｙ が首 長 に な った 要 因 を考 慮 す れ ば， サ タ ワル社 会 に おけ る首 長

　　 権 の 継承 方 式 が明 確 にな って く る。 １つ は リニ ー ジの女 祖 の サ タ ワル 島へ の移 住 時 期

　　 が 問 題 に な り， よ り古 くこの 島 に定 住 した母 系 子 孫 が優 位 な 地 位 に つ い て い る こ とで
、

　　 あ る。 ２つ め は ，分 節 集 団 を形 成 す る世 代 にお い て は ，女 性 キ ョウダ ィ の年 長者 （姉 ）

　　 の系 統 が年 少 者 （妹） の そ れ よ り高 い地 位 にあ る点 で あ る。 これ に 関 して は， 現 在 ，

　　 Ｆ飴 ｙｎｅｎ に居 住 す る Ｎａｉｔｃｍ ａｎを始 祖 とす る リニ ー ジが 最 下 （劣 ）位 の リニ ー ジ と し

　　 て の 位 置 に あ る事 情 を み れ ば 明 らか で あ る。 この Ｃ－ａ の系統 は ， Ｂ－ａ およ び Ｂ－ｂ と
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の 関係 に おい て ， プ ル ワ ッ トへ 移住 した この系 統 の女性 祖 先 が， サ イパ ンへ移 り住 ん

だ それ らの系統 の祖 先 の「妹」で あ った か らで あ る。 Ｃ－ａ系 統 の直 接 の始 祖 Ｎａｉｔｅｍ ａｎ

は ，サ タ ワルへ 来 て か ら， Ｂ－ｂ の系 統 に帰 属 せ ず ， そ れ よ りも上 位 の リニ ー ジ で あ る

Ａ－ａ およ び Ａ－ｂ の居 住 地 に住 み， そ こか ら分節 した。 しか しな が ら， この分 節 は リ

ニ ー ジ間 の地位 に変 動 を もた ら して お らず ，依 然 と して Ｃ－ａ は最 下 位 の 地 位 の ま ま

で あ る。

　 こ こで疑 問 に思 うの は ，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク ラ ンの人 び とが ，１９世 紀 に お いて約 ８０年 間

サ タ ワル ， サ イパ ンそ して プ ル ワ ッ トの ３つ の 島 に分住 して い なが ら， 相 互 に 系 譜 上

の位 置 （世 代 ） 関係 を どの よ うに して確 認 して い たか とい う ことで あ る。 サ イパ ンか

ら Ｎｅｍａｔｅｙａｎ （２２）， プ ル ワ ッ トか ら Ｎａｉｔｅｍａｎ （２３）が サ タ ワル 島 へ 来 た と き， 彼

女 た ち は Ａ－ａ お よ び Ａ－ｂ 系統 の Ｙｉｎｕｍｏｒｏ （１８）お よ び Ｎｅｓａｉｋｉｐａｓ（２０） と同 世代

で あ る とみ な して い た。 このよ うに 明 確 な系 譜 認 知 は，１９世 紀 後 半 に な って ， ドイ ツ

政 庁 が 遠 隔 地へ の カ ヌ ー に よ る航 海 を禁 止 す る ま で， そ れ ら ３島 間 で 頻 繁 にカ ヌ ーに

よ る往 来 が あ った こ とに よ って 裏 づ け られ て い た か らだ とい われ る。 プル ワ ッ ト島 と

サ タ ワル 島 との航 海 は ， ドイ ツや 日本 の統 治時 代 に も毎年 の よ うに実 行 され ， プ ル ワ

ッ トは， サ タ ワル の人 び とが トラ ック諸 島ヘ ウ コンの 採取 や物 資 の交 易 に出 か け るさ

い の 中継 地 にな って い た。 しか し， サ タ ワル 島 とサ イパ ン島 との カ ヌ ー に よ る航 海 は

絶 え て しま い，人 び とは 日本 の船 便 を 利用 して交 流 を た も って い た。 いず れ に せ よ ，

現 在 で も， サ タ ワル の人 び と とサ イパ ン島 に居 住 す る１９世 紀 に移 住 した 各 ク ラ ンの子

孫 た ち と の関係 は ，世 代 の関 係 を は じめ ，人 名 まで は っ き り と認 知 され て い る 。

　 リニ ー ジ間 の地 位 お よび 各 リニ ー ジ成 員 の 位 置 を 決 め る ３番 め の基 準 は、 同 世 代 の

関係 者 にお い て は、 相 対 年 齢 で あ る。 つ ま り， １人 の母 親 か ら生 ま れ た子 ど も の 出生

の順 位 で あ る。 こ の順 位 は 各世 代 を と お して 規 定 され るので ， 祖 母 お よ び母 の代 で は ，

長 女 の系 統 が次 女 以 下 よ り優位 な地 位 に あ り ，長 女 の直 系 の系 統 が 通 世代 的 に ，最 上
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ／町

位 とい う こ とにな る。 図 １２に お いて ， Ｒａｎｇａｐｉｙ の あ と Ｏｔｏｌｌｉｉｋ （４１）が首 長 位 につ

き， 現在 に い た って い る。次 期 首 長 （ｍｗａａｎｉｅｎｕｋ）は ， 彼 の弟 の Ｙｉｐｍａｙ （４２），そ の

つ ぎが Ｔｏｋｏｍｅｙ（４３）で あ る。 そ して ，　Ｃ－ａの Ｆ舶 ｙｎｅｎ の リニ ー ジ成 員 で Ｏ ｔｏｎｉｉｋ

と同世 代 の男 性 は， い ず れ も彼 の末弟 Ｔｏｋｏｍ ｅｙよ り年 長 で あ る に もか か わ らず ， 劣

位 の地 位 に あ る。 ま た ， Ａ－ｂ 系 統 の 男 性 は Ｏ ｔｏｎｉｉｋ よ り世 代 が 下 で あ る こと か ら，

そ れ らの リニ ー ジの 男性 に首 長 権 が譲 渡 さ れ る可 能 性 はま ず な い 。Ｏｔｏｎｉｉｋの 下 位 世

代 で は， 彼 の 母 よ り年 長 の Ｙｉｎｅｓｕｋｕｍ ａｒ （２８）の孫 ，　 Ｙｉｐｏｉｎｕｋ （５８）が第 一 の首 長

候 補 で あ る。
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　 この よ うな男 性 首 長 の継 承 方 式 は ，女 性 の リニ ー ジ の長 の 継 承法 に も適 用 され る。

た だ し，女 性 の場 合 は， ク ラ ン レベル で 特定 の女 性 が特 権 を 保 持 す る こ とはな く， あ

くまで も リニ ー ジ単 位 の 「女 性 成 員 の頭 」５伽 ω００π癬 加ψω魏 と して の権 威 で あ る。

彼 女 の権 威 は， リニ ー ジの共 有 財 の使 用 権 を 成員 な い しそ の成 員 の 配 偶者 へ割 りあ て

る こ と にあ る。 ま た ，大 きな 食 物 を つ くる と き に， 誰 の タ ロイ モ 田な い しパ ンノ キか

らイ モや パ ン果 を収 穫 す るか を 指示 す る。 そ の ほか ，居 住 地 単 位 に分 配 され た 島 の食

べ も のを各 成 員 に再 分 配 した り， ほ か の ク ラ ン成 員 が死 ん だ とき に，死 体 を包 む 腰 布

を成 員 か ら徴集 す る権 利 で あ る。 た だ ，男 性 首 長 と同等 の権 利 を もつ の は， リニ ー ジ

の集 団 財 の処 分 に 関す る こ とで あ る。 と くに， リニ ー ジの男 性 成 員 が ， 彼 の妻 や 子 ど

もに贈 与 す る リニ ー ジ共 有 のタ ロ イモ 田 の区 画 と面 積 を 決定 す る権 限 は ， リニ ー ジ の

女 性 族 長 が 最 大 の発 言 権 を もつ 。 た とえ ， ク ラ ンの首 長 が要 求 す る こ とで あ って も，

拒 否 す る こ とが で き る。 現 在 ， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンの ３つ の リニ ー ジに お いて ，「女

性 の長 」 は，Ａ・ｂ の 系 統 で は Ｎａｙｉｒｏｐｉｙ （７６），　Ｂ－ｂ の そ れで は Ｎｅｓａｒｍｅｉｋ （４０），そ

して Ｃ－ａ で は ，Ｙｉｎｅｎｕｐｍａｎ （３１）で あ る。 た だ し，　Ｙｉｎｅｎｕｐｍａｎ は ，８０歳 を こえ

る老 女 の た め， 彼女 の次 女 ，Ｎａｗａｉｎｕｋ （４７）が そ の地 位 に あ る。 ま た ， この ク ラ ン

を代 表 す る首 長 が Ｏ ｔｏｎｉｉｋ （４１）で あ るが ， ３つ の リニ ー ジに は ， そ れ ぞ れ リニ ー ジ

を 統 轄 す る男性 の責 任 者 が い る。Ａ－ｂ の リニ ー ジ は Ｓｉｇａ （７７），　Ｂ－ｂは Ｏ ｔｏｎｉｉｋ，　Ｃ－ａ

は Ｙｅｐｅｍａｙ （４８）で あ る。 それ らの リニ ー ジの長 は， リニ ー ジの集 団 財 の 処 分，リニ

ー ジ成 員 の不 祥 事 な ど に関 して も責 任 を もつ
。 そ して ，集 会 所 の 屋根 替 え や普 請 な ど

の大 行事 に は ，首 長 を補佐 して 陣頭 指 揮 にあ た る。

３．　 リニ ー ジの 内部構造

　 複 数 の リニ ー ジ間 の序 列 は， 系譜 上 の本 支 関 係 と年 長 性 の基 準 に基 づ いて 決定 さ れ

る こ とが明 らか にな った。 こ こで は ， １つ の リニ ー ジ内 で の成 員 間 の地 位 お よ び成 員

の財 に た いす る権 利 に つ いて 考 察 して み た い。 リニ ー ジ成 員 は ，親 族 名称 （指示 名称 ）

の うえで ， 同 世 代者 は ，話 者 と相 手 との性 に よ って 名 称 が 区別 さ れ る。 話者 と相 手 が

同性 の場 合 ，Ｐωｉｉ，異 性 の と きに は ｍωｅｎｇｅ１ａｎｇ の名 称 で 指示 さ れ る。 異 世代 間 で は，

上位 世 代 の女 性 はす べ て ノ痂 （ハ ハ ）， 男性 はす べ て 彦嘘げ 妙 砂 （「老 人 」） の名 称 が適

用 さ れ る。 そ して ， 下位 世 代 者 を指 す と きに は ，女 性 は ηα妙 （コ）， 男性 は ．血 滅ω （原

義 は 「た ま ご」） の用 語 を そ れ ぞ れ もち い る。 この こ とか ら， リニ ー ジ の男性 は ，姉

妹 を ふ くめ類 別 的 女 性 キ ョ ウダ ィ の 「子 ど も」， つ ま り，１世 代 下 の すべ て の リニ ー ジ

成 員 を．侮 伽 の 語 で 指示 す るこ と に な る。 そ れ に た い し， 子 ど もた ち は， 自分 の母 の
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男 性 キ ョウダ ィ を ｔｕｋｕｆｄｙｉ の 用語 で示 す ［須 藤 １９８０：１０１２－１０１９］。

　 うえ で み た 関係 （親 族） 名称 の うち ，厩 吻 ウ と ．勉 伽 の用 語 よ りほ か の ，ρωだ，

ｍωｅｎｇｅ１ａｎｇ，クｉｉｎ，　ｎａａｙの各 名称 は， リニ ー ジ （ク ラ ン）成 員 外 の 親族 員 との関 係 を 示

す さ い に も採 用 さ れ る。 しか し， 磁 吻 砂 と μ 伽 の名 称 は ， リニ ー ジ （ク ラ ン）成

員 の関 係 ， と くに ，母 方 オ ジ とそ の姉 妹 の子 ど も との 関係 を指 示 す るさ い の み に使 用

さ れ る。 この こ とは ， そ れ ら ２語 が適 用 され る母 系 親族 員 の あ いだ に， 特別 な属 性 を

もっ た 関係 が 存在 す る こ とを 示 唆 す る もの で あ る。 ま た ， ハ ワ イ型 の名称 体 系 を特 徴

とす る サ タ ワル の 関係 名称 に お いて ， 母 の 男性 キ ョウダ イが 「チ チ」 で は な く， 「老

人 」 を意 味 す る用語 で特 徴 づ け られ る こ とは ， 自律 的 集 団 （ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐ）で あ る

リニ ー ジの成 員 と して 「特 殊 」 な地 位 にあ る こ とを暗 示 して い る と解 釈 で き よ う。 実

際 に ， リニ ー ジ成 員 と して の行 動 に お いて は ，男 性 の ノ磁 ω は 磁 げ 妙ψ にた い して，

尊敬 語 の使 用 ，腰 を か が め るな ど の表 敬 行為 が 義務 づ け られ て お り， ま た， 彦醜 げ 妙ウ

の 身体 ， と くに首 か ら上 部 へ の接 触 が禁 止 され て い る ［須 藤 １９８０： １０２０－１０２８］。 ま

た ， 彦眈 げ 妙 か は 飼 伽 の あ らゆ る行 動 に責 任 を も ち，彼 らを監 督 す る立場 に あ る。

この ’眈げ のか と。翅 伽 の 関係 が リニ ー ジ レベ ル に拡 張 され ，最上 位 の系 統 ， 最 上世

代 ， 最 年 長 の ｔａｋｕｆｄｙｉ が ， リニ ー ジ の 「最高 責 任 者 」 ｓ６ｍｗｏｏｎｎｉ　２ｅｅω ｒａａに な るの

であ る。 この よ うに リニ ー ジ成 員 間 に お い て は， まず ， ２世 代 間 で権 威 およ び 責任 あ

る存 在 と して の 撚 げ 妙ψ と， そ れ に 「支 配 され る」従 順 な存 在 と して の 声 彦伽 と い

う地 位 関係 が， リニ ー ジ内 の 「力 」 関 係 を規 定 す る基 礎 にな って い る こ とを 指 摘 で き

る。

　 リニ ー ジは ， また ， 性別 の原 理 に基 づ いて 組織 化 され て い る。 つ ま り， リニ ー ジが

男性 と して の集 団 と， 女性 と して の集 団 と に分 離 して い る点 であ る。 これ は ，婚 後 の

居 住 規 制 お よび男 女 間 の分 業 に依 拠 す る面 が 大 き い。通 常 ， リニ ー ジの女 性 は 同 じ居

住 地 （Ｐωｕｋｏｓ）に共住 す るの に た い し， 男性 は配 偶 者 の居 住 地 に分 住 す る。 そ の女 性

は リニ ー ジ成員 の食 料 の獲 得 ， 育 児 ，調 理 な どを 共 同 で お こな う単 位 を形 成 す る。 そ

れ にた い し，男 性 は リニ ー ジ （ク ラ ン） の集 会 所 屋 根 替 え ，修 復 ， カ ヌ ーの建 造 な ど

の機 会 に のみ ，共 同労 働 集 団 を編 成 す る。分 業 に 関 して は，女 性 は タ ロ イ モの 栽 培 ，

腰 布 の繊 維 つ くりや腰 布 織 り， 貯 蔵 用 パ ンノ キ の実 つ くりな ど の作 業 で 労 働 力 を提 供

しあ う。 男 性 は，彼 の リニ ー ジ成 員 の た め に は生 産 活 動 を しな い が ，必 要 な と き に コ

コヤ シや パ ンノ キの実 の採 取 ， 笙 漁 な どの共 同漁撈 の局 面 で チ ー ム をつ くるだ けで あ

る。 た だ し，無 人 島 や他 島へ の遠 洋 航 海 の さい に ， カ ヌ ーの 乗 組員 の構 成 は リニ ー ジ

の 男性 成 員 が優 先 され る ［須 藤 １９７９，１９８６］。
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　 そ の よ うな リニ ー ジ成 員 の男 性 と女性 の生 産 活 動 や 労働 組 織 に お け る分 離 は ，基 本

的 には ，男 性 キ ョウダ ィ と女 性 キ ョウダ イ を単 位 と して い る。 サ タ ワル の親 族 用 語 で ，

同 じ リニ ー ジ （ク ラ ン）の 同性 キ ョウダ ィを表 わ す 場 合，男 性 キ ョウダ イ は ωα妙〃～ω磁 π

「同 じカ ヌ ー の男 」，女 性 キ ョウダ イ は ｚｅａａｙｒｈｏｏＰωｕｔ 「同 じカ ヌ ー の女 」 とよ ば れ る。

「同 じカ ヌ ー の男 ・女 」 とい う含 意 は，「一 つ の カ ヌ ーで サタ ワル 島 へ 来 た人 び と」

を指 して い る。 そ して ，最 年 長 の 男性 キ ョ ゥダ イは ， Ｍｍａｎ１∂ｒａｍａｓ 「最 初 の人 」 な い

し，ｍｗａａｎｎｅｒｉｉとよ ばれ ， 「初 め に話 す人 」 とみ な され て い るｂ　 これ は長男 が男 性 キ

ョウダ イ の諸 活 動 を指 揮 す る権 限 を もつ こ とを 表 わ して い る。 同様 に，最 年 長 の女 性

は ／ａｎｏ　ｒｈｏｏＰｗａｔ「最 初 の 女」 な い し７ｉｎｅｒｉｉ「最 初 に よぶ人 」 の 意 味 で，女 性 キ ョ ウダ

イに指 示 を だ す人 で あ る。 ｍｔｖａａｎｎｅｒｉｉを は じめ 男性 キ ョ ウダ イ は，　Ｊｔｉｎｅｒｉｉを長 とす る

女 性 キ ョウダ イを庇 護 す る立 場 にあ り，同 時 に女性 キ ョウ ダ ィ にた い して権 威 を もつ

地 位 に あ る。 た とえ ば ，女 性 キ ョウダ ィ が夫 との あ い だ ， な い し彼 女 の子 ど もの こ と

で 問題 が お きた と きに ， その 解 決 の緒 口 を相 談 す るの は ， 男 性 キ ョウダ イ ， と くに

ｍｗａａｎｎｅｒｉｉで あ る ［須 藤 １９８６ａ］。この男 性 キ ョウダ イ の女 性 キ ョウダ ィ に た いす る優

位 性 は ，後 者 の前 者 に た いす る一 方 的 な尊 敬 語 の 使 用 ，腰 をか が め るな ど の表 敬 行動 ，

所 持 物 共 用 の 禁止 な ど の忌 避事 項 の か た ちで 表 現 さ れ る。 また，〃ｚｗａａｎｎｅｒｉｉな い し年

長 の男 性 キ ョウダ ィ は， 年 少 の 男性 キ ョウダ イ に た い して も保 護 ， 指 導 す る と同 時

に 「強 い 立場 」 に あ る。 した が っ て ， リニ ー ジに お いて 最 優位 の系 統 ， 最 上 世 代 の

ｍｗａａｎｎｅｒｉｉは ， リニ ー ジの ∫伽 ωｏｏη 「最高 責 任 者 」 （以 後 ， 「リニ ー ジ長 」 と表 記）

の地 位 に つ くこと にな る。

　 サ タ ワル 社 会 の リニ ー ジ の内部 的組 織 化 に関 して は ， 同性 キ ョウダ イ の集 団 化 が基

本 的 な 単 位 を形 成 して い る こ とが 明 らか にな った。 そ して ， そ の 組織 化 は 出生 の 順位

に基 づ く年 長性 と， 男性 の女 性 にた いす る優 位 性 とい う原 理 に よ って い る。 サ タ ワル

の親族 用 語 で， 「長男 」， 「長女 」 を指 示 す る語 は前 述 した が ， 相 対 年 齢 によ って次 男 ，

三 男 な い し次 女 ，三 女 な どを区 別 す る名称 は存 在 しな い。 た だ ，性 別 に関係 な く末 子

は，ｙａｎｏｓａｎ　ｍωｕｔｔｉｋ 「最 後 の小 さい 人」 とよ ばれ る。 同性 キ ョウ ダ イ間 の年 長 ，年 少

は，「大 き い人 」， 「小 さ い人」 とい うよ うに ， 自分 と相手 との年 齢 差 に基 づ い て 区別

す る。 祝ω磁 膨 痂 が不 在 の 場 合 は ， つ ぎの 年 長 者 ， 祝磁 伽 りπ眈 「外 の男 」 が そ の地

位 に つ き，年 長 性 の原 理 に よ る地 位 関係 が 明確 化 され る。 そ して ，実 際 の言 動 に お い

て は ，「小 さい人 」 は，「大 きい人」 の言 い つ け をま も り，言 わ れ た とお りの こ とをす

る・男 性 キ ョウダ ィ が魚 と りにで か け た場 合 ， 年 少者 は ，年 長 者 の漁 具 を持 ち運 ん だ

り・ とれ た魚 を集 め て ま わ る役 を忠 実 に は たす 。 ま た 女性 キ ョウダ ィの場 合 も，年少
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者は年長者の指示に従い，石焼き用の小石を海岸から運搬 したり，たき木を森で探 し

たり，池から水をかついだりといった雑用をうけもつ。このような年長性の基準に基

づ く行動様式は，厳格に守 られており，成人後においても，年少者が年長者を無視す

る行為を したときには，肉体的制裁をうけたり，また，超人間的存在によって 「罰」

がくわえられると信 じられている ［須藤 １９８０］。

　以上でみたように， リニージは，異世代の成人間では，母方オジ （嬬 げの切 と姉

妹の子ども （μ 伽 ），同世代の成員間では， 男性キョウダイと女性キョウダイおよび

同性のキョウダイ間での相対年齢に基づいて，それぞれ優ｉ位と劣位という地位関係に

よって組織化 されているのである。そのような地位関係は， リニージの成立の基盤と

なる生産手段，つまり土地などの食料資源にたいする成員の権利の行使の局面にも反

映 して くる。筆者は，／ｅｅｗ　ｒａａ（リニージ）を生産手段を共有する自律的集団と規定

したが，つぎに，土地および食料資源の共同所有体 としてのリニージの構造について

述べることにする。ただし，サタワル社会の土地所有の体系については，筆者が既に

詳 しく論述 した ［須藤 １９８４］ので，ここでは，基本的な枠組 についての記述に限定

する。

　サタワル社会で， リニージの維持，存続のために不可欠となる食料資源は，ココヤ

シ林，パンノキの樹木およびそれ らがはえている土地とタロイモ田である。それらの

食料資源 （財）を使用ないし活用する権利は， リニージ成員に均等に配分されている

わけではない。その権利の不均衡性は，サタワル社会において，食料資源を リニージ

間で贈与するという慣行に起因する６具体的にいうと， リニージの男性は彼の妻およ

び彼 らの子どもに，ココヤシの木，パンノキとタロイモ田を贈 ることが義務づけられ

ているのである。子 どもの立場か らみれば，彼らは自分で保有 し，使用する財を，父

親と母親 （自分）の双方の リニージか らうけとる権利を保持することができる。 した

がって， リニージ成員はいくつかの財を共有するキョウダィ単位 に分離する。 しか し，

そのキョウダィ 「集団」は父親から相続する財だけで自立することが不可能で，母親

（自分）の リニージの共有財に食糧資源の多 くを依存する。つまり，父からの財を共

有する単位 （キョウダィ集団）は，離接的な自律集団を形成するわけでなく，性質上

リニージの組織内により小さな 「中核的集団」を形成するのである。

　 リニージは，財を所有 し，使用する権利の保持者を軸に類別すると，少なくとも３

つの 「集団」より構成される。一つは，リニージ成員のすべてをふ くむレベルで，こ

れはリニージの代々の祖先が保有 してきた財にたい して，均等に権ｉ利を主張できる人

びとによって編成される。この財は，ｒａｐｉｎｄｉ〃ｍｗｏｎｇｏ「（リニージの）元来の食料資源」
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な い し ｒａｐｉｎｕｆａｎｄｉ「元 来 の土 地 」 とよ ば れ ， リニ ー ジの 全 成員 に よ って共 有 され る。

この カ テ ゴ リー の うち， タ ロ イモ 田 は リニ ー ジの女 性 首 長 の 指示 で ， リニ ー ジの女 性

成 員 に配 分 され ，活 用 され る。 しか し， コ コヤ シ林 とパ ンノ キは ，現 実的 に は リニ ー

ジ の成 人 した 未婚 男 性 と女 性成 員 の夫 た ち によ って使 用 され る。 とい うの は， リニ ー

ジの多 くの男性 成 員 は， そ れ ぞ れ の妻 の リニ ー ジに居 住 し，そ この 財 を使 用 す るか ら

で あ る。 しか し， リニ ー ジの 男 性 成 員 は他 出 して いて も， リニ ー ジの ｒａｐｉｎｄｉｍωｏｎｇｏ

を使 用 す る権 利 を保 持 して お り， ま た婚 入 した 男性 た ちの使 用 して い る財 に た い して

管 理 ，監 督 す る権 限 を も って い る。 そ して ，共有 財 で あ るパ ンノ キの伐 採 や ココ ヤ シ

林 の植 え か え を決定 し，共 有 財 を 分 割 して他 の リニ ー ジへ贈 与 す る な どの 問題 を解 決

す るの は ， リニ ー ジの男 性 成 員 の責 任 とな る。 と くに， ５伽 ωｏｏηη砂 ８８ω ７翻 （リニ ー

ジ長） は ， リニ ー ジの集 会 を招 集 し， そ れ らの処 分 にた いす る最 終 的 判 断 を くだす 責

任 を お う。 た だ し， リニ ー ジ の共 有 財 の うち ， タ ロ イ モ田 の処 分 お よび他 の リニ ー ジ

へ の 分割 ，贈 与 に関 して は ，女 性 の リニ ー ジ長 が女 性 成 員 の合 意 の もと に決定 す る。

た とえ ， 男性 の リニ ー ジ長 が彼 の子 ど もに 多 くの タ ロイモ 田 の贈 与 を要 求 して も，女

性 リニ ー ジ長 は そ れを 断 わ る こ とが で き る。 タ ロイ モ 田 の処 分 につ い て は彼 女 が絶 対

的 権 限 を も って お り， リニ ー ジ成 員 は その 判 断 に従 わ な けれ ば な らな い。

　 二 つ め の レベ ル は， リニ ー ジに婚 入 した 他 ク ラ ンの 男性 が贈 与 した財 を共 有 す る，

（彼 の妻 の ） リニ ー ジ成 員 によ って形 成 され る 「集 団」 で あ る。 この集 団 は父 を 同 じ

くす る （リニ ー ジの ）兄 弟 姉 妹 に よ っ て編 成 され る。 そ して ， そ の 財 は ｒａｐｉｎｄｉ　ｍωｏｎｇｏ

と区別 され ，プ磁 ηｇ４’０彿ω０ηｇＯな い し．加 η８４彦ＯＪ勉磁 「贈 られ た食 料資 源 な い し土 地」

とよ ばれ る。 この贈 与 され た財 は ，単 に ｎｚｆｆａｎｇ「贈 り もの」 と も表 現 され る。 こ の財

が贈 与 され る時期 は ，男 性 の婚 姻 時 とそ の子 ど もの誕 生 時で あ る。 そ して， 贈 られ た

財 を使 用 し，管 理す る権 限 は，子 ど もが成 人 に達 す るま で の あ いだ は ，贈 与 した 当人

（父 親 ） とそ の 妻 が保 持 して い る。 そ れ らの財 は，父 親 の死 に よ って ， コ コヤ シ林 と

パ ンノ キ は， 父 か ら息 子 へ ， タ ロイ モ 田 は その 妻 （母 親） か ら娘 へ と い う ライ ンで 相

続 され る。 この よ うな財 にた い す る権ｉ利 お よび そ の 相 続方 式 か らも うか が え るよ うに，

男性 （父 親 ） が子 ど もに譲 渡 した財 は，子 ど もの リニ ー ジの共 有 財 と は明確 に区 別 さ

れ る。 た とえ ，子 ど も の 嬬 げ ⑳ 砂 （母 方 オ ジ）や リニ ー ジ長 で あ って も， ほ か の リニ

ー ジの男 性 が彼 らの リニ ー ジ の成 員 に くれ た財 を と りあげ た り
，勝 手 に処 分 す る こと

は 許 さ れ な い。

　 父 親 か ら贈 られ た財 は ， リニ ー ジの そ の子 ど もた ちに よ って排 他 的 に共 有 され る。

つ ま り， それ らの財 は ，子 ど もの視 点 か らみ れ ば，父 親 を 同 じ くす る兄 弟 姉 妹 （同一
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リニ ー ジの キ ョウダ イ） の 「私 的」 占有 物 で あ る。 そ して ， キ ョウダ イ の共 有 財 は ，

年 長 性 の原 理 に基 づ い て使 用 ，管 理 さ れ る。 長 男 （ｍωａａｎｎｅｒｉｉ）が， コ コヤ シ林 とパ

ンノ キの 活 用 に た いす る最 高 の権 限 を もち，長女 （．ｔｉｎｅｒｉｉ）が タ ロ イモ 田 の配 分 や植 栽

に 関す る責 任者 とな る。 そ して ，男 性 キ ョ ウダ ィが婚 出 し，子 ど もを もつ と， そ れ ら

の財 を彼 の 妻 な い し子 ど もに贈与 す る事 態 が生 じる。 この場 合 ，贈 与 財 と して最 優 先

され るの が， 彼 の父 親 か ら譲 渡 され た財 で あ る。 父 親 が生 存 して いれ ば， 彼 が ど の程

度 の数 量 を息 子 の子 ど もに移 譲 す るか を 決定 す る。 しか し，彼 の死 後 にお い て は ， 長

男 を 中心 に キ ョウダ イ の話 し合 いが もた れ ，合 意 の うえ で贈 与 財 の数 量 を 決 め る。 こ

の処 分 に た い し， 母 親 の 意見 は参 考 に され るが ，彼 女 の 男性 キ ョ ウダ イを は じめ リニ

ー ジ成 員 の干 渉 を うけ る こ とはな い。

　 た だ し，兄 弟 の 人 数 が 多 か った り， 父親 が少 量 の 財 しか贈 与 しなか った り して ，兄

弟 が彼 らの子 ど も に贈 る財 が不 足 す る場合 には ， リニ ー ジの共 有 財 な い し他 の リニ ー

ジ成 員 の財 を分 与 す る。 この と き に は，父 親 と母 親 とを 共有 す るキ ョウダ ィ集 団 よ り，

上部 の レベル で の財 の 処 分 につ いて の決議 が な され る。 リニ ー ジの共 有 財 を ， 婚 出 し

た リニ ー ジの男 性 成 員 に贈 与 す る場 合 の リニ ー ジの権 限 に関 して は前 述 した 。 こ こで

問 題 にな るの は， リニ ー ジ全 体 の レベ ル と キ ョ ウダ イ集 団 との 中 間 レベル で ， 財 の 共

有 に基 づ く実 体 的 集 団 が形 成 さ れ ，機 能 して い る点 で あ る。 この リニ ー ジ の 中間 レベ

ルで 形 成 され る財 共 有 体 が ， 三 つ め の 「集 団 」 にあ た る。

　 三 つ め の 「集 団」 は， リニー ジに婚 入 した 男性 が ，財 を 贈 与 した に もか か わ らず 子

ど もが いな か った り，娘 だ けで あ った り して ， そ の財 が リニ ー ジ に世代 を超 えて 保 有

され て い る場合 に形 成 され る。 ま た ， そ の集 団 は， リニ ー ジへ の 婚 入男 性 が大 量 の財

を贈 与 して ，彼 の息 子 た ち がそ の財 の一 部 を処 分 した だ けで ， 残 余 の財 が リニ ー ジ に

現 存 して いた り， そ の男 性 が彼 の リニ ー ジ の最 後 の生 存 者 で あ った り した状 況 の もと

で も顕 在 化 す る。 た とえ ば ，母 の 父 （祖 父 ） の贈 与財 が ， リニ ー ジ に保 有 さ れ て い れ

ば ，祖 父 の財 にた い して ， その 祖 父 の妻 つ ま り，祖 母 の母 系 子 孫 が 対等 の権 利 を保 持

す る こ と にな る。具 体 的 に い う と， 自 分 をふ くめ，母 の男 性 キ ョ ウダ ィ ，母 の女 性 キ

ョゥダ イ と彼 女 た ちの子 ど もが ， 母 の 父 の贈 与 財 を 使 用 した り，処 分 した りす る権 利

を もつ の で あ る。 した が って ，母 方 の 祖母 を頂 点 とす る母 系 の 出 自集 団 が ， 財 の 共有

体 と して成 立 す る。 この 場 合 ， そ の財 の 管 理 お よ び処 分 に関 して権 限 を もつ の は ，母

の男 性 キ ョウダ ィ ， い いか え れ ば， 嫉 げ 妙ウ の カ テ ゴ リー にあ る男 性 で もあ る。 そ

の な か で も，年 長 の ’眈げ 妙 か が ，最 終 的 な 処分 権 を保 持 す る。 そ して ， タ ロ イ モ田

のそ れ に つ い て は ，母 の年 長 の女 性 キ ョウダ イ で あ る。
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図１４　 リニー ジ内の財を共有する分節的単位

　うえで述べた例は，２世代前の男性の贈与財を共有するリニージ内の下位の集団形

成のしくみであるが，サタワルの人びとは，系譜がたどれるかぎり， リニージに財を

贈与 した男性祖先を記憶 している。したがって，過去 に婚入 した男性がもちこんだ財

のうち，そのリニージに現有されているものがあれば，その男性 （の妻）を祖 とする

女系出自の成員よりなる集団が形成される。 しか しながら，サタワル社会において各

リニージへ婚入 した男性の名前 と，彼が帰属 しクランの名称 とを同一化できる世代深

度は，現実には，リニージの生存する最上世代者から数えて３～ ４世代までである。

そのために，中闇 レベルでの財を共有する集団というのは，通常， リニージの生 きて

いる最上世代者から数えて ２～ ３世代前の女性を祖先とするリニージ成員によって編

成される。この場合の贈与財にたいする最高責任は，最上世代の年長男性の手にゆだ

ね られる。

　以上でみてきたことを模式図で表現すると図１４のようになる。その図からもうかが

えるように， リニージは女性始祖からうけついできた 「元来の土地」を共有する母系

出自成員によって成立 している最大の自律的集団の単位 （Ａ）か ら， 父 からの贈与財

を共有する実の兄弟姉妹よりなるキョウダイ集団のレベル （Ａ－２）にいたるまで，土地
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　亀

共 有 体 と して 重層 性 を特 徴 と して い る。土 地 資 源 の共 有 とい う局 面 で ， リニ ー ジ が重

層 構 造 を 示 す傾 向 は トラ ックや モ ー トロ ック社 会 に共 通 して い る。 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は，
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リニ ー ジ内部 に お い て， 自律 的集 団 を形 成 して い な い が， 独 立 した リニ ー ジへ と発展

す る可 能性 を秘 めた 集 団 を ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ （出 自系 統 ） と規 定 して い る。 彼 は トラ ック

社 会 の ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅが， 「母 ，祖 母 ， 曽父 母 とい った記 憶 され う る女 性 か ら系 譜 の う

え で共 通 の出 自を た どれ る リニ ー ジの成 員 」 で構 成 され ， 「一 つ の よ り小 さ い団 体 」

と して リニ ー ジ に くみ こまれ る と定 義づ けて い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　１９５１：６６］。 そ し

て ， ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅは， 「潜 在 的 リニ ー ジ」 で あ り， そ れ ま で の リニ ー ジ成 員 と家 屋 を

別 に し，新 しい 財 を獲 得 して それ を 自 由 に処 分 で き る権 利 を もった と きに ，独 立 した

リニ ー ジに な る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ９５１：７７－７８］。

　 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ が提 示 した ｄｃｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅの概 念 は， サ タ ワル社 会 の リニ ー ジ に お い

て は， 中 間 レベル の財 産共 有 体 に相 当 す る。 つ ま り ２～ ３世 代 前 の女 性 祖 先 か らの 出

自を 共通 に す る リニ ー ジ成 員 に よ って 形成 さ れ る集 団 を 指示 す る概 念 と して適 用 で き

る。 た とえ ば ，図 １４の Ａ ｌ レベ ル の集 団 構 成 で あ る。 しか し，現 実 にお い て は， サ タ

ワル 社 会 の リニ ー ジ 内 に形 成 さ れ る下 位 集 団 は ， そ の世 代 深度 に お いて トラ ックの

ｄｅｓｃｃｎｔ　ｌｉｎｅ よ り長 世代 に わ た り， ま た ，財 産共 有 体 と して の リニ ー ジへ の依 存 度 が

高 い点 で ， トラ ック のそ れ とは性 質 を 異 に す る。 そ して ， サ タ ワル社 会 で の そ の よ う

な ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ が発 展 して ，新 しい リニ ー ジへ離 接 す る きざ しを みせ る下 位 集 団 は，

家 屋 を は じめ 居 住地 ，炊 事 小屋 そ して リニ ー ジの共 有 財 の分 割 を 終 え て い る。 した が

って ， １つ の リニ ー ジを構 成 し， 社会 的 に も固 有 名 を も った リニ ー ジ に くみ こま れ て

い るが ，財 を 別 に し，炊 事 小 屋 も別 にす るよ うな 下位 集 団 に た い し， 筆 者 は ｄｅｓｃｅｎｔ

ｌｉｎｅ と区別 す るた め に ，「下位 リニ ー ジ」 （ｓｕｂ　ｌｉｎｅａｇｅ）とい う用 語 を あて る こ とに す

る。 この下 位 リニ ー ジの居 住 地 お よび財 の分 割 につ いて ， こ こで Ｍ ａａｓａｎ６ ク ラ ンの

例 を と りあ げ て土 地 所 有 と関連 させ て 簡単 に検 討 す る こ と に しよ う。

　 Ｍ ａａｓａｎ６ ク ラ ンの本 拠 地 （Ｐωｕｋｏｓ）に は， 現 在，１３世 帯 ５７人 の人 び とが 住 ん で い る

（表 ４参 照 ）。系 譜 上 ， この 居住 集 団 は ４世代 間 の生 存 す る Ｍ ａａｓａｎ６ ク ラ ンの女 性 成

員 を 中心 に して ま とま って い る （図１５）。 社 会 ・政 治 的 に は ， Ｗ ｅｙｉｓｏｗ　Ｐωｕｋｏｓに居

住 す る人 び と と して １つ の 社会 集 団 とみ な され て い る。 そ して ， 経済 的 に も， 島 レベ

ル で の食 料 の分 配 の さ い に は １つ の単 位 を 形 成 す る。しか し，この ク ラ ンが保 有 す る財

の 日常 的利 用 お よび そ れ を消 費 す る単位 と して は，３つ の 小 集 団 に分 かれ る。そ れ ぞ れ

の 小 集 団 はす で に ク ラ ンの 「元 来 の 財」 を分 割 して しま って い る。 そ して ， 日 々 の食

料 にす べ き タ ロ イモ や コ コヤ シを 採 取 して ，料 理 す るた め の共 同 炊 事小 屋 （ｍａｎｕｕｍω）

を ３個 所 に建 て て い る。 そ れ ぞ れ の炊 事小 屋 を所 有 す る単 位 は，基 本 的 に は， 第三 世

代 の ４人 の女 性 キ ョ ウダ イ （図１５の ６， ８， ９，１０） の個 々の子 孫 （娘 お よび 養女 ）
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図１５ Ｍａａｓａｎｅクランの分節化 と下位 リニージ （ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅ）

　　　　　　　　　　　註 １）Ａの は故人を示 し，生存者は女性 の成人成員を中心 に描いて ある。

　　　　　　　　　　　　　２）……は養子関係を表わ し，→は養入先を指す。

　　　　　　　　　　　　　３）１～ＩＩＩは下位 リニ ージの単位を表わす。
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表４　居住集 団 の人 口 と土地保 有数

1

ク ラ ン

 Neyââr

プ コ ス

（リニ ー ジ）

 Rdapiirakirh 

 NeyimwenikAt 

 Neyfiar

略 号 世帯 人口

土 地

2

3

4

5

6

7

8

 Yaanatiw

Noosomwar

Kataman

Piik

 Sawen

 Sawsk

 Maasane

 YAanatiw 

 Neyan 

Wenikeyiya

Kaningeirek 

 Faayinen

 Yesukunap 

Wenikeyiya

 Nesâtikitw

 FfiâniyOr

 YSpeew 

 Yatiirong

Weyisow

総区
画数

元来
の土
地

タ ロイ
モ田

講

18 

6 

7

元来
の土
地

パ ンノ

キ 婚入者

74

婚出者

NE-R 

NE-P 

NE-N

10 

3 

2

32 

13 

15

32 

11 

7

14 

2 

4

10 

2 

4

187 

55 

91

１５ 60 50 20 333

65

31 １６

YA-A 

YA-N 

YA-W

5 

6 

1

45 

40 

5

27 

28 

11

17 

15 

5

25 

23 

8

5 

14 

2

130 

115 

22

１２  90! 66  37 56 21 267

43

29 

46

56

60

NO-K 

NO-F

7 

12

42 

71

32 16 

34 8

6 

3

113 

 ?

19 1131 661 24 75 ９ 113

138 49

51

KA-A 

KA-W

8 

2

61 

10

29 

12

16 

7

24 

5

 7 

3

10 71 41  23^  291 10 138

106 22

42

 PI 5 20 16 7 11 3

 96 22

12

SW 3 23 27 15 19 10

３２

26

SW-A 

 SW-Y

5 

5

19 

39

15 

13

7 

5

12 

17

6 

9

151 

108

41

10 ５８ ２８ １２ ２９ 15 259

MA 13 57 28 13 28 1

142 32 27

合 計 ８７１

世帯

４９２

人 ｔ

322 151  278 85 １４５４

　　本

３３０

人

３２４

人

註 １．パ ンノキの数量は，秋道氏の資料を利用 した。

　 ２．各 リニー ジの世帯 と人 口は，プコス （居住地）に住んでいる人び との数であ り， リニー

　　　ジ成員の数を示 してはいない。

　 ３，土地 には，ココヤシ林，屋敷地 およびカヌー小屋周辺 の土地 がふ くまれる。
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た ちで あ る。 そ して ， 日常 的 な食 物 の 獲 得 と料 理 は， そ れ ぞ れ の女 性 キ ョウダ イの女

系 子孫 （養 女 もふ くむ） よ りな る集 団 ご とに お こな わ れ る。 サ タ ワル の 人 び とは この

集 団 を，ｐｗｕｋｏｓの な か の小 さな ま とま り とみ な し，　ＺＶＯＳＯＷＵＳと よん で い る。　Ｗ ＯＳＯωＵＳ

を 構ｉ成 す る ， 最 上 世 代 の女 性 の子 孫 た ち は， Ｗ ｅｙｉｓｏｗ 居 住 区 の な か で も， 空 間 的 に

そ れ ぞ れ分 離 した住 み わ け を して い る （図 ９の４６，５３，５４）。 こ の よ うな 性 格 を もっ

ｐｗｕｋｏｓを ， こ こで は ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅ「下 位 リニ ー ジ」 と規 定 して お く。

　 Ｍ ａａｓａｎｅク ラ ンが ３つ の 下 位 リニ ー一一・・ジ に 分 裂 した 背景 に は， １系統 （４　Ｎａｉｓｅｎｉｎ

を女 祖 にす る集 団 ） が絶滅 した他 の ク ラ ン （Ｆ舶 ｎｎｉｗｉｒｈ）の財 を相 続 した こと と，女

性 後 継者 が少 く他 の ク ラ ンか ら多 くの養 子 を と って い る とい う， この ク ラ ンの特殊 的

状 況 が あ る。 ３下 位 リニー ジは ，形 態 上 ， 個 別 の 財 を保 有 す る集 団 とい う こと にな る

が ，貯 蔵 用 パ ンノ キ の実 （ｍａａγ）の製 造 ，島 の 祭 宴 へ の食 料 の供 出 ， カ ヌー の建 造 や

カ ヌ ー小 屋 の修 復 な どへ の労 力 の提 供 な どの さい には ，Ｍ ａａｓａｎ６ク ラ ンの Ｗ ｅｙｉｓｏｗ

リニ ー ジ （プ コス） と して １つ にま とま って 行 動 す る。 つ ま り； 下 位 リニ ー ジ は， ほ

か の クラ ンの 分節 集 団 （リニ ー ジ） の よ うに， 対 外集 団 的 な い し対 社会 的 に は ，独 立

した 自律 的 集 団 とは み な され て い な い 。Ｍ ａａｓａｎ６ ク ラ ンの よ う に， 多 くの成 員人 口

を か か え る ク ラ ン （リニ ー ジ） な い し居 住 集 団 にお い て は ，分 節 化 して小 集 団 を形成

す る動 きが み られ る。 この 傾 向 は ， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ンの Ｆａａｙｎｅｎ リニ ー ジに も う

か が われ る。 １２世帯 ，７１人 の 成 員 人 口 を よ うす るそ の リニ ー ジは， ２つ の炊 事 小 屋 を

共 有 す る集 団 に分 離 して い る。 以 上 で述 べ た集 団 構 成 員 の 人 口規 模 を考 慮 す る と， サ

タ ワ ル社 会 にお い て ，財 を 保 有 す る 自律 的集 団 は， 単 世帯 に よ る形 成 ・存 続 が 困難 で

あ り，逆 に， １０世帯 を こす 段 階 にな る と分 節 集 団 を 形 成 す る動 き が顕 在 化 す る とい う

傾 向 性 を指 摘 で き る。

ＩＶ． 居 住 集 団 の 構 造 一一ｐｗｕｋｏｓとｐｅｒｈａｎｇｉｙａｎ一

１．　 居住集団の構成原理

　サタワル社会で，日常的な生産活動，生計や消費をともにする最小の生活集団は，

特定の唐住地に共住する出自集団の成員を軸に構成される。その集団の構成員は，妻

（母）方居住の方式に基づ くため， リニージの女性成員 と彼女たちのもとへ婚入 して

きた男性，彼らの子ども，未婚の男性成員と養子である。それ らのほかに，他島の女

性 と結婚 してこの島に住む リニージの男性成員の妻およびその子どもが くわわること
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もあ る。 こ の よ うな ， リニ ー ジ の女 性 成 員 が集 合 的 に居住 す る土 地 お よび 彼 女 た ち を

中 心 に形成 され る居 住 集 団 を指 示 す る名 称 と して プ コス Ｐωｕｋｏｓとペ ラギ ヤ ン Ｐｅｒｈａｎ－

ｇ加 ηの ２語 が あ る。 プ コス は ， 基 本 的 には ， リニ ー一ジの成 員 の 占居 地 区 を指 す 用 語

で あ るが ， そ の語 は 出 自集 団 へ の 帰 属様 態 を 示 す こ と もあ る。 そ こで ，最 初 に ， プ コ

ス の構 成 お よび性 格 に つ い て記 述 す る。

　 現 在 ， サ タ ワル 社会 で は１５の プ コス に人 が居 住 して お り， Ｐωｕｋｏｓ はそ の 土 地 名 で

呼称 され る。 １つ の 固 有 名 （土地 名） を もつ プ コス は ，通 常 ， 数軒 の家 屋 （イ ー ム ゥ

］ｉｉｍω）， １戸 の共 同炊 事 小 屋 （マ ヌ ー ム ゥ ｍａｎｕｕｍω）の建 物 群 で構 成 され る。 イ ー ム

ゥは基 本 的 には， １組 の夫 婦 とそ の子 ど も単 位 に 占居 さ れ るが ， 娘 夫婦 とそ の親 夫 婦 ，

な い し ２組 の姉 妹夫 婦 が同 居 す る形態 もみ られ る。 そ して ， マ ヌ ー ム ゥの 中央 に は ，

地 炉 （ウー ム ゥ ｗａｕｍｗ） が掘 られ て お り， 週 に １度 （土 曜 日） な い し 島 の行 事 が あ

る と きに は ， プ コス の女 性 た ちが 共 同 で そ れ を使 用 して 料理 を つ くる。 伝 統 的 には ，

プ コス に １つ だ け のマ ヌ ーム が存 在 す る形態 が一 般 的 で あ った ２１）。 しか し， こ こ２０年

の あ い だ に ，米 食 の頻 度 が 増加 し，石 油 コ ンロの普 及 な ど の要 因 で ，各 家 単 位 に小 規

模 な 地 炉 を 備 え た差 し掛 け屋 根 の炊 事 小 屋 を つ くる傾 向 が あ る。 そ の よ うな傾 向 に と

もな って ， プ コス に共 住 す る女 性 が ， １軒 の 炊 事 小 屋 を使 い共 同で 食 べ もの を調 理 す

る回 数 が減 って きて い る。

　 現 在 の プ コス は， うえ で み尭 よ う に，数 軒 の家 群 が建 ちな らび ， １軒 の共 同炊 事 小

屋 と家 単 位 に小 さな炊 事 小 屋 が併 設 され る空 聞 で あ る。 プ コス の外 側 ， つ ま り，他 の

プ コス との境 界 は，石 や低 い石 垣 が並 べ て お か れ る。 石 で 囲 ま れ た敷 地 に は，建 物 の

ほ か に ， 中庭 磁 纐吻 伽 ω （「家 の 外側 」 の意 ）， サ ツマ イモ や タ バ コが植 え られ て い

る畑 が あ る。 そ して ， 中庭 や 家 の周 囲 に は， 一 面 ， サ ンゴ礫 （ｆａ■ｉｍｏ）を敷 きつ め る。

サ タ ワル の人 び とは， この サ ンゴ礫 を 敷 い た空 間 ｎｅｅｆａ２ｉｍｏ（ｎｅｅは場 所 を 示 す接 頭辞 ）

を ， 人 が 住 む場 所 ，つ ま りプ コス とみ な して い る。伝 統 的 宗 教 観 念 によ る と， プ コス

居 住 者 の死 体 は ， この 空間 に埋 葬 され るの で ，死 者 の身体 が こ こに永 久 に と どま って

い る と考 え られ て い た 。 した が っ て ， プ コス成 員 に病 気 な どの不 幸 がふ りか か った と

きや リニ ー ジの男 性 が カ ヌー で航 海 に 出か け る と きに ， その 墓 地 に供 物 を 捧 げ て儀 礼

を お こな う。 キ リス ト教 の 受容 前 に は ， プ コス は そ の共 住 成 員 が 日常 的 な生 産 と消 費

２１）１９３１年か ら７年間， サ タ ワル島に滞在 した土方は，マヌーム （イマヌ ・ウム 「石焼炊事 の

　家」） は，プコスに一 つだけでよいと述べている。そ して，「い くつかの家々の女達 が，タ ロ芋，

　パ ンノ実等をもち寄 って，ここで共 同炊事 し，出来上 った一鍋 ，一皿の食物を適宜 に分け合 っ

　て各 家に持 ってゆき，家単位に食事 がされる」 と記述 している ［土方 １９８４：７２］。 また， １９０８

　年のサタワルの家屋配置を描いた Ｓａｒｆｅｒｔの報告 にも，数軒の家に １つの 炊事小屋が 存在 して

　 いる ［ＤＡＭＭ　ｕｎｄ　ＳＡＲＦＥＲＴ　１９３５：１３２］。
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の 活動 を す る場 所 と して だ け で な く， 祖 霊 （ｓｈｏｗｔｕｐ） と深 く結 び つ い た祭 祀 的 空 間 で

もあ った ２２）。 しか し，サ タ ワル の人 び と は， 同 じプ コス に永 住 す る こ とを使 命 と考 え

て お らず ，成 員 が相 つ いで死 亡 した り， 病 人 が 多発 した りす る と， そ れ ま で住 ん で い

た プ コス を放 棄 して新 しい 土 地 を切 り開 いて居 住 地 をつ くる。 そ して ，祖 先 の墓 が あ

る旧 居 住 地 は ，パ ンノ キや コ コヤ シを植 え た りす るの で ，外 見 上 樹 木 の は え て い る土

地 と同 じ景観 を呈 す。 しか し， そ の土 地 は樹 木 の あ る土 地 （プ ゥネ ェ ク ρωππθめ 一 般

とは区 別 され ， プ ォ ソプ ォス Ｐｗｏｓｏｐｗｏｓ「先 祖 が足 を踏 み いれ た と ころ」 とよ ば れ る。

そ こ に は， サ ンゴ礫 や周 囲 に石 が 並 べ られ て い るの で ，世 代 を経 て もプ ォ ソプ ォス で

あ る こ とを 確認 で き る。 この よ うに ， サ タ ワル にお け る居 住 空 間 は，石 積 み で 囲 ま れ，

サ ンゴ礫 が 敷 きつ め られ た一 区 画 とい うこ とに な る。 そ して ， その 区 画 はプ ォ ソプ ォ

ソ と称 され，家 と炉 が つ くられ ，人 び とが実 際 に居 住 す る とプ コス とよ ばれ るの で あ る。

　 そ の よ うな プ ラ ンを示 す プ コス は ，居 住 区 と して だ けで な く，人 び とが 自分 の 出 自

集 団 へ の 帰 属 を 同定 す る実 体 と して も重 要 な意 味 を もつ 。 そ れ は， 各 リニ ー ジの 名称

が ， それ ぞ れ の プ コス の 名前 に 由来 す るか らで あ る。 た とえ ば ，相 手 の帰 属 す る リニ

ー ジをた だ す 場 合 ，ｙｉｆｆａ　ｐｗｕｋｏｓｏ’ｍｗ 「あな た の生 ま れ た屋 敷 地 ・集 団 は ど こか 」 と い

うい い か たを す る。 そ れ に た い し，ｐｗｕｋｏｓａｙ　Ｎｅｙａｎ 「私 の 出 自集 団 は ネ ヤ ンだ 」 と

答 え る。 また ， 婚 入 した 男性 が妻 の 要 望 を 聞 きい れず ，魚 と りやパ ンノ キ の実 の 採 取

の仕 事 をせ ず に怠 けて い る と， 妻 はｗｏｏ　ｓｕｕｎｅ’ｐｗｕｋｏｓｏｍｗ 「おま え の リニ ー ジ の本 拠

地 へ帰 れ」 と夫 に言 いつ け る。 これ は夫 を追 い出 し， 「離 婚」 を 意 味 す る表 現 で あ る

が ， 同 時 に婚 入 者 は， 妻 の集 団 の プ コス （リニ ー ジ） の成 員 で な い こ とを意 味 して い

る。 この よ うに ，ｐｗｕｋｏｓの語 彙 は それ が使 用 さ れ る状 況 に よ って ，　 リニ ー ジ成 員 が

占居 す る居 住 区 を 指 す の と と もに， そ こ に居住 す る人 び と の リニ ー ジそ の もの の名 称

を も指 示 して い る。　 しか し， プ コス の成 員 を 指示 す る場 合 に は， ｒｈＯＯ　ｎｉ　ｐωｕｋＯＳ（ａｙ）

「（私 の） プ コス の人」 な い し， ｙｏｕｔｏｎｎｏ　ＰｗｕｋＯＳ（ａ２）「（私 の）プ コス の 中味 」 と表 わ

す 。 こ こで ， 「プ コスの 人」 が 意味 す るの はそ の プ コスで 生 ま れ た人 ，つ ま り リニ ー

ジ の成 員 で あ り， それ に養子 は ふ くま れ るが ，婚 入者 は除 外 され る。 した が って ，プ

コス は リニ ー ジ成 員 が 「足 を つ け た場 所 」 で リニ ー ジの 「本 拠 地 」 とみ なせ る。

　 他 方 ， ペ ラギ ヤ ン クθ７加 η８卿 πの用語 は， プ コス に居 住 す る人 び とを指 す 。 土 方 は

２２）サタワルの伝統的死生観 は，人 が死ぬと四 Ｎ間， 死者の身体 （ωｏｏｎａＰ）と霊魂 （ｎｇｕｎ）は，死

　者の住んでいた家 と墓のあいだを往来する。そ して，五 日目の早朝に，その家の側で死者が使

　用 して いた もちものを焼 くと，死者の霊魂 は天上界へ去 ってゆ くが，死者の身体は，墓地にと

　 どま ってお り，ωｏｏｎａＰ（死体のカ ミ）としてプ コスの人び との言動を監視す る。そ して，ωｏｏｎａＰは

　親が子どもの世話を しなか った り， プコスか ら婚出 した男性に贈 りものを しなか ったりすると，

　プ コスの成員に病気な どの危害を くわえると考え られて いる。
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そ れ を ，「群 棲 的 な ， い わ ば大 家 族 的 な ， 共 同炊 事 を営 ん で い る と ころ の人 で ， 養 子

で も婚 姻 関係 に よ る他 氏族 人 で もかま わ な い ， 同 プ コス 内 に生 活 して い る氏 人 お よび

縁 者 を 指 す語 で あ る」 と適 確 に定 義 して い る ［土 方 １９７４：３１５］。 土方 の 記 述 か らも

明 らか な よ うに ， ペ ラ ギヤ ンは ，一 つ の 居 住 区 に共 住 し，炊 事 小 屋 を共 有 し， 日常 的

な 生 産 と消 費 の活 動 を 共 同 で お こな う人 び との集 団 で あ る。 した が って ， リニ ー ジ の

女 性 成 員 を 軸 に して構 成 され る共 住 集 団 は，「母 系 拡 大 家族 」 と規 定 で き る。 ρθ擁απ一

ｇｉｙａｎの語 も，語 尾 に所 有 を示 す 接 尾辞 を つ け て，ｐｅｒｈａｎｇｉｙａｙ「私 の家族 」，　Ｐｅｒｈａｎｇｉ　ｅｅｒ

「彼 らの 家族 」 と表 現 され る。 「私 の家族 」 とい う表 現 は， その 時点 で プ コス に居 住

して い る人 び とを総 称 す る民俗 概 念 で あ る。 そ の た め ， リニ ー ジ成 員 で あ って も，婚

出 な い し養ｉ出 した 人 び とはふ くま れ な い。

　 サ タ ワル の 人 び とは ，プ コス で生 まれ た 人（ｍｗａａｎｎｉｆｏｔｏ「芽 を 出 した 男 」，メ 磁 π⑳ 彦ｏ

「芽 を 出 した女 」），婚 入 した 男 （ｍｗａａｎｎｉｒｅｔｏ 「飛 ん で きた 男」），養 入 した人 （ｆａａｍωｕｔｏ

「養 子 で来 た人 」） とを 類別 して い る。 プ コスで生 ま れ た人 ， つ ま り リニ ー ジの成 員

を指 す上 記 の ２語 の語 尾 ， ｆｏｔは植 物 を 「植 え る」 意 味 の ｆｆｏｔよ り派 生 して い る。 し

た が って ， それ らの語 義 は 「特 定 の土 地 に根 づ き， そ こか ら芽 を だ した 男 な い し女 」

で あ り， 「土 地 か ら出 て き た ほん と うの入 」 を 指 示 す る こ とに な る。 そ れ にた い し，

イ ナ ニ フ ォ トの も とへ 婚 入 して き た他 の ク ラ ンの男 性 は，ｒｅｔｏ「入 った 」な い し 「飛 ん

で きた」ｍｗａａｎ「成 人 男性 」 を意 味 す る。 ム ァー ンニ レ トとい うい い か た は， ム ァー

ンニ ホ トとの対 語 と して使 用 され る性 格 の もので あ る。 した が って ， それ ら ２語 は婚

姻 を契 機 に して変 化 す る男 性 の地 位 を 示 して い る。 ム ァー ンニ ホ トは プ コス か ら婚 出

して も， そ の プ コス の 「真 の男 」 と して プ コス に た い して 不 動 の権 威 を 保 持 して い る

男性 の一 面 を表 わ して い る。 そ して ， ム ァー ンニ レ トは婚 入 した妻 の プ コス で 妻 とそ

の プ コス成 員 に と って ， 「働 くた め に飛 んで きた 男 」 で ， 妻 と彼 女 の兄 弟 （ム ァー ン

ニ ホ ト） の監 督 下 にお か れ る男 性 の位 置 を示 して い る。

　 養 取 の手 続 きを経 て他 の リニ ー ジ に帰 属 し， そ のプ コス で生 活す る人 は，漁 伽 ω伽

「こ じあ け て きた人 」 と表現 さ れ る。 養子 は 離乳 期 な い し一 人 歩 きで き る段 階 に養 親

の も とへ ひ き移 る。 そ して ，彼 （女 ） は養 親 の リニ ー ジ成 員 と同等 の資 格 で ， そ の リ

ニ ー ジの 財 を使 用 す る権 利 を保 持 す る。 した が って養 子 が 女 性 の場 合 ，彼 女 の子孫 は

そ の まま養 親 の プ コス で生 活 す る こ と にな る。 数 世 代 にわ た って住 みつ づ け る と， 実

の リニ ー ジ成 員 と養 取 によ って くみ こま れ た女 系 子 孫 との 区 別 が不 明確 にな る おそ れ

が あ る。 そ れ らを類 別 す る とき に は ，ｒｈｏｏ　ｎｏｎ「入 りこん だ 人 」 とい う用 語 で 表 わ す 。

こ の語 は養 取 を契 機 と して プ コス成 員 にな った 非 リニ ー ジ成 員 を指 す だ け で な く， 前

　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 ８８５
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述 した よ うに ， リニ ー ジ に くみ こまれ た他 島 出身 者 の 「女性 の子 孫 」 も指示 す る。 し

か し， そ の語 を 当事 者 にむ か って直 接 言 う こ とは ， その人 び とに 「リニ ー ジか ら出 て

ゆ け」 と い う こ とを意 味 す る 「悪 い こ と ば」 で あ る。 その た め に ， この語 は 日常 的 な

会 話 場 面 で も ちい る こ とが禁 止 され る。 同 様 に ， ム ァー ンニ レ ト， フ ァー ム ゥ トとい

う表 現 も， 当人 を蔑 視 す る もの とみ な され ， そ の語 を使 用 す るに は ，場 面 を わ きま え

て慎 重 で な け れ ば な らな い 。

　 以 上 の こ とか ら， サタ ワル社 会 の特 定 の 居住 地 （プ コス） に共 住 し， 日常 的 な生 活

を お くる人 々の集 団 （ペ ラギ ヤ ン） は ， サ タ ワ ル 語 の カ テゴ リー で表 現 す るな ら，

ｙｉｎａｎｉｆｏｔｏを 中 心 に一 部 の ｍｔｏａａｎｎｚｆｏｔｏと ｍｔｖａａｎｎｉｒｅｔｏ，　ｆａａｍωｕｔｏ　１こよ っ て編 成 され る

の であ る。 そ して ，集 団 の 統合 や共 有 財 の 管 理 ，処 分 にた い す る権 威 は ，ペ ラギ ヤ ン

の成 員 で はな く， そ の プ コス か ら婚 出 して い る 〃～ω磁 ηπの ∫ｏの手 に ゆ だ ね られ て い る。

つ ぎ に， プ コス に住 ん で い る人 び との生 活 を ， 家屋 へ の住 み 分 け ， 土地 の利 用 と労 働

組 織 な ど に焦点 を あ てて ， 具 体 的 な事 例 を 参 考 に して記 述 して み た い 。

２．　 居住集団成員の住みわけ

　 ここ で と り あげ るプ コス は Ｙａａｎａｔｉｗ ク ラ ンの Ｎｅｙａｎ リニ ー ジで あ る６ 図１６か ら

うか が え る よ う に， Ｎｅｙゑｎ プ コス （図 ９の６５） に は ， ４世 代 間 の Ｙ５ａｎａｔｉｗ ク ラ ン

の女 性 成 員 を 中心 に ，彼 女 た ちの夫 とそ の子 ど もた ち， この ク ラ ンの未 婚 の男 性 成 員

と養 入 した他 ク ラ ンの成 員 が 住 ん で い る。 プ コス に居 住 す るペ ラ ギヤ ンの総 人 口 は４０

人 で あ る （表 ４）。彼 らは ６軒 の 家 に 分住 して い る。 １軒 の家 に居 住 す る人 び と は ，基

本 的 に は ， １組 の夫 婦 とそ の子 ど も とい う形 態 を と って い るが ， 養 子 を と っ て い る

Ｎｉｙａｗｕｒ夫 婦 （図１６の１５， １６）の場 合 は ２世代 の夫 婦 ， そ して Ｎａｔｉｋ （８）の場 合 は系

譜 上 ３世 代 間 の ク ラ ン成 員 と他 ク ラ ンか らの養 子 が 同居 して い る。 図 １７のＡ 家 に居 住

す る成員 は Ｎａｔｉｋ （図 １６の ８） を 中心 に ， 他 島 （Ｆａｒａｕｌｅｐ 島） か ら養 子 に 入 っ た

Ｎｅｓａｗｅｎｉｍ ａｎ （７）と彼 女 た ちの 養子 で あ る２３）。　Ｎａｔｉｋ は弟 Ｔａｕｋ （１７）の娘 ，２人 の

息子 Ｙｅｋｉｃｈｉｐ （２７）と Ｐｉｔｏ （３０）， さ らに １人 の娘 Ｎｅｔａｗｅｒｅｉｃｈｅｐ （３１）の子 ど もた

ち， 計 ４人 を養 子 に と って い る。 サ タ ワル社 会 に お いて は ，婚 出 した 男 性 の子 ど もの

２３）Ｎａｔｉｋと同居 している Ｎｅｓａｗｅｎｉｍａｎ（７）は， サタワル島の北西 ３００・ｋｍ に位 置す るフ ァラ

　 ウレップ （Ｆａｒａｕｌｅｐ）島の 出身者である。彼女は，　Ｎａｔｉｋと同 じ Ｍｏｎｇｏｎｕｆａｒｈ （Ｙａａｎａｔｉｗ）ク

　 ランの成員ではないが， ２０歳の ころサタ ワル島へ来て Ｎａｔｉｋの母 Ｎｅｙａｙｉｎｕｋ（２）の世話 をう

　 け，その養女 とい うかたちで， Ｙａａｎａｔｉｗ クランの成員 にな った。彼女が ファラウレ ップ島を

　 出たのは，彼女 のクランの男性 と性 関係を もった ことが発覚 したか らで ある。つまり，彼女 は，

　 インセス トを犯 したために， 島を 「追放」されたのである。サタワル島へ来てか らは，結婚せ

　 ず に現在 にいた っている。彼女は∫現在 「義理」の弟の息子を養子に して いるが，いままでに，

　 ３人の養子を とっている。
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．図 １７ Ｎｅｙａｎ プ コ ス の 家 屋 配 置 図
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う ち，少 な くと も １人 は，彼 の姉 妹 ない し母 親 の養 子 にな る とい う規 範 が あ る。 Ｎａｔｉｋ

の養子 は ， す べ て そ の規 範 に した が って い る。 と くに ， Ａｎａｋ（２４）は ウル シー環 礁 ，

Ｒｏｓｅ （２２）は エ ラー ト島生 ま れ で ，彼 女 た ちの両 親 はそ れ ぞ れ の 島 に住 ん で い る。 ま

た，Ｎｉｙａｗｕｒ（１５）は実 子 が い な いた め ， 姉 の娘 ，　Ｎａｉｐｏｎ（３７）を幼 児 期 か らひ き と

って 育 て て きた。 この よ うに ， 同 じク ラ ンな い し同 じ リニ ー ジの女 性 成 員 の子 ど もを

ひ き と って養 育 す る こ と は，ｎｏｗｎｏｗ　ｆｅｎｇｅｎ「い っ し ょに育 て る」とい わ れ る 。そ して サ

タ ワル の人 び とは，そ の 子 ど もが「実母 の もとか ら離 され る」（ｍｗｅｙｍｗｅ１）の で ，「養 子 」

ｍｗａｍｗｕ とみ な して い る。　Ｆ家 に住 む Ｎｉｙａｗｕｒ（１５）が ，姉 の息子 ，　Ｅｍｏｉｎｕｋ（３６）

の子 ど もを養 子 に して い るの は，Ｅｍｏｉｎｕｋ も彼 女 の養 子 で あ った か らで あ る。 こ の

場 合 は， 母 親 が 息子 の子 女 を 養 子 に す る とい う規 範 に基 づ く養 取 で あ る。

　 うえ で ， ２つ の家 の居 住 成 員 の う ち，養 子 を 中心 に関係 を み て きた が ， 図 １６か ら明

らか な よ うに， プ コス に は婚 入 した 男性 の ほ か に， そ の プ コス か ら婚 出 した リニ ー ジ

の 男性 成 員 の子 女 が くみ こまれ て い る。 そ の総 数 は１１人 で ， この プ コス に居 住 す る リ

ニ ー ジ成 員 の人 数２３人 の半 数 ちか くも占 め て い る。 そ して ， 婚入 者 は ６人 で あ る。 つ

ま り， プ コス の居 住 者 は ， そ の プ コス の 本来 の リニ ー ジ成 員 と非 リニ ー ジ成 員 との 人

数 が ほ ぼ 同数 を示 して い るの で あ る。 この よ うな傾 向 は Ｎｅｙａｎ プ コス だ けの 特 殊 的

状 況 で は な く， サ タ ワル 社会 の すべ ての プ コス にみ られ る こ とで あ る。

　 つ ぎ に ，図 １６と図 １７とを参 考 に して プ コス 居 住 者 の 住 み わ け につ い て述 べ る。

Ｎｅｙａｎ プ コス の住人 は ， ６軒 の家 に分 か れ て住 ん で お り， １軒 の家 を の ぞ き，１軒 あ

た りの住 人 の数 は ７入 で あ る。Ｎａｔｉｋ の家 と Ｎｅｋａｗ の家 （Ａ 家 と Ｃ 家） は， トタ ン

の屋 根 ， ベ ニ ヤ板 の壁 を も ち いて い るが， あ と はす べ て コ コヤ シの葉 で屋 根 を葺 き，

そ の葉 を 編 ん で壁 に して い る。 家 の大 きさ は平 均 ６坪 で ，土 間 形 式 で 間 仕 切 りは な い。

床 に は， コ コヤ シの葉 製 の 目 の荒 い マ ッ トを敷 き， 就 寝 時 には ， そ の上 にパ ンダ ナ ス

の マ ッ トを 広 げ る。 ２組 の夫 婦 が 同居 して い る場 合 （Ｆ 家 ）， 家 の両 端 に それ ぞ れ の

夫 婦 が子 ど もを 真 中 には さん で寝 る。Ｎｅｙａｎ プ コス に は，７軒 の家 と， そ れ ぞれ に付

置 す る炊 事 小 屋 ， １軒 の便 所 が建 て られ て い る。 そ の ほか に店 舗 が ２軒 あ る。

　 ６軒 の家 の配 置 は， Ｎａｔｉｋ の家 （Ａ）を 中心 にす る家 群 （Ｂ，　Ｃ，　Ｄ）と彼女 の ２人 の

妹 の家 群 （Ｅ，Ｆ） とに大 き く分 け られ て い る。 各 家 に は個 別 的 な 名 前 （家 名） が つ け

られ て お らず ，ｙｉｉｍｗ　ｎｉ　Ｎａｔｉｋ 「ナ チ クの 家 」 とい うふ うに よ ばれ る。　Ｎａｔｉｋ の家 の

周辺 に建 っ て い る家 は ， 彼女 の 娘 ，Ｎｅｋａｗ （２５）の 家 （Ｃ）と Ｎａｐｉａｉｎｕｕｋ （２８）の 家

（Ｄ）お よび 彼 女 の孫 娘 ，Ｎｅｒａｋ （４３）の 家 （Ｂ）で あ る。 この こ とは， リニー ジの 最 上

世 代 の女 性 キ ョ ウダ イ は， そ れ ぞ れ の直 系 の女 性子 孫 と隣…接 して家 を 建 て る傾 向 が あ
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る ことを 示 して い る。 そ の よ うな家 の配 置 とプ コス の居 住 成 員 の住 み わ け は， 日常 的

な行 動 面 に も顕在 化 す る。 プ コス成 員 が 分 立 的 活動 を お こ な う典 型 的 な場 面 は， 日 々

の食 事 づ くり にお い てで あ る。 ま え に も述 べ た よ うに ， サ タ ワル社 会 の伝 統 的 な 食事

づ く りは プ コスの女 性 成 員 の共 同作 業 で ， １個 所 の炊 事 小 屋 で お こ なわ れ て い た。 し

か し，最 近 で は， 各家 単 位 に炊 事小 屋 で料 理 す るよ うに変 化 したが ，少 な くと も週 に

１度 ，土 曜 に は， プ コス の女 性 が共 同 で食 べ ものを つ くる。 これ は ， キ リス ト教 に改

宗 後 ， 日曜 日の労 働 が禁 止 さ れ たた め に， 日曜 日と月 曜 日の食 事 を土 曜 日 に準 備 す る

か らで あ る。 この ほか に も， キ リス ト教 の休 日，国 家 的 祭 日， 島 の行 事 や 他 島 か らの

来 客 を 迎 え る機 会 に は， 大 きな食 べ もの （ｍｗｏｎｇｏｎａｐ）をつ くる必 要 か ら， 女性 成 員

の全 員 参加 の も とに， １個 所 の共 同炊 事 小 屋 で料 理 づ くり が お こな わ れ る。 Ｎｅｙゑｎ

プ コス で は， そ れ らの大 きな 食事 づ く りに は， Ｃ 家 の そ ば の炊 事 小 屋 が使 用 され る。

　 日常 的 な炊 事 は，各 家 単 位 で お こな われ るが ，パ ンノ キ の実 の 収 穫 期 （５月 ～ ９月 ）

に は ，パ ンノ キの 実 を共 同で 採 取 す るた め家 単 位 で料 理 づ く りをす る 日が ，極 端 に少

な くな る。 そ の期 間 中 で ，貯 蔵 用 パ ン ノキ の実 （ｍａａｒ）を つ くる 日 は， プ コス の全 女

性 が 参加 す る た め，料 理 づ く りも共 同 で お こな う。 そ の作 業 は ， ２～ ３日を １区切 り

に して何 度 も実 施 す る。 そ の た め に最 盛期 の ７～ ８月 は， 毎 週 ｍａａｒづ く りが お こな

われ る。’そ れ以 外 の 日 は，共 同 でパ ンノ キの 実 を採 取 して， 食 用 にす る分 を家 ご とに

分 配 す る。 そ して， その料 理 に あ た って は，Ｎｅｙａｎ プ コス は ，　Ｅ，　Ｆ の家 の女 性 成 員

と Ａ，Ｂ，　Ｃ，　Ｄ の 家 の そ れ にわ か れ る。 前 者 は Ｅ の そ ばの 炊 事小 屋 を ，後 者 は Ｃ のそ

ば の それ を 使 用 す る。 そ して ， で きあ が った もの を 家 ご とに分 配 し， 家 の成 員 単 位 で

食事 をす る。 した が って ，パ ンノ キの 実 の収 穫 期 は， ほ とん ど毎 日 ，パ ンノ キの実 を

食用 に す る ため ，各 家 単 位 で個 別 に料 理 す る機 会 はな い 。 プ コス の女 性 全 員 で食 事 を

つ くる 日以 外 は， ＥＦ と Ａ－－Ｄ と い う ２つ の家 集 団 が 単 位 に な る。

　 家 単位 で の食 べ もの づ く りが ，頻 繁 にみ られ るの は ，パ ンノ キの 実 が枯 潟 し，主 食

を タ ロイ モ に依 存 す る１０月～ ４月 にか け てで あ る。 この期 間 はタ ロイ モ の ほ か に米食

の機 会 が ふ え る。 タ ロ イ モ 田は ， プ コス の女 性 成 人成 員 に わ りあて られ て お り， そ の

使 用 は個 人 単 位 で あ る。 その た め に ，各 家 の女 性 は １～ ２日間 で 家 の成 員 が 消費 す る

分 の タ ロ イモ を 掘 り起 して， それ を料 理 す る。 そ して ， タ ロイ モ を採 取 しな い人 は米

を炊 く。 この期 間 は ，海 が荒 れ るた め ， 島 の首 長 の指 示 で 男性 が全 員 参 加 す る共 同漁

を お こな う日 も，週 平 均 で １日程 度 で ， 漁 獲 物 の共 同 分 配 の 機会 も少 な くな る。 お も

に，個 人 単 位 の漁労 活動 に よ って魚 を え る しか な く， とっ た魚 を プ コス の家 全 部 に分

配 す るだ け の漁 獲 が な い 。 この よ うに ，パ ン ノ キの実 の枯 渇 期 は ， 日常 的 な生 産 およ

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 ８８９
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び消費活動が家ごとに個別化する日数が多 くなる。ただ，貯蔵 したパンノキの実をと

りだ して食用にする日 （毎土曜日が多いが）は，その水さらし，あ く抜き，石蒸 しな

どの作業をプコス単位でおこなう。また，首長が食料規制をする年には，週に３日し

かタロイモ田やココヤシ林へ入 ってイモやココヤシを採取できなかったために，とっ

た食料は共同で料理される２４》。

　以上，サタワル社会におけるプコス成員の住みわけと分立，集合の単位を，食生活

と関連づけて述べてきた。Ｎｅｙａｎフ。コスにおいては，家の空間的配置において，祖母

一母一娘という母系の直系的女性成員が相互に近接して居住する傾向がみられ る。そ

のような結合は，単に，家屋の隣…接 という現象にとどまらず，日常的な食事づ くりに

おける共同という性格を顕著にする。サタワル社会においては，プコスが生産および

消費活動の基本的な単位となっており，食生活においても団体的性格を保持 している。

他方で，家単位で作物を収穫 し，料理と食事をする傾向が強 くなってきている。 しか

し，プコス単位か ら家単位へ と分立するだけでなく，最上世代の生存する女性を軸に

して，彼女の直系の母系子孫よりなる共同炊事，共同分配 という 「集団」が形成され

る。このことは，１人の女性を頂点にして ３～ ４世代間の母系出自を共通にする女性

子孫の結合が，彼女の同世代の姉妹との結束よりも 「強い」 ことを示すものである。

筆者はサタワル社会の母系出自集団の核となる結節点が，　 （兄弟）姉妹の紐帯にある

ことを前章で強調 したが，その紐帯は世代の経過とともに，母一娘の結合にとってか

わられる性格であることを示唆 している。

３．　 土地の配分 と生計単位

　 プ コス の共 同労 働 ， それ によ って獲 得 した食 べ も の およ び物 資 の分 配 ， ココヤ シ林 ，

パ ンノ キや タ ロイ モ 田 の配 分 ， お よ び 島 レベル で の 諸 活動 や行 事 へ の 参 加 な どに 関 し

て ， プ コス の居 住 者 に指 示 を あ た え ，指 揮 す る人 は， プ コス の男 性 と女性 の な か か ら

１人 ず つ 決 め られ る。 Ｎｅｙａｎ プ コス で は， そ の よ うな プ コス の 最 高責 任 者 は ， 男性

が Ｐｕｋｋａｎｉｋ （図１６の１３）， 女 性 が Ｎａｔｉｋ （８）で あ る。 それ ぞれ の地 位 を示 す こ とば

は， 男性 にた い して は ， ｓａｗｏ　Ｐｗｕｋｏｓ「プ コス の こ とを知 りつ く した男 」， 女 性 に は

ｓｏｍｗｏｏｎ　ｒｈｏｏｐｗｕｔ　Ｆ女 性 の 長」 で あ る。 以 後 ， 男 性 は ，「プ コス 長」， 女 性 は 「プ コス

女性 長」 と表 現 す る。 そ れ らの地 位 は ， プ コス 居 住者 の最 上 世 代 の 最 年 長者 お よ び そ

２４）島の ３人の首長 は パ ンノキの実が不作 で 貯蔵用パ ンノキの実 （ｍａａｒ）の製造 が少ない年 に島

　 の人 びとが食べものを浪費 した りす ると食料資源 の利用を規制する。 これは， ｍｅｒｈａａｎとよば

　 れる。この規制は， 島の人びとが森 （ココヤシ林や タロイモ田）へ食料採取に行 く機会を，一

　 週 間に ２日ない し３日に限定する ことで ある。 この詳細は，「須藤 １９８４：２９０－２９７］を参照 され
　 たい。
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の配 偶 者 が掌握 す る。 た だ し， 最 上世 代 の リニ ー ジの 女性 成 員 の配 偶者 が首 長 ク ラ ン

の 出身 者 で あ れ ば ，平 民 ク ラ ン出身 の婚 入 者 に優 先 して プ コス長 にな る。 Ｎｅｙｉｎ ク

ラ ンの場 合，Ｐｕｋｋａｎｉｋ と Ｓｕｎｕｎ （１６）は い ず れ も平 民 ク ラ ンの 成 員 の た め，彼 らの妻

の相 対 年 齢 に基 づ い て ，Ｐｕｋｋａｎｉｋが そ の地 位 につ いて い る。そ して，現 在 ，　Ｎｅｙａｎ リ

ニ ー ジの統 轄責 任 者 は Ｎｕｇｕｔｏ （６）で あ る。彼 は 兄 （Ｔａｆｏｎ）が他 島へ 婚 出 して不 在

の た め ， そ の地 位 を代 行 して い る。

　 プ コス長 は， プ コス の 男性 居 住 者 に漁 労 ， コブ ラの生 産 ， 家屋 の屋 根 替 え な ど多 く

の労 働力 を必 要 とす る と きに は ，共 同 労 働 の指 示 を だす 。 また ， この プ コ スが保 有 す

る カ ヌ ーの修 理 や カ ヌー小 屋 の屋 根 替 え な どの作 業 は， リニ ー ジの 長 お よび そ の 長老

と相 談 して 決定 す る。 島 の成 人 男 性 が全 員 参加 す る集 会 で 決 め られ た事 柄 を ， プ コス

の人 び と に伝 達 す る の も彼 の 役割 で あ る。 そ れ にた い して， プ コス女 性 長 は， プ コス

成 員 の生 産 活動 に責 任 を もつ 。パ ンノ キ の実 の 採 取 や そ の実 の 貯 蔵 ， 島 の行 事 な どで

大 きな食 べ もの を つ くる と きの ，採 取 場 所 や収 穫 量 の 決定 ，島 レベ ル で の共 同分 配 に

よ るわ け まえ （魚 貝 類 ） の プ コス成 員 へ の再 分 配 ， ブ タ を殺 した と きの 肉 の配 分 な ど

で あ る。 ま た， 島 で病 人 や 死 者 が で た とき の食 物 や腰 布 の贈 与 を 指 示 した り，来 島 者

へ の食 事 の支 給 を割 りあ て た りす る。

　 プ コス長 お よび そ の女 性 長 が も っ と も気 をつ か うの は， プ コス に住 む 成人 成 員 へ の

土地 の配 分 とそ の使 用 ，管 理 や 監督 で あ る。 割 り あて に不 均 衡 が 生 じる と成 員 か ら不

満 の声 が で る し， プ コス成 員 が割 りあ て られ た土 地 や樹 木 の手 入 れ を怠 る と， プ コス

か ら婚 出 した リニ ー ジの 長 老 か ら批 難 を うけ るか らで あ る。 そ こで ， Ｎｅｙａｎ プ コス

の 現在 に お け る食 料資 源 の配 分 とそ の利 用 の実 際 につ い て検 討 してみ る こ とに しよ う。

　 この プ コス は， 現 在 ，２８筆 の ココヤ シ林 ，２３区画 のタ ロ イモ 田 ， １１５本 の パ ンノ キ

表 ５ Ｎｅｙａｎ プ コ ス の 土 地 の 割 り あ て

人 名 （男性）

1. Pukkanik (13) 

2. Sunun (16) 

3. Gapwe (26) 
4. Nuko (29) 

5. Rakenur (38) 

6. Rappow (42)

コ コヤ シ林

元来 贈与

3 

2 

0 

2 

2 

6

1 

1 

1 

3 

1 

6

人 名 （女性）

1. Natik (8) 

2. Nepanomay (12) 

3. Niyawur (15) 

4. Nekaw (25) 

5. Napiainuk (28) 
6. Naipon (37) 

7. Nerak (43)

タ ロイ モ 田

元来 贈与

3 

2 

2 

3 

1 

0 

3

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1
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を保 有 して い る。 そ の うち， プ コス元 来 の コ コヤ シ林 が１５筆 ， タ ロイ モ 田が １４区画

で あ る。 した が って ，１３筆 の コ コヤ シ林 と ９区 画 の タ ロイ モ田 は ，主 と して ， この プ

コス の婚 入 者 （男性 ） に よ って贈 与 さ れ た もの で あ る （表 ４参 照）。 そ れ らの 財 の プ

コス居 住 員 へ の配 分 は ，表 ５の とお りで あ る。 財 の 割 りあ て は成人 の男 女 を対 象 に実

施 され るが ， この プ コスで は， １人 の成 人 女 性 ，Ｎｅｓａｗｅｎｉｍａｎ に は それ が な い 。 そ

れ は彼 女 が 老 齢 で 働 け な い ため で あ る。 ま た，コ コヤ シ林 の配 分 にお い て は， Ｇａｐｗｅ

（２６）が １筆 の 土 地 （彼 が子 ど も に贈 与 した もの） を使 用 して い るの にた い し， Ｒａｐ－

ｐｏｗ （４２）は １２筆 もの土 地 を うけ も って い る。 これ は Ｇａｐｗｅが小 学 校 の教 師 で あ る

こ と と， Ｎａｔｉｋの夫 が贈 与 した土 地 を Ｒａｐｐｏｗ が使 用 ，管 理 して い る か らで あ る。

　 そ の よ うな 例 外 的配 分 を 除 けば ， プ コス元 来 の 土 地 （コ コヤ シ林 とタ ロイモ 田） は，

ほ ぼ均 分 に割 りあ て られて い る。 タ ロイ モ田 は，元 来 １つ で あ った もの を ，畔 を つ く

って分 割 す る こ とに よ って女 性 成 員 に割 りあて る方 法 を と る。 そ の た め に ， １つ の タ

ロイ モ 田が ５区 画 に分 割 され て い る もの もあ る。 そ の よ うな分 割 の過 程 は，最 上 世 代

の姉 妹 で ２分 割 し， そ れ ぞれ の姉 妹 が ，娘 に分 配 す るた め に さ らに ２分割 す る方 式 が

一一ｍａ的 で あ る
。 コ コヤ シ林 の場 合 ， プ コス の男 性 間 で １筆 の土 地 を分 割 す る こ とはな

い け れ ど も， この プ コス か ら婚 出 した ２人 の男 性 が 彼 らの 息子 に土 地 を贈 与 す る さい

に ， １筆 の土 地 を 分 け て贈 る例 が 多 い 。 そ れ にた い し， この プ コス に贈 与 さ れ た土 地

に関 して は， コ コヤ シ林 の場 合 ， 男 性 は 自分 が持 参 （贈与 ） した も のを そ の ま ま使 用

し，女 性 は彼 女 の夫 が贈 った も のを 活 用 す る。

　 この プ コス に贈与 され た ココ ヤ シ林 １３区 画 の う ち， 半 数 に近 い ６区画 を Ｒａｐｐｏｗ

が使 用 して い る。 そ の う ちわ け は ，彼 自身 が実 父 と義 母 か ら １区画 ず つ 分与 を うけ ，

そ の ほか は Ｎａｔｉｋ が 父 か らも らった １区 画 と 彼女 の ３人 の夫 （い ず れ も死 亡後 の結

婚 によ る） か ら贈 与 され た ４区画 の う ちの現 有 す る ２区 画 と，彼 の妻 の 実父 か ら も ら

っ た １区 画で あ る。 Ｎａｔｉｋ が 夫 か ら うけ とった 土地 は ，本 来 な ら彼女 の子 ど も，　 Ｎｅ－

ｋａｗ と Ｎａｐｉａｉｎｕｋ の保 有 す る もの で あ り，彼 女 た ちの 夫 た ちが使 用 す べ きで あ る。

しか し，Ｎｅｋａｗ の 夫 Ｇａｐｗｅ が教 師 で あ るた め に，彼 女 の娘 の夫 （ＲａｐＰｏｗ）が ２区

画 の土 地 に責 任 を もっ て使 用，管 理 して い るの で あ る。 ま た ，Ｎｕｋｏ （２９＞が使 用 して

い る ３区 画 の コ コヤ シ林 は ， １つ が彼 自身 の贈 与 した もの ， ほ か の ２つ は，妻 が実 父

（Ｙｉｔｕｒｕｐｉｙ）か ら も ら った土 地 で あ る。

　 つ ぎ に，この集 団 に贈 与 さ れ た タ ロイモ 田 を み る と，Ｎａｔｉｋ と Ｎｅｐａｎｏｍａｙ はそれ

ぞ れ ２区画 を保 有 して い るが ，ほ か の成 員 はい ず れ も １区 画 で あ る。Ｎａｔｉｋ と Ｎｅｐａｎｏ－

ｍａｙ は ２人 と も夫 か ら贈 与 され た タ ロ イモ 田 を， す べ て そ れ ぞ れ の息 子 た ち に分与
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して しま った 。Ｎａｔｉｋ の ２区 画 のタ ロ イモ 田 は ， １つ は彼女 の 息子 の １人 Ｍ ｉｋｅ（２０）

を彼 女 の夫 の養母 の養 子 に した の で （養 母 の死 後 ， 彼 は Ｎｅｒａｋの養 子 に な って い る），

そ の養 母 が喜 ん で くれ た もので あ る。 ほか の もの は ， 孫 娘 ・Ｎｅｒａｋ （４３）の夫 （Ｒａｐ－

ｐｏｗ）が贈 与 した ２区画 の タ ロ イモ 田 の １つ で あ る。ま た，　Ｎｅｐａｎｏｍ ａｙ （１２）の ２区

画 は ， 彼女 の息 子 の 息子 ・Ｒｏｒｅｎｓｏ （３２）を 養子 に した とき に ，　Ｒｏｒｅｎｓｏ の母 の母 が

くれ た もの と， 娘 の 夫 ・Ｒａｋｅｎｕｒ（３８）が持 参 した ２区画 の うちの １つ で あ る。 この

タ ロイモ 田 の 移譲 は ，婚 姻 関係 だ け で な く養 取 関係 に 基 づ い て も リニ ー ジ （ク ラ ン）

間 で実 施 され る こ とを示 す 例 で あ る。

　 以 上 で み て きた コ コヤ シ林 と タ ロ イモ 田 の プ コス居 住者 へ の配 分 方 法 か らい え る こ

とは，まず 元 来 の プ コス の土 地 （ｒａｐｉｎｄｉ　ｆａｎｄｉ）が，均 等 に成 員 へ割 りあて られ て い る点

で あ る。 それ にた い し，贈 与 され た 土 地 は贈 与 当事 者 が生 きて い る あ いだ は，彼 の使

用 す る もので あ る。 そ して，死 後 に おい て も， プ コ スで 保 有 され る も の は， 贈与 した

当 人 か らそ の子 ど も （娘 ） へ ， さ らにそ の娘 へ とい うよ う に母 系 的 に相 続 され る２５）。

そ の 土地 は傍 系 親 ， つ ま り，贈 与 した 当人 の妻 の姉 妹 お よび そ の子 孫 へ は相 続 され な

い の で あ る。 この よ うに ， プ コス が保 有 す る他 ク ラ ンか らの 贈 与財 の相 続 方 式 は，祖

母 一母 一娘 とい う系 統 が 優先 さ れ る ので あ る。 これ は まえ で 述 べ た ， リニ ー ジ 内 に財

を共 有 す る分 節 的 「集 団 」， つ ま り ｄｅｓｃｅｎｔ　Ｉｉｎｅ （出 自系 統 ） が 形 成 され る メ カ ニズ

ム を例 示 して い る。

　 最 後 に コブ ラの生 産 お よび 店 の経 営 に よ る現 金 の獲 得 とそ の分 配 な どに 関す る経 済

生 活 の局 面 につ い て述 べ る こ と にす る。 コブ ラ の生 産 は ， コブ ラ買 いつ け の連 絡 船 が

島へ 来 る とい う知 らせ が は い って か らい っせ い に実 施 され る。人 び と は 日常 的 に コブ

ラ生 産 に従 事 す るの で は な く， 船 が来 る １カ月 前 く らいか ら， コ コヤ シ林 で 成 熟 ，落

下 した コ コヤ シの 実 を集 積 し， その 実 を 山 刀 で ２つ に割 り， 中 の果 肉を と り出 し乾燥

させ る。 Ｎｅｙａｎ プ コス で は， そ の作 業 を す る ２つ の労 働 集 団 が つ く られ る。 一 つ は

Ｐｕｋｋａｎｉｋ （１３），　 Ｓｕｎｕｎ （１６），　 Ｒａｋｅｎｕｒ（３８）の 組 で ，　 も う一 つ は Ｎｕｋｏ （２９）と

Ｒａｐｐｏｗ （４２）の組 で あ る。 コ コヤ シの実 の集 積 は ， 主 と して男 性 の仕 事 で あ り， コ

コヤ シの実 を 割 り果 肉 を と りだ す 過程 に は女 性 も くわ わ る。 この場 合 ， コ コヤ シの実

を集 積 す る コ コ ヤ シ林 は ， プ コス の 男性 個 人 単 位 に配 分 され て い る もの を そ れ ぞ れ の

組 の人 び とが 共 同 で使 用 す る。 コ コ ヤ シ林 が プ コス に近 い と ころ で は， コ コ ヤ シの実

２５）父親 か ら贈与された土地 は，息子がいれば，息子が婚 出 して もった子どもへ と優先的に分与

　 される。 しか し， 父か らの贈与財が多 かった り， 息子 が い な か った場合 に は， 父親の遺言

　（ｙａｍωｕｒｍｕｒ）によって娘へ と相続 され る。そ して，その財の処 分権 は，娘が保持 して おり，母

　親をは じめ他の リニ ージ成員がその財 にたい して 口をはさむ ことはない。

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 ８９３
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を プ コ ス に運 ん で ，実 を 割 り果 肉 を と りだす 作 業 を す る が ，遠 い場合 は ， そ の コ コヤ

シ林 で それ らの作 業 を し， 果 肉 を プ コス に運 ん で 乾燥 す る。 乾 燥 は天 日で お こ な うだ

け で ，人 工 的 な乾 燥 場 を もた な い。 した が っ て， １回 に売 り渡 す コ ブ ラの数 量 は １組

あ た り， １ トン未 満 で あ る。 １９７９年 の１２月 に売 り渡 した数 量 は， Ｐｕｋｋａｎｉｋ の組 が１４

袋 （７００ｋｇ）で １２６米 ドル ，　Ｎｕｋｏ の組 は１２袋 （６００　ｋｇ）で １０８米 ドル で あ る。 １２．月 は，

ク リス マ ス用 の物資 や食 料 品 を買 うた め に ， １年 の う ちで ， も っと も コブ ラが生 産 さ

れ る機 会 で あ る。 コ ブ ラの売 り上 げ金 は， ２つ の組 ご と に配 分 され る。 Ｐｕｋｋａｎｉｋ の

組 は三 等 分 ，Ｎｕｋｏ の組 は Ｎａｔｉｋ に２０米 ドル を や り，残 りを Ｎｕｋｏ と ＲａｐＰｏｗ とで

わ けた 。 そ れ らの お金 は， ク リス マ ス用 の米 ， カ ンヅ メ， しょ う油 ，砂 糖 な どの 食料

品 やタ バ コ，布 な ど の購 入費 にあ て られ る２６）。

　 うえ で み た よ うな コブ ラの生 産 ，販 売 に お け るプ コス住 入 の組 分 けは ，店 の経 営 に

もみ られ る。Ｎｅｙａｎ プ コス には ２軒 の店 が あ る。 １軒 は ，　Ｓｕｎｕｎ と 「保 健夫 」 を し

て い る Ｐｕｋｋａｌｌｉｋ の次 男 ，　Ｅｍｏｉｎｕｋ （３６）の共 同経 営 店 で， も う １軒 は Ｇａｐｗｅ の店

で あ る。 Ｅｍ ｏｉｎｕｋ と Ｇａｐｗｅ は， 「公 務 員 」 で あ るの で ， ２週 間 に１５０米 ドル の収 入

が あ る。 そ の給 料 は船 が来 る とき にま とま って手 に入 るた め ，彼 らは それ を資 金 に し

て雑 貨 を購 入 して 島 の人 び とに売 るの で あ る。 島 に は島 民 出資 の 「共 同 組 合 店」 １軒

の ほか ，教 師 な どが 経 営 す る店 が ８軒 あ る。船 は ２～ ３カ月 に １度 の割 りで 来航 す る。

船 が来 た直 後 の ２～ ３週 間 は店 の物 資 も豊富 で あ るが ， １カ月 を過 ぎ る こ ろか らは ，

灯 油 な どの ほ か は品 切 れ に な る。

　 Ｎｅｙａｎ プ コス の店 の売 り上 げ は ， １回 の仕 入 れ あ た り １０００ ドル程 度 で あ り， ほ と

ん ど利 益 は な い。 その 理 由 は ， プ コス の成 員 およ び親 族 員 へ の 掛 け売 りの ため で あ る。

掛 け売 り とは い え，金 額 を回 収 す る こ とは ほ ぼ不 可 能 で あ る。 Ｓｕｎｕｎ に しろ Ｇａｐｗｅ

に しろ， 利 益 を追 求 して お らず ， 「家 族 の人 び とが魚 が な い と き にカ ンヅ メ を食 べ れ

ば よ い」 と考 え て い る。 そ の た め に ，店 に物 資 が豊 富 な あ いだ は， 毎 日， タバ コや コ

ー ヒー がふ ん だ ん に飲 まれ る。 Ｎｕｋｏ，　ＲａｐＰｏｗ の家 の人 び と は，　 Ｇａｐｗｅの家 で 自

由 に コー ヒ ーを飲 む こ とが で き る。 Ｇａｐｗｅ も， 店 に タバ コ， コ ー ヒ・一一と砂 糖 があ る

か ぎ り， プ コス の住 人 が それ を 飲 み に くるの を拒 否 しな い 。 プ コス の 住 人 だ け で な く，

Ｇａｐｗｅの妻 の キ ョウダ ィ も， コー ヒー が あ る と きは ， 毎 朝 の よ う に顔 を 出 す。 それ

らの 嗜好 品 だ けで な く， Ｇａｐｗｅの妻 は米 を 炊 い た と きに は，　 Ｎａｔｉｋ，　Ｎａｐｉａｉｎｕｋ，

２６） 米 １袋 （２５ｋｇ）の 値 段 は１５ドル ， しょ うゆ １本 （１・８リッ トル） は，４ ドル ，砂 糖 １袋 （１　ｋ９）

　 は， ２ ドルで ， コブ ラ売上 金 で は，多 くの 食 料 品 は買 えな い 。 サ タ ワル の人 び とは ，男女 と も

　 喫 煙 す る ため ， タバ コの購 入 費 はか な りの 額 に のぼ る 。紙 ま きタバ コ２０本 入 り １箱 が８０セ ン ト

　 もす る が， ２０～３０箱を １度 に買 い こむ ため ， コブ ラ売 上金 の 半 分 が 「煙」 に消 え る 。
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Ｎｅｒａｋなどの家へも分配する。また，　Ｎａｐｉａｉｎｕｋの子どもが病気になり，ヤップ病

院へ入院 したときにも，彼女の夫の リニージから金銭 の援助があったが，多 くは，

Ｇａｐｗｅと Ｐｕｋｋａｎｉｋがお金を出している２７）。

　いままでみてきたように，サタワル社会での居住集団は，土地の分配においては，

先祖伝来の財はプコスに居住する成人男女に均等 に割 りあて られるが，贈与された財

は贈与者の子どもない しその女系子孫単位に相続，使用される。 したがって，プコス

はすべての生活手段を共有する一枚岩的な結合によって組織化されているのではなく，

内部により小単位の食糧資源を保有する集団の集合体として編成されているのである。

その小集団化はプコスの最上世代の女性キョウダイを頂点とし，それらの母系子孫を

単位に進行する。 しか し， ３～ ４世代間の １人の女性を祖とする集団は，日常的な生

産と消費生活の面では分裂するが，大規模な生産物の集積と消費，多くの労働力が必

要なとき，プコス成員に病人がでたような場合に，相互の共同性を優先させ，援助 し

あう密接な関係を保持 している。

　 このような個別化 と全体化は，プコスを統轄する男性 と女性のプコス長の差配のも

とに実行 されるのであり，個人の意志によってではない。サタワル社会では，最近２０

年のあいだに，島にいて定期的に現金収入をえる給与所得者 が出現 したが，彼 らの物

資の購入，配分といった生活の面においても，今のところ個人的 （家単位の）消費が

極度に進んではいない。あくまでも，現金による生計の単位は，プコス内での伝統的

な土地保有の 「集団」の規模を維持 している。

　 筆者は前節において リニージと下位 リニージとの分析概念上の区別を Ｍａａｓａｎ６ク

ランを例にあげて示した。そして，本節では Ｎｅｙａｎプコスの集団構成は， リニージ

と出自系統 （ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ）との概念で把握 した。同じ母系出自集団の分節単位の末端

組織であるそれらの性格は，どのような基準に基づいて類別されるのであろうか。最

後にサタワル社会の リニージと出自系統との構造上の差異について言及 して，本章の

まとめにかえたい。

　 下 位 リニ ー ジ と出 自系 統 とを 区 別 す る基 準 の一 つ は，集 団 の 共有 財 （ｒａｐｉｎｕ　ｍａｐｏｎｇｏ）

の所有形態にみられる相違である。下位 リニージは，それより上位 レベルで財を共有

する自律的集団 （リニージ）を組織化することがなく， リニージの共有財を分割 した

段階で形成される。 したがって，ある下位 リニージの成員はほかの下位 リニージの共

有財にたいし使用権や処分権を要求することができない。それにたいし，一つの出自

２７） Ｎａｐｉａｉｎｕｋの娘 が入 院す るた め に ヤ ップへ行 くと き，　Ｎｕｋｏの リニ ー ジで は２０ドル ，　Ｇａｐｗｅ

　 が３５ドル ，　 Ｐｕｋｋａｎｉｋｎが２５ドル ，　 ＲａｐＰｏｗ が ５ ドル を出 した 。 この ほか に ，　 Ｎａｔｉｋ・ Ｎｅｒａｋ・

　 Ｎｅｋａｗ，　Ｎｅｐａｎｏｍａｙ，　Ｎｉｙａｗｕｒな ど プ コス の女 性 は ，布 ， 腰布 そ して食 料 を 用 意 した 。
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系統に帰属する成員は リニージの共有財を利用する権利を保持 している。彼 らは，自

分の出自系統が保有する生産手段だけで独立 した生活集団を編成することが不可能で

リニージの共有財に依存 して生計をなりたたせているのである。 二つめは， 居住地

および食物 （料理）づくりの単位の独自性にかかわる点である。下位 リニージの女性

成員は，それまで リニージ成員 として共住 していたプコスと共同使用 していた炊事小

屋とは別個に，新たな居住地 に住み，炊事小屋を建てる。その居住地は，しか しなが

ら， リニージ成員のそれであるＰｗｕｋＯＳとはよばれず，　ｐωｏｓｏｐＬＶＯＳＵという名称があた

えられる。それにくらべ出自系統の成員は一つのプコスに共住 し，一つの共同炊事小

屋を共有 し， リニージ成員として共同で食糧獲得活動に従事する。後者は日常的な生

産活動において，一時的に個別的な共労集団を編成することもあるが， リニージの女

性長の指揮にしたがって リニージ全体の活動を優先させる。

　以上で述べたように，下位 リニージは母系出自集団の分節体系において，経済的に

は自律的な性格を顕著にするが，社会 ・政治的には，より上位の出自集団（リニージ）

によって代表される点で出自系統と同 じ構造上の位置にある。したがって，それらの

集団構成に関する差異は経済的，つまり生産手段の所有様式の違いに基づ くものであ

る。そ して，出自系統から下位 リニージへの発展は，前者の人口増という要因や集団

後継者を他の出自集団か ら確保したり，集団の共有財以外に大量の財をほかの集団か

ら獲得するといった条件のもとで促進される。

Ｖ．　 トラック， モー トロック社会の母系 出自集 団の構 造 と

　　　土地所有 の様式

　前章まででサタワル社会の母系出自集団の構造と機能について論述 してきた。そこ

では，自律的出自集団の規模が生産手段の所有様式と単位とによって規制されること

を指摘 しておいた。そしてサタワル社会では財を共有する分節集団の単位が，基本的

には リニージのレベルであることが明 らかになった。本章では，サタワルと同 じく母

系出自，母 （妻）方居住方式で親族集団を編成 し，父 （の集団）から子ども（の集団）

へ土地を贈与 ・相続する慣行をもつ トラックとモー トロック社会の母系出自集団をと

りあげ，それら３社会における土地保有集団の構造の比較を試みる。そのさいの視点

は，自律的出自集団 （ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｄｅｓｃｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）としての親族集団の編成単位を抽出

して くらべることである。いいかえれば生産手段を所有する出自集団の規模が縮小化

へ とむかう社会的 ・経済的要因を把握することである。
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　 こ こで は ， 筆 者 が 調 査 を 実施 し， 資 料 を 収 集 した モ ー トロ ック の サ タ ワ ン （Ｓａｔａ－

ｗａｎ）社 会 と トラ ック の ウマ ン （Ｕｍ ａｎ）社 会 を 中心 に， 土 地 保 有 の集 団 単 位 ， 土 地

の移 譲 方 式 お よび 土地 所 有 の性 格 に つ い て述 べ る こ と にす る。

１．　 サ タ ワ ン （モ ー トロ ック）社会 の土 地所有 集団 の構造

　 サ タ ワ ン島 は ， モ ー トロ ック諸 島 ， サ タ ワ ン環 礁 の南 東 部 に位 置 し， 面 積 １．２ｋｍ２

の小 島 で あ る。 こ の島 はモ ー トロ ック諸 島 の行 政 の 中心 で あ り，行 政事 務 所 ， 中 学 校 ，

病 院 が 置 か れ て い る。 島 の人 口 は ９４８人 （１９８４年 １１月 ） で ， ほか に トラ ック の モ エ ン

島 に居 住 す るサ タ ワ ン出身 者 が約 ６０人 い る。 この 島 は ， サ タ ワ ン島 のほ か西 隣…りのタ

ー （Ｔａ）島 の南 東 部 の一 部 とモ チ ュ （Ｍ ６ｃｈ）島 に連 な る環 礁 上 の ９つ の無 人 島 を領 有

して い る （図 １８）。 島 は北 ， 中 ，南 の ３村 に分 か れ て お り， そ れ ぞれ の地 区 を統 轄 す

る伝 統 的 首 長 （〃撚 αの が い る。 そ の 首 長 は， それ ぞ れ の地 区 に最 初 に居 住 した と伝 え

られ る母 系 ク ラ ンよ り輩 出 す る。

　 環 礁 島 に住 むサ タ ワ ン島 の入 び と は， 彼 らを と りま く自然環 境 （生 活 空 間） を資 源

利 用 の観 点 か ら， ４つ の 領域 に分 類 して い る。 そ れ らは 汐ｅｉ （居 住 地 ），　ｆａｌｕ （コ コヤ

シ林 ）， Ｐｗｅｌ（タ ロイ モ 田） と ｔ６ （環 礁 上 の 無 人 島） で あ る。　Ｐｅｉは，家 屋 （ｉｉｍｗ），

炊 事 小 屋 （ｆａｌａｎ，　ｍｏｓｏｒａ），集 会 所 （ｆａｌ）で構 成 され ， 親族 集 団 の女 性 成 員 と彼 女 た ち

図 １８ モ ー ト ロ ッ ク 地 域 図
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図 １９ サ タ ワ ン 島 の 地 図

の夫 お よび 彼 らの子 ど もが 日 々の生 活 を お くる屋 敷 地 で あ る。 ρβ∫は島 の西 側 の海 岸

ぞ い に立 地 す る （図１９）。Ｆａｌｕは 「島」 を 意 味 す るが ，他 方 で は ， ココ ヤ シやパ ンノ

キが植 え られ て い る乾 燥 地 を さす 。 そ して ， ｐｗｅｌは島 の 内 陸 部 に あ る低 湿 地 を 開墾

して タ ロ イ モ を栽 培 す るた め に造 成 され た 田 で あ る。 最 近 で は， コ コヤ シ林 を 切 りひ

らいて ，地 面 を掘 り下 げ ， タ ロ イモ 田 をつ くりだ して い る。 最 後 の ‘４は， 環 礁 上 に

形 成 され た小 島 で ココ ヤ シの 木 が 植 え られ て い る。 この小 島 に は出 づ く り小 屋 が建 て

られ て お り， 人 び とは コブ ラ採 取 な どの仕 事 で ， １週 間 ほ ど滞 在 す る こ とが で き る。

　 無 人 島 を 除 くサ タ ワ ン島 の生 活 空 間 は ，人 び との居 住 区域 と生 活 資 源 （食 料 ，薪 お

よ び建 材 ） を 獲得 す る区 域 と の ２つ の カ テ ゴ リー に大 別 さ れて い る。前 者 は ｒｅｅｓ （ム

ラ） と，後 者 は ｌｅｅｗａｌｅｗａｌ （森 ） と よば れ る。　ｒｅｅｓは基 本 的 に は， ．Ｐｅｉを さ す が ， ほ

か に教 会 ，病 院 ， 学 校 な ど が建 って い る区域 を もふ くむ 。 そ して ，ｔｅｅωａｔｅωａｌは，　Ｐｅｉ

よ りほ か のす べ て の 土 地 を さ し，ｆａｌａと Ｐｗｅｌの総 称 で あ る。現 在 ， サタ ワ ン島 は ，

Ｐｅｉ，　ｆａｌｕ，　Ｐｗｅｌを とわ ず ，４００あ ま りの ，固 有 の 名称 を も った 土 地 に 区画 され て い る。

サ タ ワ ンの人 び と は， この 細 分化 さ れ た土 地 を め ぐ って ，所 有 ，使 用 ，管 理 ， 相続 な

ど の権ｉ利 を行 使 す るの で あ る。
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須藤　 　ミク ロネシアにおける母系制社会の変質

　 サ タ ワ ン社 会 は ，ａｉｎａｎｇな い し ｓｈｏとよ ばれ る母系 出 自集 団 に よ って 構 成 され て い

る。ａｉｎａｎｇ は 固有 の名 称 を もち ，婚 姻 規制 の単 位 で あ る。そ の成 員 は相 互 に女 性 始 祖

との系 譜 関係 を 認 知 で きな い場 合 が あ り， また サタ ワ ン島 にか ぎ らず ， モ ー トロ ック

諸 島 や トラ ックに も居 住 して い る。 した が って ， ａｉｎａｎｇ を母 系 ｃｌａｎ（ク ラ ン） と規 定

す る こ とがで き る。 ク ラ ン成 員 は ， ほ か の島 か ら同一 ク ラ ンの成 員 が訪 島 した と き に

は ，宿 泊 ，食 事 な ど全 面 的 な世話 を す る。 逆 に， ほか の 島 を訪 れ た と きに は， その 島

の ク ラ ン成 員 にあ らゆ る援 助 を期待 す る こ とが で き る。 この ク ラ ン成 員 の相 互 援 助 関

係 は， ク ラ ンの存 亡 に と って重 要 な機 能 を は たす 。 た とえ ば ， あ る島 で ク ラ ンの後 継

者 （女性 成 員 ） が いな くな った と き には ， ほ か の島 にい る同 じク ランの成 員 が そ の 島

に移 り住 ん で後 継者 とな る。 ま た， 島 の ク ラ ン人 口が 増大 した とき に は， ほ か の 島 の

同 じク ラ ンの もとへ 移住 す る こ とが可 能 で あ る。 この よ うに ， ク ラン は個 々 の 島 だ け

で 完 結 す る親 族 集 団 で は な く， ほか の 島 に い る ク ラ ン成 員 と相 互 依 存 関係 を保 持 す る

親 族 組 織 で あ る。

　 サ タ ワ ン島 に は， 現在 ，１０の ａｉｎａｎｇ が あ る。 そ れ らの ａｉｎａｎｇ は， い くつ か の下 位

の 出 自集 団 に分 か れ て い る。 この下 位 集 団 は，サ タ ワ ン島 の も とも との ａｉｎａｎｇ が分 節

化 した もの だ けで な く， ほか の 島 か ら来 た女 性 祖 先 に よ って 形成 され た もの もあ る。

た とえ ば， この 島 で最 大 の 成員 人 口 （２９７人 ）を よ うす る Ｓａｐｏｎｕｐｉｙ 痂 侃 ｇは ，１０の

下 位 集 団 に分立 して い る。 この うち ３つ の 集 団 は ， ル ク ノ ール （Ｌｕｋｕｎｏｒ）島 とエ タ ー

ル （Ｅｔａｌ）島 か ら移 住 して きた 同 系 ク ラ ンの祖 先 か ら出 自 す る 。下 位 集 団 の組織 は平 均

す る と ４～ ５世 代 前 の女 性祖 先 を共 有 し， 母系 の系 譜 関 係 を た どれ る人 び とよ りな る

集 団 で あ る。 この集 団 は ａｉｎａｎｇ と区 別 して 指示 さ れ る と き には ， と くに ｓｈｏ（原 義 は

木 の枝 の意 味） とよ ばれ る。ｓｈｅは ，元 来 ｆａｔｕ（ココヤ シ林 ） と ｐωｅ９（タ ロ イモ 田），

ｆａｌ（集 会所 ） を共 有 す る独 立 した社 会 集 団 を さ して い た。　ｓｈｏの女性 成 員 は， １つ の

居 住 地 （Ｐｅｉ）に数 戸 の家 （ｉｉｍω）を建 て て住 み ，１軒 の炊 事 小 屋 （．角伽 な い し ｍｏｓｏｒａ）

を使 用 して共 同 で料 理 し，食 べ もの を家 単 位 に分配 して い た。 ま た ， ｓｈｏは， 島 の祭

宴 や初 収 穫 物 の献 上 儀 礼 で 首 長 へ 食 べ もの を贈 り， 再 分配 す る単 位 で あ った。 そ して ，

島 レベ ル で の祭 宴 や事 業 で 食 物 を 出 した り，労 働 力 や物 資 を提 供 す る単位 の こ とは，

ｆａｔａｎ 「炉 」 と も よ ばれ る。 つ ま り，１９４０年 代 ま で は ，　 ｓｈｏな い しｆａｔａｎが サ タ ワ ン社

会 の最 小 の ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐ （自律 的集 団 ） で あ った の で あ る。 した が って ，　 ｓｈｏ お

よ び ｆａｌａｎは ，母 系 ｌｉｎｅａｇｅの 概念 で把 握 で き る性 格 の もの で あ る。

　 サ タ ワ ン社 会 の伝 統 的 な Ｐｅｉ （リニ ー ジの 居 住 区） 単 位 に構 成 され るｆａｌａｎの数 は ，

２７で あ る。 そ れ は ，現 在 で も前 述 した 機会 に機 能 す る。 しか し， １９５０年 以 降 ，ｓｈｏは
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さ らに下位 の集 団 （単 位） に分 裂 して きて い る。 そ して ，現 在 で は，炊 事 小 屋 を家 単

位 につ くり， ｓｈｏの共 有 財 を分 割 し， ３～ ４世 代 間 の 母 系 の女 性 成 員 を 中 心 に 独立 し

た親 族 （家族 ） 集 団 を 形 成 して い る。 そ の結 果 ， Ｐｅｉ （居 住 区） の 数 は ４６にな って い

る。 そ こで ， １つ の母 系 ク ラ ンを と りあ げ， ク ラ ンの構 造 と分 節化 の過 程 ， 財 の分割

お よ び現 在 の生 活 集 団 の単 位 に つ い て検 討 す る こ とに しよ う。

　 Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンは， 現 在 １３８人 の成 員 よ りな り， サ タ ワ ン社 会 で第 二 位 の 成 員人 口

を もつ 。１９４８年 当 時 の人 口 は４４人 で，この４０年 間 に ３倍 もの人 口が増 加 した 。 Ｌｅｅｗａｎ

の語 義 は 「森 」 （ｌｅｅは場 所 を 示 す 接 頭辞 ） で ，祖 先 は， トラ ックの モ エ ン島 か ら来 た

とい う伝 承 が あ る。 しか し，系 譜 の うえ で は ， そ の祖先 ま で た ど る こ とが で きず ，名

前 が 知 られ て い る最古 の祖 先 は， 現 在 の 最 上世 代 者 か ら ４世 代 前 の女性 で あ る （図２０

参 照）。 Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンの古 い系 譜 関係 は不 明 で あ るが，先 祖 は も と も と Ａａｎｉｙａｐ と

い う １つ の居 住 地 （Ｐｅｉ）に住 ん で い た 。 しか し， 系 図 の １～ Ｗ世 代 に ，　 Ｎａｆａ （３） と

Ｎｅｃｈｅｍｅｙ （４）が Ｓｏｏｔの土 地 に新 し く居 住 地 を 開 いて住 ん だ。 そ の理 由 は， ３と ４

の夫 ， Ｍ ａｇｉ１（３’） （３の死 後 ３’は ４ と結 婚） が ， 当時 サタ ワ ン島 の首 長 （ｍａｋａｌ）で ，

彼 が そ の ク ラ ンの最 後 の生 存者 で あ った ため に， 多 くの財 を 妻 とそ の子 ど も に贈 与 し

たか らで あ る。 そ の た め， ３’と ４夫 婦 は，子 ど も （７～ １０） を連 れ て， Ｓｏｏｔの地 に

移 った ので あ る。 そ の時 ， Ｍ ａｇｉ１（３’）か ら贈 与 さ れ た コ コヤ シ林 は １８個 所 ， タ ロイ

モ 田 は ５区 画 で あ った。 Ｓｏｏｔに住 ん だ Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンの人 び とは ， そ れ らの コ コヤ

シ林 とタ ロイモ 田 を共 有 財 ， ｍｗｏｎｇｏｌａｐ（「大 きい食 べ もの」 の語 義 で あ るが ， 「ク ラ

ンの元 来 か らの 共 有 財 」 の意 味 ）と して ，Ａａｎｉｙａｐ の ク ラ ンか ら分 節 して ， 下 位集 団

を 形成 した。 それ によ って ，Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ン は，現 在 に いた るま で ， ２つ の ｓｈｏな い

しｆａｌａｎ（母 系 リニ ー ジ）で編 成 さ れ て い る。 つ ま り，　Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンは ，今 （最 上 世代

者 か らみ て） か ら ４世 代 前 に Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ン固有 の ｍωｏｎｇｏｔａｐ を共 有 す る Ａａｎｉｙａｐ

に居 住 す る集 団 （Ａ，Ｂ）と，婚 入 した男 性 の贈 与 財 を共 有 財 （ｍωｏｎｇｏｔａＰ）とす る Ｓｏｏｔ

に居 住 す る集 団 （Ｇ）とに分 裂 した ので あ る。

　 Ａａｎｉｙａｐ に居 住 す る Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンの 分 節集 団 は ，　 Ｎｅｐｏｋｉｎ （ｌｌ），　Ｎｅｋｅｙ （１３），

Ａｃｈｅｌｅｉ（１４）の代 ま で は，　ｍｗｏｎｇｏｌａｐ を共 有 し， １軒 の炊 事 小 屋 で共 同 で料 理 をつ く

って い た。 しか し，Ａｒｉｙｏ （１５）が多 くの ｍｗｏｎｇｏｌａｐ（５個 所 の コ コヤ シ林 と ６区画 の

タ ロイ モ 田） を 彼 の妻 お よ び子 ど も に贈 与 した ので ， ク ラ ンの共 有 地 を ， ３人 の女 性

キ ョウダ ィ で分 割 す る こ とに な った。 そ の た め に，Ａ－１～ Ａ－３，　Ａ－４ と Ｂ とい う ３つ の

系 統 に分 節化 した。Ａ－１～ Ａ－３の 系 統 も，　Ｅｌｉｔａ （２２），Ｓｕｔｏ （２４） と Ｍ ｉｔａ （２６）の ３姉

妹 の代 に， そ の系 統 が 共 有 して い た ｍｗｏｎｇｅｌａＰ を分 割 して しま った。 そ の 理 由は ，
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図２０ Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ン の 系 図

　　　　　　　 註）▲● は生存す る既婚者を示す。
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Ｅｌｉｔａ の夫 が ５個 所 の ココ ヤ シ林 と ４区 画 の タ ロイ モ 田を 贈 与 し， そ の財 を他 の系 統

の ク ラ ン成 員 に使 用 させ る こ とを拒 否 し， Ｅｌｉｔａ とそ の娘 ，　Ｎｅｓｉｎ （３５）だ けの もの に

す る よ う に指 示 したか らで あ る。 この よ う に， Ａａｎｉｙａｐ に居 住 す る Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ン

の成 員 は， 財 の贈 与 お よび 贈 与 され た財 の使 用権 を め ぐる対 立 か ら， ５つ の 系 統 へ と

分 裂 して 現 在 にい た って い る。 そ れ ぞ れ の系 統 は ，独 自 に財 を 保有 し，炊 事 小 屋 を構

え ，別 個 の生 産 ・消費 の単 位 にな って い る。 しか し， 家 屋 を Ａａｎｉｙａｐ の居 住 区内 お

よ び そ の隣接 す る土 地 に建 てて お り， １軒 の集 会所 を共 有 して い る。 そ して ， 人 び と

は， 「我 わ れ は １つ の ｓｈｏで あ る」 と意 識 して い る。 これ ら の 性 格 か ら， 筆 者 は，

Ａａｎｉｙａｐ に住 む Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンの 成員 は ， １つ の リニ ー ジを形 成 し， そ して ５つ の

下位 リニ ー ジ （ｓｕｂ　ｌｉｎｅａｇｅ）に分節 化 し て い る と み な す こ とにす る。 した が って ，

Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンは，　Ａａｎｉｙａｐ と Ｓｏｏｔの ２つ の リニ ー ジ と，６つ の下位 リニ ー ジよ り

構 成 され て い る ので あ る。 ま た ， それ らの リニ ー ジ成 員 を 中心 に ，妻 方 居 住方 式 に よ

って ， 形成 さ れ る居 住 集 団 は ， ３～ ４世 代 間 の女 性 成 員 と彼女 の夫 た ち ，そ れ らの子

ど も と養子 よ りな って い る。 この集 団 は，母 系 （拡 大 ） 家族 と定 義づ け られ る。

　 ６つ の 下位 リニ ー ジの 財 の保 有 状 況 と居住 者 の人 数 は， 表 ６に示 した とお りで あ る。

表 か らうか が え る こと は， Ｓｏｏｔリニ ー ジ （Ｃ） と ２つ の下位 リニ ー ジ （Ｂ，　Ａ－１）が ，

元 来 の 財 （ｍωｏｎｇｏｌａＰ）を所 有 して い るだ け で，あ との集 団 は， 集 団 へ の婚 入 者 か ら贈

与 され た 財 で生 計 を たて て い る こ とに な る。 Ｓｏｏｔ リニ ー ジが多 くの ｍωｏｎｇｏｔａＰ を所

有 して い るの は ， Ｍ ａｇｉ１（３’）か らの贈 与 財 が 多 か った こ と と， 代 々 の婚 入 者 が贈 与

した財 で その リニ ー ジか らの婚 出者 の贈 与 財 を補 充 す る こ とが で きた か らで あ る。 現

在 ， Ｓｏｏｔ リニ ー ジを 除 くと， ほ か の ５つ の下 位 リニ ー ジ は， そ の 保有 す る タ ロイ モ

田 やパ ンノ キだ けで ，家 族 成 員 の 食料 を ま か な う こ と は不 可 能 で あ る。

表 ６　Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ン の 土 地 保 有 の 現 況

下 位 リニ ー ジ

 A-1 

A-2 

A-3 

A-4 

B 

 C

計

コ コヤ シ林

固有財

2 

0 

0 

0 

2 

11

１５

贈与財

6 

4 

6 

7 

5 

4

３２

タ ロイ モ田

固有財

1 

0 

0 

0 

2 

4

贈与財

4 

7 

7 

7 

7 

8

パ ンノキ

　（本）

15 

11 

12 

55 

24 

85

２０２

人 口＊
　（人）

23 

20 

14 

26 

23 

11

７ ４０ １１７

註 ＊人 口は居住者の人数を示す。
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　 サ タ ワ ン島 に は，小 学 校 ， 中 学校 ，入 院 設 備 の整 った診 療 所 が あ り， そ こへ 勤 務 す

る公務 員 （教 師，守 衛 ，給 食 夫 ， 清掃 夫 な ど） の数 は， サ タ ワ ン島 出 身者 だ け で５０人

あ ま りに の ぼ る。Ａ－１の家 族 に は ３人 ，　Ａ－２ には １人 ，　Ａ－３に は，１人 ，　Ａ４ に は １

人 ，Ｂ に ２人 の ， それ ぞ れ ， 給 与所 得 者 が い る。 そ の収 入 は １人 平均 ．月 ２００ ドル程 度

で あ るが ，米 な どを購 入 して 生 計 を支 え て い る。 そ の ほ か ，サ タ ワ ン島 か らは ，６０人

もの人 び とが トラ ックの モ エ ン島 や ポ ナ ペ 島で 職 を 得 て い る。 彼 らは 船 の便 が あ る と

き に，米 ， カ ンヅ メな ど の食 料 や現 金 を送 っ て い る。 サ タ ワ ンに限 らず モ ー トロ ック

諸 島 の人 び とは ， ア メ リカ時 代 にな って か ら， トラ ック州 の 中心 地 モ エ ン島へ 出 て ，

仕事 を す る傾 向 が強 い。 職 種 は， 政府 の 官吏 ，教 師 ， 土木 労 働 者 か ら商 店経 営 者 に い

た るま で 多様 で あ る２８）。そ の最 大 の 理 由 は ， 島 の人 口の 増加 に よ る人 口密 度 の高 さ に

帰 因 して い る。 また ， モ ー トロ ック社会 は ，１９世 紀 末 よ り ドイ ツや イ ギ リス の コブ ラ

植 栽 者 が 入植 し，土 地 を購 入 な い し借 りて そ れへ の借 地 料 の支 払 いや 島 民 の コブ ラの

販 売 に よ る現 金 の入手 とい う形 で ， 市 場経 済 が浸 透 して きて い た。 そ のた め ， 島民 の

あ いだ で の 土 地 の売 買 が 今世 紀 初 頭 か らお きて きて い る。 この よ うな ，現 金 に よ る市

場 経 済 の 発達 とい う側 面 が ク ラ ンな い し リニ ー ジ の分 裂 ，小 単 位 の 自律 的 集 団 の 自立

化 の方 向 へ と進展 させ た 大 きな要 因 にな って い るの で あ る。 つ ぎ に ， サ タ ワ ン社 会 に

お け る土 地 の移 譲 の性 格 につ い て検 討 して み よ う。

　 Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンの土 地 （コ コヤ シ林 ， タ ロ イモ 田）の 動 きを 中心 に，サ タ ワン社 会 に

お け る土 地 の 移譲 方 式 を ，彼 らの民 俗 概念 に基 づ い て分 類 す る と， ８つ の 型 に な る。

　 （１） １換 η９　 これ は父 親 が子 ど も に土 地 を 贈与 ，相 続 させ る方 式 で あ る。その 語 義 は

「贈 物 」 の 意 味 で あ る。 こ こ２０年 間 の男 性 １人 あ た りの贈 与 財 の 平均 的数 量 は ココヤ

２８） 日本統治時代に も，サタワ ンの男性 は，ア ンガゥルやナウル島ヘ リン鉱石の採掘入夫 として

　出稼ぎに出ていた。また，ポナペや トラ ックでも，南洋庁の仕事や日本人経営の商 店で働いて

　 いた。 とくに， ポナペ島へは多 くの家族が出かけた。 これは，今世紀初頭にモー トロック諸島

　 から移住 した人びとの子孫や親族がいるため，そこへ寄留 して仕事をす ることがで きたか らで

　 ある。現在， ポナペには，サタワン島出身者の居住村があ り，その入 口は， ２５０人 にのぼる。

　今世紀初 頭 （１９１２年以降）にポナペに住んでいたサタワンの人び とは， ドイ ツ政庁の土地改革

　で， ポナペに土地を割 りあて られた。そのために，現在，サタワンに住む人のなかにも，ポナ

　 ペの土地の所有を証明す る 「地券」（ｌａｎｄ　ｓｔａｍｐ）を保有する ものがいる。　Ｌｅｅｗａｎクランで地

　券を もっているのは，Ｓｏｉｃｈｙ，　Ｐａｓｉｎａ，　Ｓｉｓｉｌｉａ （図２０の４３，４４，４６） のキ ョウダイである。それ

　 は， Ｓｏｉｃｈｙの父 の父がポナペに居住 していたか らである。 地券の相続 はポナペの法律 では，

　父系を優先させている。 しか し， Ｓｏｉｃｈｙは，地券の名義人の名前 に，彼自身の名前と ２人の

　妹 （母方のイ トコ）の名前を併記 した。その理由は，彼だけの名前だと， ポナペの土地 は，彼

　 の子どもに相続 され，彼の母系 リニージのものでな くな るか らである。また，日本時代 にポナ

　 ペに住んで，仕事を して いた経験のある このクランの人びとは，Ｌｉｗｉｌ（３２），　Ｌｉｏｎａ（２８），　ＬｉｐＰｏ

　 （２９）の夫婦である。 このよ うに，サタ ワンの人びとは， 日本時代に も，現金収入 の道を求 めて，

　 ポナペなどの主 島に出稼 ぎにでていた。
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シ林 とタ ロイモ 田 が そ れ ぞ れ ２区画 ， パ ン ノ キ ３本 で あ る２９）。父 か ら贈 与 され た財 は ，

基 本 的 には ， その 子 ど もた ちの 「共 有 財 」 とな り， その 使 用 や処 分 に た い して ，母 の

リニ ー ジ成 員 の干 渉 を うけ る こ とは な い。 そ して ， それ らの管 理 責 任 者 は長 男 で あ り，

それ らは つ ぎ の世 代 で は， 男 性 キ ョ ウダ イの子 ど もた ちへ と贈 与 され る。 しか し，父

か ら贈 与 され た財 が ， 父 の 集 団 の 〃２ｗｏｎｇｏ　ｌａＰ で あ る場 合 ，そ れ を処 分 す る には ，父 の

集 団 の同 意 が必 要 に な る。 も し， そ の 同意 な しに次 世 代 に贈 与 す る と，父 の 集 団 が返

還 を要 求 す る こ とが お こる場 合 が あ る。 ま た， そ れ らの財 が 数 世 代 た って， 父 系 的 に

相 続 す る子 孫 が い な い とき， な い しは ，子 孫 がい るの に そ の母 親 の リニ ー ジが 使 用 す

る よ うな事 態 が生 ず る と， そ れ らの財 の元 来 の所有 者 は ， それ らの 財 を と り返 す こ と

が で き る。 この権 利 は ，ｋｏｍｗｏｍωｏｎｇＯ （「食 べ もの の と りけ し」） とよば れ る。 この よ

うな事 例 は Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンで ２件 あ る。 サ タ ワ ン社 会 で ， 父 親 の リニ ー ジ （下 位 リニ

ー ジ） とそ の子 ど も との 関係 は
，（吻 ん礎 の用 語 で 指 示 され る。ψ ん雛 は，財 の贈 与 を

うけ るほ か に父 の リニ ー ジの所 有 す る カ ヌー を使 用 した りす る こ とがで き る。 ま た ，

ア フ ァクル は， 父 の リニ ー ジ の首 長 が 島 レベ ル の儀 礼 （あ る ク ラ ンの集 会所 の落 成 式

な ど） の場 で ， 分配 を うけ た米 や カ ンヅ メ な ど を略 奪 す る こ と も許 され る。 そ の反 対

給 付 と して ，彼 らは， 父 の リニ ー ジの カ ヌ ー作 り，集 会 所 や家 の建 築 な ど の作 業 に協

力 す る こ とが義 務 づ け られ て い る。 そ して ， １９４０年 こ ろ まで は， ア フ ァクル はパ ンノ

キの 初収 穫 物 を料 理 して ， 父 の集 団 に届 け る慣行 が あ っ た とい わ れ る・ ま た， 現 在 で

も ク ラ ンに よ って は， 首 長 を 出 す リニ ー ジ に， そ こか ら分 節 した リニ ー ジか らパ ンノ

キ の実 の初物 を贈 与 す る儀 礼 を保 持 して い るもの もあ る 。 しか し， その 義務 を遂 行 し

な いか ら とい って ，贈 与 財 を 没収 され る こと はな い 。 この よ うに ，１換 ㎎ の方 式 に よ

る贈 与 物 は， 理念 の うえ で は ，父 か ら息 子 ， さ らにそ の 息子 へ と父 系 的 に相 続 され る

性 格 の もので あ る。

　 父 親 が彼 自身 の力 （購 入 ，家 を建 て た 支 払 い ，病 気 治 療 の お礼 な ど）で ，獲 得 した

財 は ，彼 自身 の 「私 有 物」 とさ れ， そ の処 分 は 自 由で あ る。 しか し，祖 父 か らの贈 与

財 な い し リニ ー ジの元 来 の財 （ｍωｏｎｇｏｌａＰ）を分 割 した もの で あ った場 合 には， そ の処

２９）最近 の ５年間で結婚 し，子どもを もった男性で，妻および子どもにパ ンノキ， ココヤ シ林や

　 タ ロイモをすでに贈与 した男性 は，きわ めて少 ない。その理 由は，彼 らの集団に贈与する財が

　 ないか らである。そのことは， 表 ７の Ｌｅｅｗａｎクランの Ｓｏｏｔリニージ以外の財の保有数 と成

　 員人口数を対比させれば歴然と している。現在，土地の価格 も高騰 してお り，その購入 も容易

　 でない。１９６０年代 には，タバ コ１０箱で３０本の ココヤシがはえている土地を買 った とい う例 もあ

　 る。Ｓｏｉｃｈｙ（図２０の４３）は，１９６０年代 に，パ ンノキが ３本あ る ７５０　ｍ２の土地を２５０ドルで購入

　 した。そ して，Ｎｅｓｉｎの娘，　Ｓａｌｏｍｅ（５６）は， ポナペ州政府 の秘書を務 めてお り，　Ｓｏｏｔリニー

　 ジの土地 （８００ｍ２）を１９８０年に買い求めたが，その値段は，５，０００ドルで分割払い中である。 こ

　 のよ うに， サタ ワン社会では，土地価格 の上昇が著 しく，また，同 じクラン成員のあいだで も，

　 土地の売買がお こなわれている。
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分 を キ ョ ウダ イな い し リニ ー ジ の全 成 員 の合 意 の も とで 決定 した か， 否 か が 問題 に な

る。 と くに ， リニ ー ジの共 有 財 の贈 与 に関 して は， 贈 与 した 当人 （男 性） が 自 分独 自

の権 限 で処 分 した 場 合 ， 彼 の死 後 その 財 を め ぐ って， 贈 与 側 の リニ ー ジ と受 贈 側 の子

ど もた ちの あ いだ で 係 争 問題 が起 き， 裁 判 に発 展す る例 が 多 い ３０）。 この男 性 の 権 限 は ，

長 男 で あ る とか，ク ラ ンの首 長 で あ る場 合 に ，顕 著 に発 揮 さ れ る。 た とえ ば，Ｌｅｅｗａｎ

ク ラ ンに お いて も，４代 目の首 長 で あ った Ａｒｉｙｏ（図２０の１５）が，前 述 した よ うに，彼 独

自 の裁 量 で ク ラ ンの財 を 多 く彼 の子 ど も に贈 与 して い る。 ま た ，現 在 の首 長 Ｋｕｒａ卑

（図２０の２５） も，，平 均 的 数 量 の 財 を彼 の子 ど も に贈 与 した に もか か わ らず ， も っ と財

を贈 りた い と主 張 し，．彼 の姉 の 娘 （３５） とのあ いだ に確 執 が続 いて い る３１）。 こ の よ う

に ， サ タ ワ ン社会 で は ，現 在 ， 土地 資 源 に た い し人 口が増 大 して い るた め に ， 男性 が

彼 の集 団 の財 を子 ど もに贈 与 す る動 き と，女 性 が集 団 財 を集 団 内 に保 持 しよ う とい う

意 見 とが 対立 す る状 況 が 出現 してい る。

　 ② 　ｃｈａＰｅｎｆａｌｕ　 これ は正 式 の 婚姻 関係 に あ る 配 偶者 よ りほか の異 性 と性 関係 を も

ち， そ の事 実 が発覚 した と き に支 払 う土 地 の こ とで あ る。読ψ の語 義 は， 「腰 を ま げ

る」， な い し 「お じぎ をす る」 の意 味 で あ る。一こ の ク ラ ンで ， この姦 通 によ って獲 得

した土 地 が ３区画 ，．失 った そ れ が ４区 画 あ る。 姦通 をす る主体 は男性 で あ り， 彼 は妻

お よび 姦 通 した女 性 の夫 に， そ れ ぞれ 土 地 を 支 払 わ な け れ ばな らな い。 ま た， ほか の

ク ラ ンの子 ど も に傷 を負 わせ た 場合 の支 払 い もこの カ テ ゴ リー にふ くま れ る。

　 （３） ｋａｍｏ　 これ は現 金 によ る土 地 の購 入 で あ る。 こ の ク ラ ンは， この方 式 で今 まで

に ８区画 の ココ ヤ シ林 を購 入 して い る。 Ｂ サ ブ リニ ー ジの Ｓｏｉｃｈｙ （図 ２０の ４３） は，

中 学校 の校 長 で あ り， ２区画 の土地 を買 い求 めて ， 彼 の子 ど も に贈与 して い る。 彼 は

自分 の集 団 に土 地 が少 な い の で ，独 力 で購 入 して贈 与 財 に あ て た ので あ る。 この よ う

な 考 え を もつ 男 性 の こ とを ， サ タ ワ ンで は ，ａｗｕｆｏｒ　ｒｕｓｈｏｐ（「天 び ん棒 の ２つ の か ごを

３０） モ■一・－ｓトロック社会 は，アメ リカ統治時代にな って，近代的な司法制度が導入され，１９５９年代

　 より，裁判事例が記録されて いる。各島 じまに，紛争を裁判官に報告する役人がいる。 トラッ

　 ク管区 （州）の裁判官がルクノール島にお り，彼 が島 じまか ら報告 される紛争を裁定す る。そ

　 の記録は，その裁判官があつか った事例を記 録 したものであ る。 Ｌｅｅｗ４ｎクランに関 しては，

　 ３例 （いずれ も土地係争）がそれに記録 されている。

３１）Ａｒｉｙｏ（図２０－１５）は，彼の子どもに５区画の ココヤシ林と ６区画のタ ロイモ田を贈与 し， さら

　 に，土地を贈りたいと主張 した。 しか し，彼の妹 をはじめ， この リニージの女性た ちは，集団

　 に財が少ないとい う理 由で，猛烈 に反対 した，彼 は，妹の死後 も，その娘 （Ｌｉｏｎａ）に土地の分

　 割を要求 し，彼女が聞きいれないと棒 で打 ちのめ したといわれ る。また，現在 のこのク ランの

　 首長 Ｋｕｒａｍ は，彼 の実子がないので養子に， １区画のタ ロイモ田をあげたが，それで は少な

　 いと，彼 の姉の娘 （Ｎｅｓｉｎ）に土地 の分割を要求 している。 しか し，彼女が拒否 しているために，

　 彼 は怒 りこの リニージ （Ｐｅｉ）に顔 も出さず， リニージの集会 にも出席 して いない。 この ２例は，

　 集団の財 が少ないのに もかかわ らず，首長であ るという特権の行使 と，婚入先 でのその地位を

　 誇示することに帰因すると説明 されている。
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か つ ぐ」）とよ び， 自分 の リニ ー ジ と子 ど も の双方 に 気 を配 る男 で ，「望 ま れ る男 性 像

とな って い る。

　（４）paawun tep　 これ は， 父 親 が子 ど もを 連 れ て ， トラ ックや ポナ ペ な ど の遠 隔地

に航 海 （旅） を した と きに， 帰 島 して か ら父 親 の リニ ー ジが そ の子 ど もに土 地 を贈 る

こ とで あ る。 語 意 は ，「（父 の） あ とを 追 いか け た お礼 」 の 意 味 で ，１０才 くらい ま で の

息 子 が 対象 に な る。 この ク ラ ンは， この 方式 に よ っ て ３区 画 の土 地 を え て い る。 こ の

慣 行 の起 源 と意 味 につ い て は ， カ ヌ ーで 航 海 して い た時 代 に ，子 ど もを 航 海 で危 険 に

さ らす か らとか ，航 海 中 に子 ど もが 父 親 の世 話 をす るか らとい う理 由が あ げ られ る。

　㈲ 　ｌｉｗａｌｉｎ　ａｎｇａｎｇ　 これ は カ ヌ ーの建 造 や 家 屋 ，集 会 所 の 建 築 を した，船大 工 や大

工 に支 払 う土 地 の こ とで あ る。 語 意 は， 「仕 事 の値 段 」 の 意 味 で あ る。 この ク ラ ンで

は， これ に よ っ て ３区 画 の土 地 を得 て い るが ， そ の うち の ２区 画 は， Ｔｉｎａ （図 ２０の

３７） の夫 が ， 日本 時代 に木 工 学 校 で修 得 した技 術 に基 づ いて ，近 代 的な 家 屋 を 建築 し

た労 賃 と して獲 得 した もの で あ る。

　 ㈲pawun asemaw　 これ は病 人 を看 病 した お礼 と して贈 られ る土地 の こ とで あ る。

語 義 は， 「病 気 の お礼 」 の意 味 で ，ｐａｗｕｎ　ｍｏｗｕｒ　（ｍｏｗｕｒは 「息 がガ サ ガ サ い う こと」

の意 味） と もよ ば れ る。 こ の ク ラ ンで は ， これ で ２区画 の土 地 を得 た。 病 人 の 世 話 は

子 ど もが 父 親 に た い して お こな うの がふ つ うで あ る。父 親 が死 に至 るよ うな 大 病 を し

た と き に， 子 ど もの うち， 特定 の 娘 が手 厚 く もて な す と，父 親 の死 後 ，彼 の リニ ー ジ

は ，土 地 を 贈 与 す る。 こ れ は， 義務 的性 格 で はな く， 贈 与側 の意 志 によ る。

　 （７） ｔｉｗｎｌｉｎ　ｓａｆｅｙ・ｒａｗａ　 これ は，病 気 治 療 の お礼 と して獲 得 す る土地 で あ る。∫吻

は病 気 一 般 を 指 す語 で あ り，ｒａｗａは ， マ ッサ ー ジの 治療 を 指示 す る。マ ッサ ー ジ は，

人 が木 か ら落 ちた り した と き に， 不可 欠 な治 療 法 で あ る。 この ク ラ ンで は ， こ の方 式

で ４区画 の 土 地 を得 て い る。

　 （８） ｓｉｗｕｌｉｎ　ｆａｌａ　 これ は 贈与 した土 地 にた い し， 同 じ規 模 の土 地 を返 す慣 行 で あ る。

語 義 は， 「土 地 の 交換 」 の意 味 で あ る。 この交 換 は， 婚 姻成 立 時 に実施 さ れ る。 サ タ

ワ ンの土 地 の贈 与慣 行 は ，婚 姻 の締 結 時 と子 ど もの誕 生 後 の ２段 階 で実施 さ れ る。 婚

姻 が成 立 す る と， 夫 は ， 妻 に コ コヤ シ林 な い しタ ロ イモ 田 の １区 画 を ｌｚＪＺ７７ａｎｇ す る。

この場 合 ，夫 が彼 の 父 か ら贈 与 さ れ た財 を 贈 るの で あ れ ば，土 地 の交 換 はな い。 しか

し， そ の贈 与 財 が ，夫 の リニ ー ジ の ｍωｏｎｇｏｌａＰ 「元 来 の土 地」 で あ る場合 に ， この方

式 が と られ る。 サ タ ワル の人 び との説 明 によ る と， 「土 地 の交 換 」 を して お け ば， 贈

与 側 が贈 与 した土 地 に た い して ，何 の要求 もで き な いか らで あ る との こ とで あ る。 こ

れ は ，（１）ｌｉｆｆａｎｇの と ころ で述 べ た財 を 父 系 的 に 相 続 す る後継 者 が い な い場 合 で も，

９０６



須藤　　ミクロネシアにおける母系制社会の変質

表 ７　Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ン の 財 の 移 譲

下位 リニ ー ジ

 A-1 

A-2 

A-3 

A-4 

B 

C

入 （集団への贈与） 出 （集団か らの贈与）

コ コヤ シ林 タ ロイモ 田 ココ ヤ シ林 タ ロ イモ 田

11 

4 

6 

9 

13 

26

12 

7 

7 

9 

10 

7

7 

0 

0 

2 

12 

28

12 

0 

0 

2 

13 

25

計 69 52 49 52

註 １）財の出入は，ｌｉｆｆａｎｇだけでな く，賠償，労賃 の支払など，すべて の方

　 　 式 （１～ ８）によるものをふ くむ。

　 ２） この表 の財の入出の差引の数 と表 ６の保有数 とが異なるものは，土地

　 　 を分割 して部分的区画を贈与 した結果である。

この交 換 が成 立 して い れ ば ，財 の元来 の所 有 者 は ， 贈 与 した財 を と り返 す権 利 がな い

こ とを示 す もので あ る。 つ ま り， 「交 換 」 と い う慣 行 は ， 土 地 の 所 有権 が ， 贈与 側 か

ら受 贈側 へ と譲 渡 され る こ とを意 味 して い る。 こ の ク ラ ンが ， 「土 地 の 交 換」 に よ っ

て 得 た土 地 は ， ３区 画 にす ぎ な い。 と い う こ とは ，元 来 の 土 地 が分 割 ，贈 与 され た場

合 に， か な らず この方 式 が と られ る わ けで はな い。 そ して ， 交 換 に よ っ て得 た 土地 は ，

贈 与 した土 地 がｍｗｏｎｇｏｌａｐで あ れ ば， リニ ー ジの共 有 財 とな る。

　以 上 で ，Ｌｅｅｗａｎ ク ラ ンの 土 地移 譲 の 内容 につ い て述 べ て きた が ，土 地 を ほか の集

団 （リニ ー ジ） か ら獲 得 した り，逆 に そ の集 団 へ贈 与 す る方 式 にお い て ，圧 倒 的 多 数

を 占め るの は （１）ｌｉｆｆａｎｇによ る もので あ る。筆 者 が得 て い る この ク ラ ンの土 地 獲 得総

数 は， ココ ヤ シ林 とタ ロイ モ 田を 合 わせ て１２１件 で あ る。 この うち ，上 述 の （２）～（８）の

方 式 に よ って 得 た もの は ， ２６区画 で ， 全体 の ４分 の １にな る （表 ７参 照 ）。 そ して ，

（１）～ （８）の方 式 で 確保 した土 地 の う ち，（１）と（８）を除 き，（２）～ （７）の方 式 によ って獲 得 した

もの は ，獲 得 者 個 人 の 「私 的所 有 物 」 とみ な され る。（１）の場 合 は， 基 本 的 に は ， キ ョ

ウダ イ（父 母 の同 じ）の 「共 有 財 」 で あ り， （８）の場 合 は ， リニ ー ジ（下位 リニ ー ジ）全 員

の 「共 有 財 」 に な る。 ま た ， サ タ ワ ン社 会 で は ， リニ ー ジ の男性 が彼 の子 ど もに贈 与

した 財 を返 却 させ る こ とを企 図 す る婚 姻 方 式 が選 好 さ れ る。 この結 婚 は ， ρ観ψωぬ

ｍｗｏｎｇｏ「食 料 （土 地 ） のた め の結 婚 」 といわ れ， リニ ー ジの 女性 が母 の兄 弟 の 息子 を

配 偶 者 に選 ぶ 形態 で あ る。 つ ま り，男 性 か らみ れ ば ，彼 が父 の姉妹 （類 別 的 キ ョウダ

ィ） の娘 と結 婚 す る もので あ る。 この よ う な結 婚 が ， 実際 に起 った例 数 は ，現 在 の 夫

婦 の結 婚総 数 ， ２３０例 の ５パ ーセ ン トで あ る。 そ して ， この よ うな結 婚 は ，幼 児 婚 約
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（んψ ののかたちをとるのが一般的である。

２．　 トラック社会の土地所有集団の構造 と土地所有

　 トラ ック社会 で は， 贈 り手 が受 け手 に義 務 を お わせ る形 態 の 贈与 財 の なか に土 地 が

ふ くま れ る。 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の報 告 に よ る と， そ の贈 与 は η換 ９ とよ ば れ ，領 土 ， 土

壌 ，木 ，礁 湖 ， 笙，カ ヌ ー が対象 とな る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ　９５１：３７］。贈 り手 は そ れ ら

に た い して ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｔｉｔｌｅ （残 存 権 ） を保 持 し，受 け手 は ｐｒｏｖｉｓｉｏｎａｌ　ｔｉｔｌｅ （仮 の保 有

権 ） だ けを もつ 。 た とえ ば， 仮 の保 有 権 を 保 持 す る もの は ，残 存権 を もつ もの に， 土

地 の生 産 物 の一 部 を贈 った り， そ の土 地 を売 却 した い とき に は， そ の代 金 の一 部 を あ

た え な けれ ばな らな い。 そ して ， 前者 は ，後 者 の 許 可 な く， それ らの財 を他 人 に譲 渡

す る こ とが禁 止 され る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　１９５１：４１］。　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は， そ れ らの権 利

が 実 際 に適 用 され る具 体 例 を あ げ て い な い ので ，筆 者 が トラ ック諸 島 の フ ェフ ァ ン

（Ｆｅｆｅｎ）島 と ウマ ン （Ｕｍａｎ）島 で え た 資料 に基 づ いて ， 土 地 の 贈 与 の性 格 と母 系 出

自集 団 の構 造 につ いて検 討 して み よ う （図 ２１）。

図２１　 ト ラ ッ ク 諸 島 の 地 図

　　 　 註 ：（ ）内は公用語 の表記法 であ る。
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湿地およびタロイモ田

マングローブ湿地

桟橋

山

図２２ ウ マ ン 島 の 地 図

　 まず ， ウマ ン島 の サ ポ ウ （Ｓａｐｏｗ）村 の 土 地保 有 の 性 格 を 具 体 的資 料 に基 づ いて 考

察 してみ た い。 ウマ ン島 は ，行 政 上，９村 と ５地 区 よ り構 成 きれ ，人 口２，２９８人 （１９８０

年 ） で あ る。 面 積 ５．２ｋｍ ２， 島 の 中央 部 に ２７３ｍ の 山 が あ るた め ， 海岸 部 に平 坦 地 が

あ るだ け で ， 山 の頂 上部 ま で勾 配 の 急 な斜 面 が続 く （図２２）。 サ ポ ウ村 は ， 島 の南 端

部 に位 置 し，海 岸 部 に家屋 が密 集 す る。村 落 な い し島 間 で戦 争 が行 な わ れ て い た１９２０

年 代 ま で は ， サ ポ ウ村 の 人 び と は， 山 の中腹 な い し海岸 段 丘 地 域 に， 石 垣 を築 き家 屋

を建 て ， 出 自集 団 ご と に集 落 を形 成 して い た。 日本 統 治 時代 に な 二）て ， 戦 争 が厳 し く

禁 止 され た結 果 ，人 び とは徐 々 に海 岸 部 に 降 りて 集 落 を つ く るよ う にな った 。現 在 で

も，数 家族 は 山 に居 住 して い る。 そ の よ うな 地形 上 ， タ ロ イモ 田 （ｎｅｅ　Ｐｗｅｅｎ）は ，海

岸 部 の湿 地 に ２個 所 （１２００ｍ ２）あ るだ けで ， 山肌 （ｎｅｅ〃ｍａｎ）に はパ ンノ キが 密植 さ れ
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て い る。 そ して ， 比 較 的 なだ らか な斜 面 に ， 畑 （ｆａｔａｋｅ，日本 語 か らの借 用語 ） を開

き， サ ツマ イモ ， タ ピオ カな ど を 栽培 してい る。 ウマ ン島 の 人 び とは ，島 にタ ロイ モ

や コ コヤ シを栽 培 す る土 地 が な い た め に ，礁 湖 内 お よ び環 礁 上 の 無人 島 に それ らを植

え て い る。 コブ ラの生 産 も，無 人 島 の コ コヤ シに依存 して い る。

　筆 者 の調 査 時 で ， サ ポ ウ村 は， 約 １６０世 帯 ，７７０人 の入 口 を よ う して い た。 村 社 会 は ，

７つ の ａｉｎａｎｇ と よ ばれ る母 系 出 自集 団 で構 成 され て い る。 そ の うち， この村 の最 初

の居 住者 で あ り， こ の村 の領 域 を最 初 に 占取 した と 伝 え られ る Ｆｅｓｉｎｉｍ 伽 伽９ の成

員 人 口が ，村 人 口 の 半 数 近 く を 占 め る （ｆｅｓｉｎｉｍの 語 義 は， 「クモ の巣 」 で あ る）。

Ｆｅｓｉｎｉｍ　ａｉｎａｎｇは サ ポ ウ村 だ け で な く ウマ ン島 の す べ て の村 の 最初 の居 住 者 で あ り，

各 村 の首 長 （ｓａｍｗｏｏｎ）を 出 して い る 。 トラ ック社会 で １島 のす べ て の 村 が 同 じ ａｉｎａｎｇ

の首 長 によ って統 轄 され て い るの は ， ウマ ン社 会 よ りほか に例 が な い。

　 サ ポ ウ村 の Ｆｅｓｉｎｉｍ 痂 侃ｇ は，３つ の下 位 の 出 自集 団 に分裂 して お り，分 節 化 した

個 々 の集 団 は ｅｔｅｒｅｋｅｓとよ ば れ る。　ａｉｎａｎｇの用 語 は， サ ポ ウ村 に住 む母 系 出 自集 団成

員 だ けで な く， ウマ ン島 の他村 ， トラ ック群 島 内 の他 島 お よび モ ー トロ ック な ど， カ

ロ リン諸 島 全 域 に分散 して い る同 名 の集 団成 員 の 総称 で あ る。 そ して ，ａｉｎａｎｇは 成 員

相 互 の系 譜 関係 は た ど れ な いが ，基 本 的 に は婚 姻規 制 や相 互 援 助 な どの機 能 を はた す

集 団 で あ る。 そ れ に た い し，ｅｔｅｒｅｋｅｓの 成員 は，相 互 に系 譜 関係 を認 知 して お り，平 均

７～ ８世 代 の世 代 深 度 を もつ 。 そ して ，ｅｔｅｒｅｋｅｓは同 じ村 の居 住 者 （出 身者 ）よ り構成

され る。 それ は さ ら に分節 化 して，磁 ∫πと よば れ る何 らか の共 有財 を保 有 す る自律 的

出 自集 団 を形 成 す る。’　ａａｉｎは ， 同 じ居 住 区 に共 住 な い し， そ この 出身 で あ る ｅｔｅｒｅｋｅｓ

成 員 で構 成 さ れ る 出 自集 団 で あ る。 通 常 ， ａａｉｎ は ３～ ４世代 間 の 母系 出 自集 団 成 員

に よ って編 成 さ れ る。 最 近 で は ， こ の ａａｉｎ にｆａａｍｉｎｉｙ（英 語 ｆａｍ ｉｌｙ か らの借 用 語 ）

の 語 を あ て て よん で い る。

　 サ ポ ウ村 の Ｆｅｓｉｎｉｍ　ａｉｎａｎｇ は ，’３つ の ｅｔｅｒｅｋｅｓ， ９つ の ａａｉｎよ り構 成 され て い る。

３つ の ｅｔｅｒｅｋｅｓの う ち， ２つ は祖 先 が 同 じ と信 じ られ て い るが ， １つ は祖先 が トラ ッ

ク群 島の Ｔｏｌ島 か ら移 住 して きた もの で あ る。筆 者 は，上 記 の ３つ の語 彙 で 指示 され

る出 自集 団 を ， そ れ らの構 造 お よ び機 能 を基 準 に して ，つ ぎの よ うな社 会 人 類 学 の術

語 を適 用 して 分類 す る。 ａｉｎａｎｇ を ｍａｔｒｉｌｉｎｅａｌ　Ｃｌａｎ 「母 系 ク ラ ン」，　ｅｔｅｒｅｋｅＳを系 譜 関

係 が認 知 で き る成 員 よ り構 成 され ， い く らかの 土 地 を共 有 す る単 位 とな って い るの で ，

ｍ ａｔｒｉｌｉｎｅａｌ　ｌｉｎｅａｇｅ 「母 系 リニ ー ジ」 と規 定 す る。 そ して ，　ａａｉｎを ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅ 「下

位 リニ ー ジ」 の 概念 で把 握 す る。

　 これ か ら考 察 す るの は ， Ｆｅｓｉｎｉｍ ク ラ ンの １つ の リニ ー ジの事 例 で あ る （図２３）。
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図２３　Ｆｅｓｉｎｉｍ ク ラ ン Ｐ リ ニ ー ジ の 系 図

　　　　註 １）μの は故人を示す 。

　　　　　 ２）矢印は他島か らの婚入者，他島への婚出者を表わす。

　　　　　 ３）Ｆｅ・は Ｆｅｓｉｎｉｍ クラ ンクの成員 であることを指す。
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筆 者 は， サ ポ ウ村 で ３つ の ク ラ ン， ４つ の リ ニ ー ジ につ いて 出 自集 団 の構 成 と土 地

保 有 の調 査 を お こな っ た。 そ の うち の ３つ は， ク ラ ン な い し リニ ー ジ の本 来 の 財 ，

ｆａｎｕｗｅｎ　ｍｗｉｃｈ を保 有 して いな い。．ｆａｎｕｗｅｎ　ｍｗｉｃｈ は，　 ｍｗｉｃｈが 「会 合 」 な い し 「話

し合 い」，ｆａｎｕが 「島 」 な い し 「土 地 」 を そ れ ぞ れ意 味 す るの で，こ こで は 「（集 団成

員 ） 全 員 の土 地」 な い し 「元 来 の 土地 」 と訳 す こ とにす る。 そ して ， １つ の リニ ー ジ

だ け が， １つ の 「元 来 の土 地 」 を現 在 ま で保 持 して い る。 その リニ ー ジ は， 人 び とか

らサ ポ ウ村 で 「も っ と もよ くま とま って い る ｅｔｅｒｅｋｅｓ」 と評 価 され て い る。　 これ は，

サ ポ ウ村 で ｅｔｅｒｅｋｅｓや ａａｉｎの 成 員 ど う しで，土 地 の使 用 や相 続 を め ぐ る争 い が起 きて

い るの に ， そ の リニ ー ジにか ぎ って そ の よ うな係 争 が な い こと を指 して い る の で あ る。

した が っ て，筆 者 は ，現 在 ， サ ポ ウ村 に お い て，土 地 の個 入 所 有 化 と出 自集 団 の 単位

の縮 小 化 が進 行 して い るな かで ，比較 的 ，伝 統 的 な集 団構 成 と土 地保 有 の方 式 を 保 持

して い る リニ ー ジを と りあ げ る こ と に し た 。ｅｔｅｒｅｋｅｓに は特 定 の 名称 がつ け られ て お

らず ， それ を指 す と きに は ， そ の集 団 の最 上世 代 の生 存 者 の名 前 で よ ば れ る。 そ して ，

ａａｉｎ の場 合 も同様 で あ る。 こ こで は， そ の ｅｔｅｒｅｋｅｓを Ｐ （Ｐａｔａｎ） リニ ー ジ と よぶ こ

と にす る （図 ２３の１３）。

　 Ｐ リニ ー ジの女 祖 ， Ｉｎｅｋｕｍ ａｒ（１）は ２つ の土 地 （ノ珈 の しか もっ て いな か った 。１

つ は こ の ク ラ ンの ｆａｎｕωｅｎ　ｍｗｉｃｈで ， も う １つ は彼女 の夫 （１”）が ｆａｎｇｅｔｅ （「こち ら

に贈与 す る」 と い う意 味） した もの で あ る。 こ の リニ ー ジは ，三 代 目の Ａｃｈｉｉｒａ （８）

と Ｓｕｓｉ（１０）の代 に山 か ら降 りた。 そ して ， １つ の 居住 地 に共 住 し，共 同 の炊 事 ＪＪ＼屋

（ｆａｎａｎｇ）と集 会 所 （ｗｕｕｔ）を保 有 して いた が ， つ ぎ の代 に居住 地 （Ｐｅｉ）を別 に し， ２

つ の 出 自集 団 （ａａｉｎ）に分 か れ た。そ れ は，リニ ー ジの人 口 が増 加 した た め で ，　Ｓｉｍｉｎａ

（１３’）が彼 の 贈 与 した土 地 に新 し く居住 地 を造 成 し，妻 （１３）と子 ど もた ちを連 れ て移

り住 ん だ か らで あ る。現 在 で は ， それ ぞ れ の居 住 地 に集 会 所 を建 て て ， １つ の 「元 来

の土 地」 は Ｓａｋｕｒａ （１４）が使 用 して い る。つ ま り，　Ｐ リニ ー ジ は ，　 Ｐａｔａｎ （１３）を 長

とす る ａａｉｎ （Ｐ 下位 リニ ー ジ） と Ｓａｋｕｒａ （１４）を長 とす る Ｓ下 位 リニ ー ジ とに分 節

化 した の で あ る。 Ｓ下 位 リニ ー ジに お い て は，　Ｉｃｈｉｅ（Ｆｕｊｉｋｏ）の 系統 が ，　Ｓａｋｕｒａ の

居 住地 と異 な る居 住 地 を他 人 よ り借 りて 家 を建 て て住 ん で い る。 こ の集 団 内 の ２つ の

系 統 は ，集 会 所 と い くつ か の土 地 を共 有 す る もの の ， 日常 的 な食 料 獲 得 活動 や炊 事 小

屋 を別 に して い る。 この 単位 が ，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の い う ｄｃｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ （出 自系 統 ）で あ

る。

　 つ ぎに ，Ｐ リニ ー ジの現 成 員 を 中心 に ，婚 姻 お よび居 住 の様 式 につ い て述 べ てみ よ

う。 図２３に示 した よ う に， この リニ ー ジ成 員 で ， 同 じ Ｆｅｓｉｎｉｍ ク ラ ン （Ｆｅ．で 表 記 ）
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の成 員 と結 婚 した もの は ６人 にの ぼ り，生 存 成 員 の既 婚 者 総 数 ，２１人 の ３割 近 くにの

ぼ る。 こ の ク ラ ン外 婚 の規 制 が守 られ な くな った の は ，２０年 前 か らで ， トラ ック社 会

で も ウマ ンだ けの傾 向 で あ る。 これ は，サ ポ ウ村 の人 口の 半数 が Ｆｅｓｉｎｉｍ ク ラ ン成 員

で あ る と い う条件 の も とで 生 起 した現 象 と考 え られ る。 い まで も ウマ ンの人 び と は ，

一 般 論 と して は Ｆｅｓｉｎｉｍ ク ラ ン成 員 同志 の結 婚 を良 くな い とす る意見 を強 調 す るが
，

そ の結 婚 を積 極 的 に忌 避 した り， そ の 夫婦 に制 裁 を くわ え る こ ともな い 。結 婚 後 の居

住 様 式 も，夫 方 居 住 をす る夫婦 が ４組 あ る。 この うち Ｓｉｍｉｙｏｎ （２３）の 場合 ，彼 が州

政 府 の船 員 で ，妻 が 中央 カ ロ リン諸 島 の ラモ トレク （Ｌａｍｏｔｒｅｋ）島 出身 で，勤 務 の 関

係 上 ，夫 方 居 住 の方 式 を と った もので あ る。 そ れ以 外 は， い ず れ も ウマ ン島 出 身者 で ，

ｓｅｒｅｎｇａｗ （３０’）は サ ポ ウ村 ，　Ｊｏｓｅｐｈ （３３’） と Ｊｕｓｔｏ （３４’）は隣…村 の 出身 者 で あ る。

彼 らはい ず れ も技 師や 教 師 の職 業 につ いて い るが ，妻 の居 住 地 か ら勤 務 可 能 で ， 自分

の居 住 地 に住 む必 然 性 はな い。 しか し，彼 らが夫 方 居 住 の方 式 を と った の は， 妻 の 集

団 に家 屋 が な か った の で ，彼 らの リニ ー ジの 土 地 に 家屋 を建 て た か らで あ る。 この よ

うに， 現 在 の サ ポ ウ村 に お いて は ， ク ラ ン内 婚 や夫 方 居 住 が ， 例外 と して でな く， 配

偶 者 選 択 の 可 能性 の限 定 ，夫 の経 済 的収 入 な どの 要 因 に よ っ て進 行 しつ つ あ る。 この

うち， 夫 方 居 住 の様 式 は ，統 計 的 に正 確 なデ ータ を 入手 して い な いが ，最 近 の トラ ッ

ク社 会 で普 遍 的 に生 起 して い る現 象 と い うこ とが で き る。

　 Ｐ リニ ー ジ は三代 目ま で １つ の 居住 地 に共 住 し， 財 を共 有 して いた と前 述 した が ，

その 時代 の財 の保 有 状 況 を ，図 ２３と表 ８， ９を参 照 して検 討 してみ よ う。 そ の 時代 に ，

Ｐ リニ ー ジ は， １区 画 の共 有 地 を 保 有 し，１６区 画 の 土 地 を婚 入 者 の贈 与 によ って取 得

した。 そ して ， ５人 の 婚 出者 が ， ５区画 の土 地 を贈 与 した か ら，差 し引 き１１区 画 の土

地 を保 有 して いた こ と にな る。婚 出者 （この リニ ー ジの男 性 成 員） の財 は，彼 らの 父

親 が持 参 した ものを あ て た が ，Ｅｓｅｃｈｕ （ｌｌ）の よ うに父 親 か らの土 地 の贈 与 が な い成

員 に は，Ｎｏｗｒｉ（２’）の 土 地 を 融通 して い る。 つ ま り，　Ａｃｈｉｉｒａ （８）と Ｓｕｓｉ（１０）は，

上位 世 代 の 婚入 者 （１”，２’，２”，３’，６’）が贈 与 した財 を，ｆａｎｕｗｅｎ　ｅｔｅｒｅｋｅｓ「リニ ー ジ の

土 地」 で 「共 有 財」 と して使 用 して い た ので あ る。 ま た ，Ｔｈｏｍａｓ（９）は ，父 が持 参

した 土地 を彼 の子 ど もに贈 与 した が ， 子 ど もが死 亡 した た め に， この リニ ー ジ は そ の

土 地 を と り返 した 。 これ は ，土 地 を 贈 与 した リニ ー ジ は，受 贈 リニ ー ジ に正 当 な土 地

相 続 者 が い な い場 合 ， 贈 与 した土 地 を 没 収 す る権 利 を保 留 して い る こ とを 示 して い る。

四 世 代 目に この リニ ー ジは ，居 住 地 を別 に し， ２つ の ａａｉｎ分 節 に した 。 この と きに

財 の分 割 は ， Ｐａｔａｎ （１３）が ，父 （８’） と夫 （１３’）の土 地，　Ｓａｋｕｒａ （１４）と Ｆｕｊｉｋｏ（１６）

が父 （１０’） とそれ ぞれ の夫 （１４’，１６’）の土 地 とタ ロ イモ 田 を使 用 した 。 「共 有 財 」 に
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つ いて は， Ｓａｋｕｒａ は ， 自分 の下 位 リニ ー ジに土 地 が 少 な い （人 口 の割 りに） の で ，

ｆａｎｕｗｅｎ　ｍｗｉｃｈの土 地 １区 画 と Ａｒａａｒｅ（３’） と Ｐｏｋｕｎ （２”）の土 地 ２区画 とタ ロ イモ

田 １区画 を 保 有 す る こ とに な った 。 これ らの共 有 財 （ｆａｎｕωｅｎ　ｍωｉｃｈの土 地 １区 画 と

ｆａｎｕｗｅｎ　ｅｔｅｒｅｋｅｓの土 地 ５区 画 とタ ロイ モ 田 ３区 画） は ，現 在 ，　Ｐ と Ｓ の下位 リニ ー ジ

単位 に管 理 ， 使 用 され て い る が， そ の処 分 は ，双 方 の 下位 リニ ー ジ の合 意 の も とに決

定 しな け れ ばな らな い 。 いず れ にせ よ，Ｐ リニ ー ジの 分裂 時 に，　Ｐ 下 位 リニ ー ジは ６

区 画 の土 地 と １区 画 の タ ロイ モ 田， Ｓ下位 リニ ー ジ は ６区 画 の土 地 と ４区 画 の タ ロイ

モ 田 を保 有 し，使 用 して い た 。

　 現在 ，Ｐ 下 位 リニ ー ジ は ，１８区 画 の土 地 に ２７５本 のパ ンノ キ と ３区 画 の タ ロイ モ 田

を保 有 して い る。 この リニ ー ジで は， Ｓｉｔｕｋｉ（１８）の 子 ど もに は １区画 の 土地 を贈 与

したが ， それ 以 外 の婚 出者 に は まだ 土 地 を与 え て い な い。 土地 の贈 与 は， 一般 に両 親

の死 によ って実 行 され る性 格 の もので あ り， Ｓｉｎｋｉｏ （１９）に贈 与 す る土 地 は決 ま って

い るが ，現 在 ，彼 とこの リニ ー ジ の成 員 が 共 同使 用 して い る。 ま た ，Ｓｉｔｕｋｉに贈 与 し

た土 地 も， この リニ ー ジが食 料 に困 った と き には ，彼 の子 ど もの了 解 を え て使 用 す る

こ とが で き る。 この こ と は， 土地 の贈 与 者 と受 贈者 の あ いだ で ， 贈 与 当事 者 の代 およ

び次 世 代 の ２世代 間 は ，双 方 が使用 す る権 利 を 保 持 して い る こ とを 示 す もの で あ る。

Ａｓｏｗ （２０’）は ， 彼 の妻 に ３区画 の 土地 ’ｅ　２区画 の タ ロイ モ 田を 贈 与 して い る。 彼 に

は 実子 は な いが ，妻 （２０）の弟 と娘 を 養子 に し て い る。 彼 が贈 与 した ２区 画 の土 地 と

１区画 の タ ロ イモ 田 は ，彼 の父 か ら も ら った も ので ， １区画 の土 地 は母 か ら， そ して

１区 画 の タ ロ イモ 田 は ，彼 が購 入 した もの で あ る。 そ の うち ，彼 の 母 か らの土 地 は ，

彼 の ａａｉｎの ｆａｎｕｗｅｎ　ｍｗｉｃｈで あ った が ，彼 に は姉 妹 が い な い ので 彼 が 養子 に贈 与 した。

ま た ，父 か ら贈 与 され た土 地 を この 〃〃初 に贈 る と き には ， 父 の リニ ー ジ （父 の姉 妹

の女 系子 孫 ） に そ の件 を報 告 した。 ウマ ン社会 で は ， リニ ー ジの共 有 財 お よび父 の父

か らの贈 与財 を 自分 の子 ど も に贈 与 す る と きに は ， リニ ー ジの 長 か父 の キ ョウダ ィ に

知 らせ ， 同 意 を え る のが 伝統 的 なや りか た で あ る。 しか し， 最近 で は ， それ を しな い

た め に土 地 を め ぐ る争 いが ， 贈与 側 と受 贈 側 で頻 発 して い る。

　 Ｓ 下 位 リニ ー ジ に おい て は ， Ｓａｋｕｒａ （１４）の 系 統 と Ｉｃｈｉｅ （２８）の系 統 とに 居住 地

が分 か れ ， 日常 的 な生 産 ・消 費 の生 活 を 別 に して い る こ と は前述 した。 この リニ ー ジ

に お け る財 の使 用 ・管 理 は， 現在 ， ３つ の種 類 に分割 され て い る。 １つ は ， Ｓａｋｕｒａ

の夫 ，Ｓｏｏｆｏ （１４’）が持 参 した財 で ， そ の財 は その 夫 婦 と 彼 らの子 ど も た ちが 使 用 し

て い る。 ２つ め は，Ｆｕｊｉｋｏの夫 ，　Ｉｎｏｓ（１６’）が贈 与 した土 地 と Ｉｃｈｉｅの夫 ，　Ｗ ｕｅｙｏｓｈｉ

（２８’）が贈 っ た土 地 で ， それ らは Ｉｎｏｓと彼 の子 ど もた ちが利 用 して い る。 そ して ・
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３つ め は ，ｐ リニ ー ジの 元 来 の 土地 と Ａｒａａｒｅ （３’），　Ｓｏｏｒｉ（６’） が贈 与 した 財 で， こ

の 財 は Ｗ ｅｒｉｐｅｒ（１７） と Ｓａｋｕｒａ（１４）の責 任 の も とに・ ｆａｎｕωｅｎ　ｍｔｖｉｃｈ 「Ｓ下位 リニ

ー ジの共 有 財 」にな って い る。 つ ま り，父 親 な い し夫 が贈 与 した財 は そ れ らの 子 ど もた

ちや 妻 が使 用権 を保 持 す るが ， そ れ以 前 に この集 団 へ婚 入 した もの の財 は集 団 成 員 が

均 等 に使 用 す る権 利 を もち，最 上 世 代 の年 長 男性 （ｍｗａｎｎｉｉｃｈ）と年 長女 性 （ｆβｎｉｉｃｈ）が

そ の管 理 責 任 を お うの で あ る。 こ こで ，集 団 元 来 の 土 地 で な い ，先 々代 の婚 入 者 が贈

与 して ，この集 団 に残 って い る財 に た い して も ｆａｎｕｗｅｎ　ｍｗｉｃｈ とい う用 語 が適用 され

て い る。 この用 法 は， 本 来 ， リニ ー ジ固 有 の 財 を指 示 して いた もの が ， そ の財 を他 の

リニ ー ジ に贈 与 して しま い， な くな って しま った現 在 の トラ ック社会 にお い て， 集 団

の 「共 有 的 財 」 を指 す の に転 用 され た もの と み なせ る。

　 うえ で み た Ｓ下 位 リニ ー ジは， ３区画 の土 地 と ４区 画 の タ ロイ モ 田 を 「共有 財 」 と

し集 会 所 を共 有 して は い る もの の ，最 上 世 代 の女 性 （とそ の夫） を 中心 に ，そ の 女 系

子 孫 た ち よ りな る集 団 （出 自系 統） に分 裂 す る過 程 を示 して い る・ この分 裂 の契 機 は，

Ｆｕｊｉｋｏ （１６）の死 後 ，　Ｉｃｈｉｅ（２８）と Ｗ ｕｅｙｏｓｈｉ（２８’）夫 婦 が教 師 で あ り・ 他 人 の土 地

を借 りて家 を新 築 した こ とに始 ま る。 そ して ，Ｗ ｕｅｙｏｓｈｉ（２８’）は ，彼 の母 の父 か ら

の土 地 ， ２区画 を妻 お よび子 ど もに贈 与 した ほか に ， １区 画 の 土地 を購 入 して い る。

ま た ，彼 ら夫 婦 の収 入 は月 に１２００ドル を越 す が ， そ れ で も借 金 を 背負 って い る。 そ れ

は ，家 や船 外機 な ど の ロー ンの 返 却 の ほ か に ，月 給 日を あ て に して Ｓ系統 の人 び と に

か ぎ らず親 族 が お し寄 せ て来 て， 購 入 した米 や 肉 ・魚 な どを要 求 し， 彼 らが 「不 承 不

承 な が ら」 対 応 して い るか らで あ る３２）。この よ うな ，生 活 に不合 理 さを 感 じた 彼 らが ，

独 自の生 活 を営 む ため に， 月賦 に よ って 家 を 建築 した の で あ る （しか し，家 を新 築 し

た あ とも， 購 入食 料 の親 族 へ の援 助 は続 いて い るが）。 うえで み た よ うに， 現 在 の ウ

マ ン社 会 にか ぎ らず ，給 与 所 得者 を 中心 に ，faaminiy（ 家族 ） 単 位 の生 計 を営 む こ と

へ の志 向性 が強 くな って い る の が トラ ッ ク社 会 の現 状 で あ る。生 産 単位 の縮 小 化 とい

３２）政府機関の雇用者 （公務員）の給料 は，隔週の金曜 日に支払われ る。 この日を， トラ ックの

　 給 与所得者 は， ｔｔｅｎｇｅｎｉ　ｎｉｉｔｎ「金曜 日の愛 （恵み）」 とよんで いる。　ｔｔｏｎｇは 「愛」を，　ｎｉｉｍ は　 　

「五」つま り週の ５日目をそれぞれ意味す る。 トラックにおいては・金曜 日にな ると・モエ ン　 　

島 （州政府 の各事務所が設置されている トラック諸 島の経済 ・政治の中心地）へ，ほかの島 じ

　 　まか ら人び とが， ココヤシ，魚 ，野菜，パ ンノキの実 に料理 した ものを手に携 えて集結す る。

　 　これは，それ らの品物を市場へ売 る目的でな く，親 族や同 じリニージ成員 の給与所得者に贈 る　 　

ために出かけて くるのである。そ して，それ らの ものと引き換えに，現金，米，砂糖，カ ンヅ

　 　メな どを給与所得者 に無心す るのである。給与所得者に してみれば， 日ごろか らの差 し入れな　 　

ら歓迎するが， １カ月 に ２度 の給料 日に限 って大量にそれ らの ものを受け とった として も，食

　 　べ きれずに腐 らせて しま うことになる。 しか し，親族や リニージ成員の要求や物乞いを拒否す　 　

ることはで きず，結局は，給 料の大半をはたいて，彼 らの期待をかなえてやるのが給与所得者

　 　の役目とな る。このよ うに，金曜日 （給料日）に，集ま って くる人びとに，金 や物の恵みを授

　 　けることが，「金曜 日の愛」 とい うことばで表現 されるのである。
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う傾向と同時に，給与所得者へ物乞いを要求する親族 に，土地を贈与した リニージ成

員が多いという点は興味深い現象である。

　伝統的しきたり （ｗｕｎｕｎｕｎ）では，土地を父親から受贈 した子どもたち （ａｆａｋｕｒ）は，

父の リニージヘパンノキの実の初収穫物を料理 して贈ることや，その リニージで労働

力が必要なときには，積極的に援助することが義務づけられていた。その義務を怠 っ

たからといって，贈与された土地を没収されるということはなかったようであるが，

とにかく，父親の集団にパ ンノキの実の初収穫物だけでな く，魚，サツマイモ，バナ

ナなど子どもたちがえたものの一部を届けることが，彼らの役目とされていた。その

ように，父親の集団へ貢献する内容は，現在 トラック社会における貨幣経済の浸透と

ともに，土地贈与側が給与所得者であるａｆａｋｕｒにたいして，生産物でな く， 現金や

購入物資を要求するかたちにかわ ってきているのである。

　これまでの記述で明らかなように， ３世代前 （最上世代の生存者からみて）の １人

の女性を始祖として形成された Ｐｅｔｅｒｅｋｅｓ（リニージ）は， ２つの ａａｉｎ （下位 リニー

ジ），３っのｆａａｍｉｎｙ（拡大家族）より構成されている。そして，下位 リニージが，土

地やタロイモ田，集会所を共有する単位となっている。表 ８，９からうかがえるよう

に，ウマン社会では，パンノキが豊富であるのにたいし，タロイモ田が極端に少ない

ために，主食はパ ンノキの実に依存 しなければならない。その実の枯渇期の食料 とし

て，貯蔵パンノキの実 （ａＰＰｏｔ）の製造が重要な仕事 となっている。 この製造の単位 も，

表 ８　Ｆｅｓｉｎｉｍ　ｅｔｅｒｅｋｅｓ （リニ ー ジ） へ の財 の贈 与

Ｐ リニ ー ジ

図
号

系
番

土地 （パ ンノキ）

区 画 本

タロイモ
田（区画）

1 

2 

3

2' 

2" 

8'

2 

1 

5

12 

81

1

4 

5 

6 

7 

8

13' 

20' 

21' 

22' 

38'

3 

3 

2 

1 

1

67 

48 

11 

26 

30

2

計 １８ ２７５ ３

1 

2 

3 

4 

5

6 

7 

8

Ｓ リニ ー ジ

図
号

系
番

土地 （パ ンノキ）

区 画 本

タロイモ
田（区画）

1 

 1,, 

 3' 

6' 

10'

14' 

16' 

29'

1 

1 

1 

3 

3

2 

4 

2

30

31

40

62 

34 

89

1 

1 

2

計 １７ ２８６ 4

註 １）系図番号 は，図２３に対応す る。

　 ２）財を贈与 した婚入者 （男性）のみ記入 してある。

　 ３）表の中ほどの線 は， １居住区に共住 していた時期を表 わす。

　 ４）パ ンノキの数は，現在の本数である。
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表 ９ Ｆｅｓｉｎｉｍ　ｅｔｅｒｅｋｅｓか ら の 財 の 贈 与

Ｐ リニ ー ジ

¶⊥

９
臼

つ
り

４

系図番号
土地 （パ ンノキ）

7 

9 

18

区 画

1 

1* 

1

本

15

贈 与 者

F (2') 

F (2") 
MF (8')

Ｓ リニ ー ジ

図
号

系
番

土地 （パ ンノキ）

5 

11 

12 

17

区 画

1 

1 

1 

3

本

62

贈 与 者

F (1') 
MMDH 

F (6')(2') 

F (10')

計 ３ １５ 計 ６ ６２

註 １）系図番号は，図２３に対応する。

　 ２） この リニージか ら財を贈与 した成 員のみ記入 してある。

　 ３） ＊の記号は，贈与後にとり返 したことを示す。

　 ４）Ｆ，Ｍ，　Ｄ，　Ｈ，はそれぞれ，父，母，娘，夫 を指示する。

拡大家族，部分的には下位 リニージごとにおこなわれる。つまり，財の共有および主

食となる食料生産も， リニージ単位でなく，日常的な消費生活単位で実施されるので

ある。この出自系統が独立 した財を所有する単位であるということは，妻方居住の方

式を基本とする２～ ３世代間の母系出自成員とその配偶者よりなる母系家族が，自立

的な生産と消費の単位 となっていることを意味 しているのである。また，クランが婚

姻を規制する実体とはなっておらず，居住様式も夫方居住の方式が出現 している。そ

の反面，首長権および首長を補佐する男性と女性の役職は，Ｆｅｓｉｎｉｍ クランか ら世襲

的に輩出し，他村ない し他島で Ｆｅｓｉｎｉｍ クランの大集会所を建築すると きには，資

材購入費用や労力を提供する。このように，クランの連帯は保持されなが らも，クラ

ンが婚姻規制の機能をはたさなくなってきており，財を共有 し食料生産活動を共同で

おこなう単位は，細分化，分立化する傾向が顕著にみ られるのが，ウマン社会の母系

出自集団の構造的特徴ということができる。

　 これまでに述べたウマン社会の母系出自集団の構成と土地保有の性格に，フェファ

ン社会のそれらの諸相をくわえて， トラック社会の土地保有方式をまとめるとつぎの

諸点を指摘することができる。

　現在， トラック社会で，土地を現実に，保有する集団は，小単位 （３世代間の妻方

ないし父方居住による拡大家族）に分裂 している。そして，その集団が保有する土地

は，母系 ｌｉｎｅで相続 したものよりも 父ない し夫から相続な いし贈与されたものの方

が多い。男性が取得す る土地は，彼の集団ないし父から相続 したもののほかに，購入

したり，親族関係者の病気や老後の世話をしたことによって獲得 したものなどである。
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男性が彼自身の力で獲得 した土地は 「個人的所有」となり，彼の判断で処分すること

ができる。

　他方で，母系的に相続されてきた土地は，彼の リニージ成員の合意をえないかぎり，

ほかの集団に贈与することができない。父から彼の リニージの土地を贈与された子ど

もたち （キョウダィ）は，その土地を使用することができるが，その土地をさらに，

ほかの集団に贈与する場合には，彼 らの父の母系 リニージの成員 （最年長の男性）の

了解をえなければならない。もし，その承諾なしに土地を贈与 したときには，彼 らの

父の集団は，ほかの集団に贈与されてしまった土地であってもとりかえすことができ

る。贈与側が保持するこの権利が， Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ のいう 「残存権」であり贈与され

た集団 （父を同じくするキョウダィより構成される）は，それ独自の判断でその土地

を処分することが許されないのである。

　男性が彼の母系 リニージから，彼の子どもに贈与すべき土地を分与されるのは，お

もに，彼の母親の死によってである。彼にどれほどの土地をあたえるかは，彼のリニ

ージ成員の集会での話 し合いによるが，最終的には，リニージの男性首長 ＠ωα傭 励 ）

が決定する。このさい，彼が婚出後に リニージのためにどれほど貢献 したか，彼の母

親の世話をよくみたかなどの点が考慮 される。彼が実際に使用 しているリニージの土

地であっても，その集会で，使用が禁止され，彼の子どもに相続されないことがおこ

る場合もある。いずれにせよ，母の死によって，彼女の息子に相続が認められた土地

は，彼の子どもへ贈与されることになる。

　 そして，父の母系集団から土地の贈与をうけた子どもたちは，パ ンノキの収穫期 と

貯蔵 したパ ンノキの実の食用期に，それらの初物を父の リニージに贈与する義務があ

る。これらの贈与は，パ ンノキの実が成熟する５月～ ６月と貯蔵パンノキの実が発酵

し終る１０月～１１月に実施される。また，それらの時期には，土地の贈与 ・受贈集団間

だけでなく，各集団が，地区 （ムラ）の首長にそれらを献上する儀礼が催される。こ

の儀礼が終了 しないと， 人 び とがパ ンノキの実を食用にすることはできない ［須藤

１９８３］。

　 以上で，母系出自，母方居住の方式によって出自集団を編成するモー トロック社会

と トラック社会における土地保有の性格について論述 してきた。最後に，それ ら２社

会と前節までで述べてきたサタワル社会の土地保有の体系とを比較 して，３社会にお

ける集団構成と土地保有の原理に関する差異を明らかにしてみたい。

　 第一点は，財を保有 し，生産と消費の単位となる自律的集団が，サタワル社会にく

らべ，モー トロックとトラック社会では小規模 になっていることである。サタワル社
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会 で は， リニ ー ジの元 来 の 財 を共 有 す る単 位 は， 最 上世 代 の生 存者 か ら ３～ ４世 代 前

の女 祖 か ら母 系 の 出 自を た ど る人 び とに よ って構 成 され る。 それ に た い し， モ ー トロ

ック と トラ ックで は ，生 きて い る最 上世 代 の女 性 を 中 心 に ，彼 女 の 母 系子 孫 に よ って

財 を共 有 す る出 自集 団 が形 成 され て い る。 と くに， トラ ッ ク社 会 で は， 出 自集 団 の 統

合 の象 徴 と考 え られ て い る集 会 所 も，傭 π とよ ば れ る下 位 リニ ー ジ ご と に所 有 さ れ る

傾 向 に あ り，モ ー トロ ック の リニ ー ジ単位 で の所 有 とい う形態 よ り も， さ らに小 単 位

へ と分化 して い る。 この 自律 的 集 団 の縮 小 化 へ むか った 要 因 と して， 筆 者 は， 出 自集

団 が所 有 す る 「元 来 の 財」 な い し 「共 有 財」 の減 少 ，消 失 とい う側 面 と小 単 位 の 出 自

集 団 の経 済 的 自立 とい う側 面 とを あげ る こ とが で きる と考 え て い る。 出 自集 団 の 固有

財 は， サ タ ワル で は， ｒａｐｉｎｕ　ｆａｎｕ， トラ ッ クで は ｍｗｉｃｈｅｎ．ｆａｎｕ， モ ー トロ ックで は

ｍωｏｎｇｏｌａＰ とよ ばれ ， 贈与 財 とは異 な る カテ ゴ リー に類 別 され て い る。 したが って ，

固有 の 「共 有 財 」 の減 少 とい う こ とは ， リニ ー ジが保 有 して い る 「共 有 財 」 と 「贈与

財 」 の比 率 の大 小 に よ って 計 る こ とが で き る。 そ こで ， サ タ ワル 島 の １５の リニ ー ジ，

トラ ックの ウマ ン島 サ ポ ウ村 の １ リニ ー ジ ， モ ー トロ ッ クの サ タ ワル 島 の １ リニ ー ジ

が保 有 す る土 地 （タ ロイモ 田 を 除 く） の比 率 を く らべ て み る とつ ぎの よ うな結 果 にな

る。 サ タ ワル 島４６パ ー セ ン ト （３２２区 画 中 １５１）， サ タ ワ ン島 の Ａａｎｉｙａｐ リニ ー ジ１４パ

ー セ ン ト （２８区 画 中 ４）
， ウマ ン島 Ｐ リニ ー一ジ ４パ ー セ ン ト （２７区画 中 １） と い う数

値 が で る。 ３社 会 の比 較 で ウマ ン島 とサ タ ワル 島 で は ，単 一 の リニ ー ジの例 しか と り

あ げ て いな いが ， そ の リニ ー ジ にお け る傾 向 は ，そ れ らの社 会 に一般 的性 格 とみ なす

こ とが で き る。　 この数 値 は，　 リニ ー ジ レベル で 算 定 した もの で あ るが ， サ タ ワ ンの

Ａａｎｉｙａｐ リニ ー ジ （図 ２０の Ａ，　Ｂ）， ウマ ンの Ｐ リニ ー ジ （図２３） で は ，現 実 に は ，

リニ ー ジ が固 有 の 財 を共 有 す る単 位 に な って い な い。

　 そ して ，小 単 位 の 出 自集 団 （下 位 リニ ー ジな い し出 自系 統） の経 済 的 自立 とい う側

面 に つ い て は， 筆者 は出 自集 団 成 員 （女 性 ） な い しその 成 員 の父 親 と夫 が ， 定期 的 に

現 金収 入 を得 る手 段 を 確ｉ保 して い る点 を 重 要視 す る。 つ ま り， そ の集 団 成 員 とそ れ ら

の配偶 者 （母 系 家 族 の 中心 成 員 ） が， 給 与所 得者 と して生 活 を維 持 す る役 割 の 増大 で

あ る。 そ れ ら ３社 会 に おい て ，男 性 な い し女 性 が 政府 の諸 機 関 や個 人 的経 営 体 に職 を

見 いだ す 可 能性 は ， サ タ ワル社 会 に く らべ ， モ ー トロ ック （と くにサ タ ワ ン） や トラ

ックの 方 が 断然 多 い こ と は，前 述 した と お りで あ る。

　 第 二 点 は ，土 地 お よび タ ロイ モ 田 な どの生 産手 段 を獲 得 す る方法 の種 類 が ， サ タ ワ

ル社 会 に く らベ トラ ックや モ ー トロ ック社 会 の方 が 多 い と い うこ とで あ る。 ここで と

くに注 目 した いの は ，土 地 が貨 幣 に よ って購 入 の対象 に な って い るか 否 か とい う側 面

９１９
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で あ る。 サ タ ワル社 会 に お いて は，筆 者 の調 査 時点 （１９８０年 ３月 ） ま で ，土 地 が売 却

され た例 は ，皆 無 で あ る。 それ にた い し， トラ ックの Ｐ リニ ー ジで は， ３区画 の土 地

が ， モ ー トロ ックの Ａａｎｉｙａｐ リニ ー ジで も ４区画 の土 地 が そ れ ぞ れ購ｉ入 され て い る。

土 地 の売 買 と い う方 法 は ， モ ー トロ ック社 会 で は ， 今 世紀 の初 頭 か ら 発 現 して お り

［ＢｏＲＴＨｗＩｃＫ　１９７７： １４１］， トラッ ク社 会 で も日本 統 治 時代 か ら実 施 され て い た。 筆

者 が トラ ック の フ ェ フ ァ ン島で えた 事 例 で は ，１９２５年 こ ろよ り 日本 人 社 会 へ 野菜 や 魚

を売 る こ とで得 た お金 で ，１２区 画 もの 土 地 を購 入 した男 性 の例 もあ る。 この よ うに，

貨 幣 経済 の浸 透 につ れ て ，土 地 が金 銭 に よ って売 買 さ れ， 流通 す るよ うにな った モ ー

トロ ック と トラ ック社会 で は ，現 金 を 手 に した 男性 が積 極 的 に土 地 を購 入 し， 彼 の子

ど も た ちへ贈 与 す る とい う形 態 が顕 著 にな って きて い る。

　 三 つ め の相 違 点 は ，贈与 され た財 （コ コヤ シ林 ，パ ンノ キ， タ ロイ モ 田） にた い す

る受 贈 者 の権 利 の 内容 につ い て で あ る。 トラ ック社 会 の父 の集 団 か らの土 地 の贈与 と

それ にた い す るお返 しとい う慣 行 は ， モ ー トロ ックの サ タ ワ ン社会 の そ れ と， 基本 的

に同 じ性 質 を示 して い る ［須藤 １９８４：３２９－３３１］。Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ と Ｍ ｕｒｄｏｃｋは， ト

ラ ック諸 島 の ロモ ヌ ム （Ｒｏｍ ６ｎｕｍ）島 の調 査 資 料 か ら， 父 か ら息子 へ の一 片 の 土 地

の移 譲 が， 数 世 代 に わ た っ て実施 され た と きで も， そ の土 地 の贈 与 を うけ た各 集 団 は ，

土 地 の贈 与 経 路 と逆 の方 向 をた ど って元 々 の土 地 の 所 有者 に初 物 の贈 物 が 届 くよ う に，

反 対給 付 を続 け る と報告 して い る ［Ｍ ｕＲＤｏｃＫ　ａｎｄ　ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　ｌ　９４７：３３７］３３）。

　 トラ ック諸 島 とモ ー トロ ック諸 島 にお け る初 物 献 上 とい う慣 行 は， 贈 与 され た土 地

にた い す る権 利 の う ち，使 用 権 のみ が 移譲 され る ので あ って ， そ の処 分権 が ， な お，

贈 与 側 に留 保 され て い る こ と と関連 して い る と解 釈 で き る （モ ー トロ ック で は，処 分

権 も部 分 的 に譲 渡 され る社 会 もあ る）。 つ ま り， それ は毎 年 の初 物 を贈 与 す る こ とに

３３）土地 の移譲経路 をあ とづ けるかたちで，初物 が土地の元来の所有者 に贈 られ る慣行 は，現在

　 で はみ られない。Ｆｉｓｃｈｅｒも，１９５０年の時点 で，その証拠がない と述べている。 しか し，それ

　 に近似する慣行は，初物を土地の原初の所有者 に直接贈与 した り，ムラの首長へ献上す るかた

　 ちで存在す ると報告 している ［ＦＩｓｃＨＥＲ　ｌ９５８：１７５］。 首長への初物の献上は， 首長の特権に帰

　 因す る。それ は，彼 が，村 の創設 クランの出自をた どる子孫ない し後代の征服者の子孫である

　 ことによ って，彼の村すべての土地にたいする支配権を保持 しているとみなされ るか らである

　 ［ＦｌｓｃＨＥＲ　１９５８：２０３１。 筆者の調査地 　Ｕｍａｎでは，そのような理 由に基づ いて村の首長への

　 初物 （パ ンノキの実）献上儀礼 が盛大におこなわれている。 しか し，土地の原初の所有者への

　 それの贈与は，実施されていない し，また，過 去にもそのような慣行 はなか った といわれ る。

　 事実，島の人び とは，すべての土地の本来の所有者 の系譜 をおぼえていない。このよ うに， ト

　 ラック諸島の初物贈与に関する情報は， Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ，　Ｆｉｓｃｈｅｒと筆者 のあいだで ちがいがみ ら

　 れる。この差異 は，調査時期および調査地の ちがいによる可能性 もある。 トラックで人 が居住

　 する島は，１４島で，総面積，９２ｋｍ２，総人口が，２８，５３６（１９８０年）である。　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈは，

　 １９４７～４９年に，主 として ロモ ヌム （Ｒｏｍ６ｎｕｍ）島，　Ｆｉｓｃｈｅｒは，１９５０～５１年に， モェ ン （Ｍｏｅｎ）

　 島および全域，筆者は，１９８１年 ７～１１月に， ウマ ン島とフェフ ァン島で，それぞれ調査をお こ

　 な った。
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よって使用権が年々継続されてゆ くことを表わしているのである。 したがって，その

慣行は，贈与者 と受贈者 との関係を儀礼的な贈与行為によって維持 ・確認する方法 と

いえる。それにたい し，サタワルの場合は，父から贈与された土地にたいする使用権

には， 処分権が付与されており， その移譲の経路は， 贈与集団の成員のあいだで，

「土地の歴史」として口頭伝承によって超世代的に継承されている。したがって，土

地を贈与した集団と土地を受けとった集団との関係は，毎年の初物献上という行為に

よらなくても，その伝承によって明確に記憶されてゆくのである。

ＶＬ 結 語

　本 稿 で は， サ タ ワル社 会 の母 系 出 自 集 団 の構 造 と機 能 ，集 団 間 の序 列 お よ び相 互 援

助 の諸 相 につ いて論 述 し， そ れ らの諸 側 面 を トラ ック語 圏 の ２社 会 （トラ ック とモ ー

トロ ック） との比 較 を み た 。 こ こで ３社会 の 親族 組 織 の比 較研 究 に よ って 明 らか に な

った こ とを総 括 し結 論 にか え た い。

　 サ タ ワル のｙａｙｉｎａｎｇ （母 系 ク ラ ン） は ，一 定 の 財 を共 有 す る下 位 の分 節 集 団 （■ｅｅω

㍑α）よ り構 成 され， こ の母 系 リニ ー ジ が島 社 会 で も っ と も重 要 な 自律 的集 団 の 単 位 と

な って い る。 リニ ー ジ は， 通 常最 上世 代 の生 存 成 員 か らみ て， ３～ ４世 代 前 の女 性 祖

先 か らの母 系 出 自 を共 通 にす る人 び とに よ って編 成 され る。 しか し， リニ ー ジは， 父

か ら彼 の子 ど もへ財 （土 地 ） を 贈 与 す る とい う慣 行 とあ い ま っ て ， さ らに ，小 単 位 の

財 共 有 集 団 を 内 包 して い る。 最 小 の共 有 体 の単 位 は ，同 父 ・母 の子 ど も， す なわ ち キ

ョウダ イ （兄 弟 姉 妹） で あ る。財 の所 有 様式 か ら リニ ー ジの構 造 を み る と， リニ ー ジ

は，最 大 の財 共 有 体 と して の リニ ー ジ全体 の レベ ル か ら最 小 の そ れ で あ る キ ョ ウダ イ

集 団 ま で の あ い だ に， 中 間 的 な母 系 出 自集 団 が形 成 さ れ る。

　 この 中間 レベ ル お よ び キ ョウダ イ単 位 の 出 自集 団 は ， 離接 した 出 自集 団 で はな い が ，

潜 在 的 に は リニ ー ジへ 発 展 す る可能 性 を もっ て い る。現 に ， サ タ ワル社 会 に お いて は，

リニ ー ジの 共有 財 を分 割 し，独 自の炊 事 小 屋 を構 えて い る リニ ー ジの 下位 集 団 が 存 在

す る。 この よ うな集 団 は ，対 社 会 的 な集 団単 位 と して は， 自律 的 集 団 （リニ ー ジ） と

み な さ れ て いな いが，リニ ー ジの本 拠 地 （ｐｗｕｋｏｓ）に隣…接 して居 住 区 （ＩＶＯＳＯωＵＳＵ）を構

え ， 独 自性 の 強 い経 済 活 動 の単 位 とな って い る。 した が って ，筆 者 は この 集 団 の概 念

と して ｓｕｂ　ｌｉｎｅａｇｅ 「下 位 リニ ー ジ」 の用語 を あ て た。 それ にた い し， リニ ー ジの 下

位 集 団 で はあ るが ， リニ ー ジの共 有 財 に依 存 しな が ら も， 日常 的生 活場 面 で は 分 離 的

活 動 を集 団 的 に お こな う， ３～ ４世 代 間 の母 系 リニ ー ジ成員 の 「集 団」 は ， Ｇｏｏｄｅ－

　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 ９２１
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ｎｏｕｇｈ が規 定 した ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ 「出 自系 統 」 の概 念 で 把握 で きる。 この よ う に， サ

タ ワル 社 会 の 母系 出 自集 団 は，母 系 ク ラ ン最 下 位世 代 者 か ら ７～ ８世 代 前 の祖 先 を 共

有 す る リニ ー ジ， ５～ ６世代 前 の祖 先 か ら共 通 に 出 自 を た どれ るが リニ ー ジ の共 有 財

を分 割 した 下 位 リニ ー ジ， そ して ３～ ４世 代 前 の祖 先 と リニ　一一ジの財 を共 有 す る 出 自

系統 とい う よ うに ， い くつ か の レベ ルで の 下 位 集 団 の集 合 体 と して と らえ る ことが で

き る。 そ して ，母 系 出 自集 団 の 「中核 的 集 団 」 は， キ ョウダ イで あ るが ， この キ ョウ

ダ イ の結 合 も世代 の経 過 と と も に，最 上 世 代 の 女性 キ ョ ウダ ィを 頂点 とす る直 系 的 指

向 の強 い 出 自系統 の形 成 へ と発 展 す る。

　 そ の よ うな 構造 的特 性 を 示 す サ タ ワル 社 会 の母 系 出 自集 団 を， トラ ックお よ び そ の

周辺 の カ ロ リ ン社会 の それ と比 較 して み る と， サ タ ワル の 出 自集 団 で は ， と くに リニ

ー ジお よ び 出 自系統 の世 代 深 度 が大 ぎい点 を特 徴 と して 指摘 で き る
。 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ

の 調査 した１９４７年 の ロモ ヌ ム社 会 で は ， 出 自系 統 は 父 か らの財 の贈 与 な い し他 者 か ら

の財 の獲 得 に よ って発 生 す る徴 候 が あ った ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　１９５１： ７８］。 これ は女 性

キ ョ ウダ ィ が， リニ ー ジの 共 有 財外 に ， 自 由 に使 用 で き る財 を確 保 す れ ば ， 出 自系 統

（ｄｅｓｃｃｎｔ　ｌｉｎｅ）と して 自律 的集 団 を つ くりあ げ る ことを 意 味 して い る３４）。 この傾 向 は，

現 在 に お いて は ， さ らに一 般 化 して い る。 筆 者 が 調査 した トラ 艶クの フ ェ フ ァ ンと ウ

マ ンの ２社 会 にお い て は， リニ ー ジの共 有 財 が 欠 如 した り， あ って も １～ ２区画 しか

な い とい う出 自集 団 が多 くな って い る。 そ のた め に ，父 お よ び母 の 父 の贈 与 な い し購

入 した財 （ココヤ シ林 や パ ンノ キ， タ ロイ モ 田） な ど を基 盤 に して ，最 小 の 自律 集 団

的 な単 位 が形 成 され て い る。 この こ とは， 系 譜 の うえ で は ， 出 自を共 通 に して い る こ

とを確 認 で きて も， そ の系 譜認 識 に基 づ く自律 的集 団 ，す なわ ち リニ ー ジが ， 実体 の

あ る集 団 と して機 能 して い な い こ とを示 して い る。 そ して ，本 来 ， リニ ー ジの居 住 地

に居 住 す べ き リニ ー ジ女 性 成 員 （姉 妹 ） で も， 夫 方居 住 を す るな ど離散 す る傾 向が 顕

著 に な って きて い る。 つ ま り， 財産 を共 有 す る実体 と して の リニ ー ジや 出 自系 統 とい

う母 系 出 自集 団 の単 位 が ， ２～ ３世 代 間 の女 系 子孫 よ りな る 自律 的集 団へ と極 小 化 し

て きて い るの で あ る。

　 トラ ック社会 に類 似 す る現象 は モ ー トロ ック社会 に もみ られ る。１９７１年 に ナ モル ク

社会 （Ｎａｍ ｏｌｕｋ） を調 査 した Ｍ ａｒｓｈａｌｌは， リニ ー ジ の下 位 集 団 が独 自 の共 有 地 とそ

の使 用 権 を 保 持す る と新 しい リニ ー ジへ と分 裂 す る と述 べ て い る。 そ の こ とは ，総 人

口３９０人 の社 会 が ７つ の ク ラ ン と２７の リニ ー ジ に分 節 化 して お り，リニ ー ジ の平 均 人 口

３４）Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈは，１９６４年にロモヌム島を再調査 し， １９４７年 に くらべ ｅｔｅｒｅｋｅｓ（リニージ）の

　 結合力が弱化 してきた と指摘 している。その証拠 と して， リニージの女性 成員の住む家が分散

　 し， リニージ成員がま とまる ことがな くな った ことをあげている ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　１９７４：８３］。
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１４人 とい う統 計 に も表 わ れ て い る。 そ の た め に， 後 継 者 が な く絶 滅 の可 能 性 の 強 い リ

ニ ー ジが ６つ ， １人 の女 性 しか い な い リニ ー ジが ３つ もあ る ［Ｍ ＡＲｓＨＡＬＬ　ｌ　９７２：５８－

６０］。 リニ ー ジ規模 の縮 小 化 とい う傾 向 は ，ル ク ノ ール 社会 に も共 通 す る。 １９７６年 に

調査 した Ｂｏｒｔｈｗｉｃｋ の報 告 によ る と， ル クノ ール 社 会 は， ８つ の ク ラ ン， ２８の下 位

ク ラ ン，５１の リニ ー ジよ り構 成 され て い る。総 人 口が ４９３人 で あ るか ら， リニ ー ジの

平均 人 口 は１０人 に も満 た な い。 リニ ー ジを指 す ル ク ノ ール の 親族 用語 は， ｍωａＺｏで あ

るが ，現 在 で は，英 語 か らの借 用語ｆａａｍａｌｉ（ｆａｍ ｉｌｙ）を もち い て い る。　ｆａａｍａｌｉは，

いわ ゆ る核 家 族 ない し ３世代 の リニ ー ジ成 員 とそ の配 偶 者 を ふ くむ 集 団 を指 示 して い

る ［ＢｏＲＴＨｗＩｃＫ　ｌ　９７７：１００－１０３］。

　 筆 者 が調 査 したモ ー トロ ック の サ タ ワ ン社会 で は ， ６世 代 ま え の女 性 祖 先 か らの母

系 出 自を共 通 に す る子 孫 た ちは ， １つ の居 住 区 に共 住 し集 会 所 を もって い る。 しか し，

リニ ー ジの共 有 財 は， ４世 代 ま え の女 性 キ ョウダ イを単 位 に分 割 した 。 そ の た め ， コ

コヤ シ林 とタ ロイ モ 田を 所 有 す る自律 的集 団 は， ４世代 前 の女 性 を 祖 とす る ２～ ３世

代 間 の女 系子 孫 に よ って構 成 され て い る。 サ タ ワ ン社会 の リニ ー ジが トラ ック社 会 の

そ れ と異 な る点 は ， リニ ー ジが集 会 所 を共 有 し，島 レベ ル で の行 事 に おい て食 物 を提

供 した り， 島 の 首 長へ 初 物 を献 上 す るさ い の単 位 と して機 能 して い る こ とで あ る。 ま

た ， リニ ー ジ の女 性 成 員 は ， １つ の居 住 地 に で き るだ け共 住 しよ う とい う考 え が 強 い

こ と も トラ ック社 会 とは異 な る。 いま ま で で述 べ て き た， サ タ ワル ， トラ ックそ して

モ ー トロ ック の諸 社会 に お け る， 財 産 を共 有 す る自律 的 出 自集 団 の規 模 の差 異 は，集

団単 位 の縮 小 化 を もた ら した社 会 ・経 済 的 背景 を視 野 に いれ て 把握 しな けれ ばな らな

い問 題 で あ る。

　 筆 者 は トラ ック社会 とサ タ ワ ン社 会 にお け る土地 所 有 集 団 の 小 単位 化 は， 人 口の 増

加 と貨 幣経 済 の浸 透 と い う社 会 ・経 済 的 要 因 に基 づ い て生 起 した と考 え て い る。 人 口

増 加 は ， １９３５年 と１９８０年 を 比較 してみ る と， ウマ ンは２．１倍，サ タ ワ ンは２．９倍 ，そ して ，

サ タ ワル は１．４倍 に な って い る ［南 洋 庁 １９３７ｂ，　Ｔ．Ｔ．Ｐ．１．１９８２］。 そ して ，１９８０年 の

人 口密 度 は， １ｋｍ ２あた りサ タ ワ ンが ６３９人 ， ウマ ンが ４４２人 そ して サ タ ワル が ３５０人

の値 を示 す 。 ウマ ンは ， 山が ちの 島 で あ り，実 際 に利 用 で きる土 地 面 積 と人 口 との比

率 は ，サ タ ワ ンよ り高 い数 値 に な る。現 在 に お いて ， サ タ ワ ン と ウマ ン社 会 の食 料 生

産 は ， それ らの 人 口を支 持 す る の に十 分 で は な い。 そ のた め に ，土 地 か らの 食料 資 源

の獲 得 の ほか に， 現金 収 入 の道 が 求 め られ て い る。 この 傾 向 は近 年 に起 こ った現 象 で

はな く， 日本 統 治 時 代 （１９３０年 代 ） か ら進 行 して い た ［ＦｌｓｃＨＥＲ　ｌ９５８：２１１］。

　 貨 幣経 済 の浸 透 はモ ー トロ ック諸 島 で は，今 世 紀 初 頭 の西 欧 人 の コブ ラ植 栽 事 業 か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９２３



国立民族学博物館研究報告　 １０巻 ４号

ら始まる。 また， それは トラックおいても１９１０年代から開始される ［ＨＥＺ肌 １９８３：

２５６－２６２］。その結果，コブラの売却によって得た現金での土地の売買が島民のあいだ

で起こるようになった。土地が購入の対象となったという事態は， 「富める者」が土

地を入手 し， かつその土地を 「私的所有」 することであり， 既往の母系出自集団の

「土地共有」 と父一子関係に基づ く土地の部分的贈与 ・相続 という伝統的方式 とは，

異質の土地所有のありかたを現出させた。そして，それ以前に労働や病気治療の支払

い，姦通の賠償などの対象にされていた腰布やマ ット類にかわり，土地が使用される

ようになった。

　 うえで述べたように，筆者は トラック語圏の社会における母系出自集団の小分節集

団化という現象を，人口増と貨幣経済の流布という外的要因と関連づけて把握 した。

そして，それらの社会のなかでも，いまのところ，母系体系か ら父系体系への移行の

きざしをみせている トラック社会の例もある。 しか し，その移行は土地の父一子相続

と夫 （父）方居住の方式を示す段階であり，確固とした父系出自に基づ く親族集団の

再編成にはいたっていない。父一子相続は，伝統的な方式を踏襲 しているが，父が購

入 した私的所有地を子どもに移譲する点で伝統的なそれ とは異なる。ここ５０年間で給

与所得者層を中心に土地の購入による 「私的所有」 と子どもへの相続，および夫方居

住への変化はみ られるものの，母系の出自方式は，依然として彼 らの集団帰属の原理

となっている。母系出自集団は土地共有体 として機能 していな くても，それは，社会

での集団の序列，首長権の継承，さらには集団成員の互助的組織を形成する母体とし

て集団成員を連帯させる役割をはた しているのである。

　最後に，メラネシァ社会の母系制から父系制への移行を，出自，相続，居住の三要

素の相互規定によって説明する石川の視角を参照 して， ミクロネシアの トラック語圏

社会の母系制社会の変質についてふれておきたい。石川は，母系制社会が内包する矛

盾を顕在化させ， 激化させ る契機を， 「生産力の上昇による生産主体としての家族の

自立性の高まり」に求め，それが 「母権制を父系相続 ・夫方居住へ踏みきらせ る」 と

の見通 しを提示 した ［石川 １９７０：１２０］。 まず， 母系社会の構造的矛盾 について述べ

るなら， トラック語圏社会は，男性が彼の集団と彼の子どもの双方に権威を発揮でき

る地位にあり，比較的調整が進んでいる点を指摘できる。というのは，男性は父親 と

して子どもを養育する責任をもつと同時に，子どもに生産手段を贈与 ・相続 させ るこ

とが制度として許容されている。また，婚出した男性と彼の母系集団 （姉妹） との関

係も，居住地が島空間であるために隣接 しており，恒常的に維持される。彼は定期的

に姉妹のもとへ顔を出し，彼の集団の動向や財の管理 ・使用状況を監督することが可
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能である。 したがって，内的矛盾を解消，克服するための動機 として母系制から父系

制への移行をおし進める要因は， トラック語圏の社会には，あったとしても強固なも

のでないということができる ［須藤 １９８６ａ］。

　家族の自立性の高揚という要因は，この社会にも顕著に出現 している。ただ し，筆

者はその契機が 「生産力の上昇」にあるのではなく，貨幣経済の浸透 という要因と関

連 しているとみなしている。具体的には栽培作物の種類や栽培法を変化させるなどの

方法によってでなく，夫 （妻）が定期的に現金収入をうる方法によってである。 した

がって，「生産力の上昇」を 「経済力の上昇」と置きかえるなら， トラック語圏社会

の母系出自集団の分裂，縮小化にともなう母系 （拡大）家族の自立性 という現象を説

明することができる。 しかし， トラック語圏社会における家族の経済的自立という趨

勢は，母系 （拡大）家族ないし母系出自集団の編成方式を父系的なそれへ移行 させる

決定的な契機となっておらず，父系的親族集団を現出させていないのが現状である。

　 トラック語圏社会の親族集団の組織化で興味ぷかいことは，母系出自集団の自律的

集団単位が極小化するにもかかわらず，母系出自にたいする人びとの観念およびそれ

に基づ く行動規範が保持されているという点である。つまり，家族の経済的自立性の

高揚が顕著になっているものの，母系出自の原則が依然として社会関係を結ぶ強固な

基盤になっていることである。このような母系出自に固執する人びとの観念的，制度

的指向性をどのように解釈するかが， トラック語圏社会にかぎらず，ミクロネシァの

母系性の特質を把握するうえで我われの今後の重要な課題になる。

　民族誌の事例のうえでも， 生産手段の所有単位が男系的親族集団 ＠ 伽 αの になっ

ているヤップ社会でも，母系出自に基づ く親族集団 （ｇａｎｏｎｇ）が存在 し， 婚姻規制や

儀礼的交換のネットワークとして機能 している［ＳｃＨＮＥＩＤＥＲ　Ｉ９６２；ＬＡＢＢｙ　ｌ９７６；牛

島 １９７９，１９８０］。そして，今世紀初頭にドイツの統治政策によって父系相続，父 ・夫

方居住の方式が定着 したポナペ社会でも，母系出自集団 （５０πないしｋｅｉｎｅｋ）が社会 ・

政治的地位や称号継承の母体にな ってい る ［ＰＥＴＥＲｓＥＮ　１９８３］。 父系相続， 父 ・夫

方居住方式を優先させるファイス社会では， 母系クラン（ｇａ“ｉｌａｎｇｉ）が養取， 婚姻，

首長権の継承や妖術などの呪術 ・宗教に関する分野で重要な意味を もっている ［Ｒｕ－

ＢＩＮｓＴＥＩＮ　ｌ　９７９］。さらに，相続 と継承とを父系出自で貫徹 しているＰｉｎｇｅｌａｐ社会でも，

婚姻規制においては母系クラン （ｋｅｉｎｅｋ）が外婚単位 として作用する ［ＤＡＭＡｓ　ｌ　９７９］。

　 このように生産手段を所有する集団構成の原理 （成員権の獲得，財の相続および居

住の方式など）が父系出自に依拠 しているカロリン諸島のいくつかの社会においても，

婚姻規制，特定の地位の継承や儀礼的，宗教的局面で母系出自が機能している。以上
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で論述 した ミクロネシア社会の母系性への 「執着」という特性は，社会組織の母系体

系から父系体系への移行の過程およびメカニズムを解明するうえで，重要な問題を提

示 している。筆者は別稿において，その問題に焦点をあてて論を展開する予定である。
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図 ５　 Ｎｅｙａａｒ ク ラ ン の 系 図

註 １）▲● は生存者を示 し既婚者の女性を中心 に描いて ある。

　　２）Ａ，Ｂ，　Ｃ は現 リニージの単位を，　 ａ－１，　ｂ－１，　ｂ－５な どは出自系統をそれぞれ表 わす。

　　　 の下の名称 は居住地 名であ る。

　　３）人名の横 に記入 した １～ ６の番 号は首長権の継承順位を示す 。



図 ９ 現 在 の 居 住 区 （１９８０年 現 在）



図 １２ Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ ク ラ ン の 系 図

註 １）▲● は成人既婚者成員を表わす。

２） （１）～ （ＶＩ）は首長の順位を示す。



図 １６ Ｎｅｙａｎ プ コ ス の 居 住 者 の 系 譜 関 係 図

註 １）郷φは故人を示す。

２）矢 印は他島からの婚入者，他島への婚 出者を表わす。

３）Ａ～Ｆは １軒の家屋への居住者の単位である。


